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まえがき 

ISO（国際標準化機構）は，各国の標準化団体（ISOメンバー団体）の国際的な連合体である。通常，国際規格の作成準備作

業はISO専門委員会を通じて行われる。専門委員会の設立目的となったテーマに関心のある各メンバー団体は，その委員

会に参加する権利を有する。政府機関及び非政府機関いずれの国際組織も，ISOと連携し，作業に参加可能である。ISOは，

電子技術の標準化に関するあらゆる事柄について，国際電気標準会議（IEC）と緊密な協力を行っている。 

  

国際規格案は，ISO/IEC 指令専門業務用指針第2部に規定された規則に従って作成される。 

 

ISO 26000は，ISO技術管理評議会，社会的責任作業グループによって準備された。同作業グループで承認された国際規

格案は，投票のためメンバー団体に回付される。国際規格として発行されるためには，投票するメンバー団体の75 %以上の

賛成票が必要である。 

 

この文書の一部の要素は，特許権の対象となる可能性があることに注意が必要である。ISOは，このような特許権の一部又

はを全てを特定する責任を負わないものとする。 

 

専門委員会の主な作業は，国際規格を作成することである。 
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序文 

IDTFへの注記： IDTFは，すべてのTG4本文を，TG4 N0070と併せて検討することが望ましい。TG4 N0070では，この本文

の旧バージョンに関するTG4エキスパートの最新コメント一式が提供されているとともに，意見の相違が残る数多くの分野が

特定されている。 

 

IDTFへの注記：序文の本文は，WD3に関するすべての文書によるコメントの注意深い再検討に基づいてTG4エキスパート

が修正及び承認したものである。文書の他の部分に対して後に加えられる何らかの変更との関連で，特に以下の表1に関し

てこの項の正確さを再検討する場合を除き，この項に対するさらなる変更は要求しないほうがよい。IDTFに対し，表1をこの

規格の使用法に関するダイアグラム‘ロードマップ’に置換する可能性の検討を依頼する。 

 

世界中の組織及びそのステークホルダーは，社会的に責任ある行動の必要性をますます強く認識するようになっている。社

会的責任についてはさまざまな解釈が存在するが，社会的責任の原則及び慣行に関して共通の見解及び理解を達成する

上で，国際的に承認されている規格は有益となるはずである。社会的責任の目的は，社会の繁栄を含む持続可能な発展に

貢献することである。 

 

社会的責任は，組織のパフォーマンスに影響を与える重要な要素の1つになりつつある。組織が活動する社会的環境との関

係における組織のパフォーマンス，及び組織が自然環境に与える影響は，組織の全体的なパフォーマンス及び有効な活動

を続ける能力を測定する上で，これまで以上に重要な要素となっている。これは，一つには，健全な生態系，社会的平等及

び組織統治を確実にすることの必要性に対する認識の高まりを反映するものである。 

 

組織は，顧客，労働者及び労働組合，構成員，地域，非政府組織，学生，資本家，資金寄与者，投資家，会社及び他の営利

団体など，さまざまなステークホルダーによるより厳しい監視下におかれている。組織の社会的責任パフォーマンスへの認識

は，次に影響を及ぼすことがある。 

 

― 組織の一般的評判 

― 労働者及び/又は構成員を引き付け留めておく能力 

― 被雇用者のモラル及び生産性の維持 

― 投資家，資金寄与者，スポンサー及び金融界の見解 

― 顧客，取引先，メンバー又は使用者を引き付け，留めておく力 

― 政府，メディア，供給業者，同業者，顧客及び組織が活動する地域社会との関係 

 

この国際規格は，社会的責任の基本となる原則，社会的責任に内在する課題及び組織内で社会的責任を実施する方法に

関するガイダンスを提供する。この規格は，規模又は所在地を問わず，政府及び非政府組織並びに企業を含めて，あらゆる

種類の組織に適用できる。なぜなら，どのような組織でも社会及び環境に影響を与えるからである。組織が社会的責任に関

するパフォーマンスを改善することによってステークホルダーとの相互的な信頼を獲得する手助けとなることを目的としてい

る。しかしながら，この規格は，政府組織が行政権，立法権及び司法権を行使する際には適用されない。 

 

この規格は，その使用が任意であり，認証を目的としたものではなく，規制又は契約を目的にして使用されるものではない。

貿易の非関税障壁を作り出すためのものでも，組織の法的義務を変更するものでもない。（IDTFへの注記：これは，適用範

囲の本文の繰り返しである – 言及は1回に留めることが望ましいか？） 
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どのような組織も，この規格を活用し，ステークホルダーに関与し，適用されるべき国内法令を順守し，国際的に承認されて

いる協定及びその他の権威ある政府間文書を尊重することによって，さらに社会的に責任をもつようになることが推奨され

る。 

 

この規格は，社会的に責任ある行動を既存の組織の戦略，システム，慣行及びプロセスに統合することを追求するものであ

り，成果及びパフォーマンスの改善を重視する。 

 

この規格は全体として読み，活用するようになっているが，社会的責任に関する特定の種類の情報を探している読者には，

次の概要が役立つかもしれない。 

 

表1 —  ISO 26000の内容の概要 

項のタイトル 項番号 項の内容の説明 

適用範囲 1 規格で取り上げる主題を定義し，制限又は除外項目がある場合はそれらを特

定する。 

引用規格 2 この規格と併読すべき文書の一覧を表示する。 

用語及び定義 3 この規格で使用する重要な用語を特定し，その意味を示す。これらの用語は，

社会的責任の概念を理解し，この規格を利用する上で基本的に重要なもので

ある。 

組織が活動する社会的責任の

背景 

4 これまで社会的責任の進展に影響を与え，その性質及び実践に今なお影響し

続ける要素，条件及び重要課題について記述する。社会的責任の概念そのも

のについても－それが何を意味し，どのように組織に適用されるかについても

記述する。 

社会的責任原則 5 社会的に責任ある行動の基本原則を紹介する。 

社会的責任の主要課題に関す

るガイダンス 

6 社会的責任，組織統治，人権，労働慣行，環境，公正な事業慣行，消費者課題

及び地域社会の開発について説明し，主要課題ごとに，その論拠，原則及び考

慮事項，課題の記述，並びに関連行動及び/又は期待を示す。 

社会的責任の実施に関する組

織のためのガイダンス 

7 組織における社会的責任の統合及び，箇条6で特定された具体的な課題を含

めて社会的責任全般の実施に関するガイダンスを提供する。 

参考文献  組織における社会的責任の理解及び実施に役立つかもしれない参考文献を含

む。 

 

この規格で，何らかの規格，規範又はその他のイニシアチブに言及していても，ISOがその規格，規範又はイニシアチブを承

認若しくはそれらに特別の地位を与えることを意味するものではない。 
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この規格は，80ヶ国から，消費者，政府，産業界，労働者，非政府組織（NGO），並びにサービス，サポート，研究及びその

他という6つの異なるステークホルダーグループのエキスパートが参加したマルチステークホルダープロセスで開発された。

透明性及びさまざまなステークホルダーグループからの幅広い参加を達成するために，努力が尽くされた。さらに，発展途上

国の参加を促進し，起草グループの中のジェンダーのバランスが取れるように特別な配慮がなされた。 

 

本文中のカッコ内の数字は，参考文献にある引用文献の番号を指している。 

 

IDTFへの注記：上の表は，規格の完成を待って更新すること。IDTFはダイアグラムを考慮すること。
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社会的責任に関するガイダンス 社会的責任に関するガイダンス — 

 

1 適用範囲 

IDTFへの注記： 適用範囲の以下の本文は，TG4エキスパートが，WD3に関して記載された全てのコメントについて注意深く再

検討をし修正及び承認したものである。この文書の他の部分に後から加えられる何らかの変更との関連で，この項の正確さを再

検討する場合の除き，この項に対するさらなる変更は要求しないほうがよい。  

この国際規格は，その規模又は所在地にかかわらずあらゆる種類の組織に対して，次のガイダンスを提供するものである。 

― 社会的責任に関する概念，条件及び定義 

― 組織が活動する社会的責任の背景 

― 社会的責任に関する原則及び課題 

― 組織全体及びその影響範囲における社会的に責任ある行動の統合，実施及び推進（IDTFへの注記： 規格全般における“影

響範囲”という言葉への言及について異なる意見が残る。） 

― ステークホルダーの特定及びステークホルダーとの関わり 

― 社会的責任に関する誓約及びパフォーマンスに関するコミュニケーション， 

― 社会の繁栄を含む持続可能な発展への貢献。 

 

法令順守はすべての組織の社会的責任の重要な一部であることを認識した上で，この規格は，組織に対し，法令順守の範囲を

超えた活動に着手することを奨励する。 

 

この規格は，社会的責任の分野における共通の理解を推進することを目的としている。 

 

この規格は，社会的責任に関する他の文書及びイニシアチブを補完する。 

 

この規格の適用にあたり，国際行動基準を順守した上で，社会，環境，法及び組織の多様性，並びに経済状態の相違を考慮に

入れてもよい。（IDTFへの注記： “国際行動基準”への言及の性質（該当する場合）は，この問題に関するさらなる明確化の対象

となる） 

 

この規格はマネジメントシステム規格ではない。この規格は，認証を目的としたものではなく，規制又は契約を目的にして使用す

るものでもない。 

 

2 引用規格 

IDTFへの注記：このセクションには，規格と併読しなければならない文書がある場合にはそれらの一覧を記載する。現時点では

タスクグループに割り当てられていない。追って開発する。 

 

 

 

3 用語及び定義 

この規格には，次の用語及び定義が適用される。 
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3.1 

説明責任 

管理団体，法定当局，及び，より広く，その他のステークホルダーに対する，組織の決定及び行動に関する責任の割り当て又は

受け入れ  

3.2 

消費者 

物品，財産又はサービスを個人的な目的のために購入又は使用する一般社会の個々のメンバー 

3.3 

汚職 

受託権力を違法な利益のために悪用すること 

3.4 

環境 

大気，水，土地，天然資源，植物，動物，人間，及びそれらの相互関係を含む組織の活動をとりまくもの 

注記： ここでいうとりまくものとは，組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ［ISO 14001: 2004］ 

3.5 

環境影響 

有害か有益かを問わず，全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる，環境に対するあらゆる変化 

［ISO 14001: 2004から採用］ 

3.6 

倫理的な行動 

特定の状況において正しい又は良いと一般に認められた行動の原則に一致し，行動に関する国際的な［基準］［期待］と調和して

いる行動 

IDTFへの注記： この定義は，IDTF内での国際基準の課題に関するさらなる作業の結果を待って，再び取り上げる。TG4 N0070

のコメントに留意すること。 

3.7 

行動に関する国際的な［期待］［基準］ 

全世界的に，又はほぼ全世界的に認められ，かつ国際基準及び正当性を与えるべく幅広い代表が参加した対話プロセスを通し

て開発された政府間文書に基づく［期待］［基準］ 

IDTFへの注記： この定義は，IDTF内での国際基準の課題に関するさらなる作業の結果を待って，再び取り上げる。 

3.8 

社会的責任課題 

組織及び／又はそのステークホルダーにとって有益な結果を追求するために行動を起こすことができる特定の事項 

3.9 

重要な 

組織の決定及び／又は組織のステークホルダーの評価に影響を及ぼすのに十分な関連性及び重要性を有する 

3.10 

重要な課題 

組織の決定及び／又は組織のステークホルダーの評価に影響を及ぼすに足る関連性及び重要性を有する問題 

3.11 

組織統治 

組織がその目的を追求するために決定を下し，決定事項を実施するためのシステム 



 

 3 

3.12 

原則 

意志決定又は行動を導く若しくはそれらに影響を及ぼす基本的信念 

3.13 

製品 

品物又は販売に供される若しくは組織が提供するサービスの一部である内容 

3.14 

サービス 

要求又はニーズを満たすための組織の行動 

3.15 

社会的責任 

組織の決定及び活動が社会及び環境に与える影響に関する責任で，透明かつ倫理的な次のような行動を通じたもの 

― 持続可能な発展および社会の繁栄と調和し， 

― ステークホルダーの期待を考慮し， 

― 適用されるべき法令を順守し，行動に関する国際的な行動［基準］［期待］と一致し， 

― 組織全体に統合され，組織の関係の中で実践される行為。 

注記 活動は，製品，サービス及びプロセスを含む。 

注記 関係とは，組織の影響範囲内における活動を意味する。 

IDTFへの注記： この定義は，さらなる具体的な検討を要するであろう。例えばTG4 N0070のコメントに留意すること。 

3.16 

社会的に責任ある 

社会的責任と一致する 

3.17 

影響範囲 

組織が決定又は活動に影響力を有する空間的又は機能的な範囲 

3.18 

ステークホルダー 

組織の何らかの活動又は決定に利害を有する個人又はグループ 

3.19 

ステークホルダーエンゲージメント 

組織がその組織の決定根拠をよく説明することを目的とし，組織と組織の1つかそれ以上のステークホルダーとの間で対話をす

る機会をつくる任意の取り組み又は活動  

3.20 

サプライチェーン 

製品及び／又はサービスを提供するプロセスや活動の上流部門に含まれる関係者 

3.21 

持続可能な発展 

将来の世代の人々が彼ら独自のニーズを満たすことができなくなるようなこと無く，現状のニーズを満たす開発 
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注記： これは，組織の意志決定及び活動において，経済的，社会的及び環境的要素並びにそれらの相互依存関係を取り上げる

ことを含む。  

3.22 

透明性 

活動及び影響に関する公開性，並びに活動及び影響を明確に，正確及び完全な方法で伝えようとする意思 

3.23 

バリューチェーン 

組織の下流部門及び上流部門の両方において，プロセス及び/又は活動の中で，製品又はサービスの形で価値を提供又は受領

する関係者 

3.24 

社会の繁栄 

社会の福利，健全さ，及び繁盛。 

 

4 社会的責任の背景及び概念 

この項は，社会的責任の発展について並びに社会的責任の性質及び発展に影響を及ぼす要因についてガイダンスを提供する。

また，社会的責任におけるステークホルダーの役割及びこの規格の政府への適用に関するいくつかの重要な考慮点も特定す

る。 

 

4.1 社会的責任の背景 

このセクションは，社会的責任がこれまで発展し，今なお発展し続ける背景について説明する。 

 

4.1.1 歴史的背景 

社会的責任という言葉が広く用いられるようになったのは1970年代初頭であるが，社会的責任のさまざまな側面は，19世紀末期，

場合によってはそれ以前から，組織及び政府による行動の対象となっていた。 

 

社会的責任への注目は，過去には主としてビジネスにその焦点が合わせられていた。‘企業の社会的責任’という言葉は，多くの

人々にとっていまだに‘社会的責任’よりもなじみが深く，‘社会的責任’または‘社会的に責任ある’が使われる場合でさえ，例え

ば‘社会的に責任ある投資’などに見られるように，大抵はビジネス活動に関係している。 

 

ビジネス界の組織だけでなく，さまざまな種類の組織が，自分たちも環境及び社会の繁栄，並びに持続可能な発展への貢献に責

任を負うのだということを認識するにつれ，社会的責任はすべての組織に適用されるという考えが現れてきた。  

 

4.1.2 社会的責任の範囲の変化 

社会的責任は，社会という背景の中で存在する。社会的責任を構成する課題は，特定の時期の社会の期待を反映するものであ

り，それゆえに，社会の関心事及び組織に対する社会の期待がそれらの関心事を反映して変化するにつれ，絶え間なく変化して

いる。 

 

労働慣行及び公正な事業慣行といった課題は，1世紀以上前に現れた。20世紀初めに，いくつかの組織の社会貢献活動が個人

的な慈善行為を超えたものとなり，より広く社会に利益をもたらすことを目標とするようになった。人権，環境及び消費者保護とい

ったその他の課題は，やがてこれらの課題が地域においてより大きな注目を浴びるようになるとともに加えられた。 
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この規格で規定されている主要課題は，この規格が作成された時の最良慣行の見解を反映している。こうした主要課題が将来変

更することは疑いのないことであり，さらなる課題が社会的責任の重要な要素としてみなされるようになるかもしれない。 

 

4.1.3 社会的責任の現在の動向 

組織の社会的責任に存する広範な利害には，多くの要因が貢献している。  

 

グローバリゼーション，ますます容易になる旅行，及び瞬間のコミュニケーションの可用性は，世界中の個人及び組織が，近隣及

び遠隔地の両方の組織の活動について簡単に知ることができると感じていることを意味している。これは，新しい方法を学ぶこと

及び問題解決をすることから組織が利益を得る機会を提供している。また，それは，組織の活動が，幅広い種類のグループ及び

個人によるより厳しい監視の対象となることも意味している。さまざまな場所で組織によって適用される方針又は慣行を容易に比

較することが可能となる。 
 
いくつかの環境及び健康に関する課題のグローバルな性質,及び貧困との闘いへの世界的な責任の認識は，組織に関連する課

題は組織が所在している場所の周辺域内にはとどまらないかもしれないということを意味している。環境と開発に関するリオ宣言，

持続可能な発展に関するヨハネスブルグ宣言及びミレニアム開発目標などの文書は，こうした世界的な相互依存性を強調してい

る。 
 
ここ数十年間，グローバリゼーションは，先進国において，民間部門の権力及び影響の増大並びに公共部門の役割の相対的な

弱体化をもたらした。また，政府の役割の変化は，民間部門及びNGOが，これまで政府によって提供されていた多くのサービス

の提供者となっているということからも見ることができる。これによる1つの結果は，消費者が購買決定を通して社会及び環境へ

の影響を高めることが可能となるということである。こうした変化は，組織の活動及び方針に関するより厳しい監視につながってい

る。多くの発展途上国における状況は若干異なる。こうした多くの国の政府は，歴史的に弱く，しばしば民間部門組織が保険衛生，

教育及び福祉といった分野のサービスを提供してきた。いくつかの発展途上国の政府の能力が拡大するにつれ，政府及び民間

部門組織の役割は変化しつつある。 
 
組織のパフォーマンスに対する地域の期待は高まり続けている。組織が地域及びその他のステークホルダーに対する説明責任

を果たすことに対する要求がますます高まっている。多くの場所で‘地域の知る権利’に関する法律が制定されたことにより，人々

はいくつかの組織の運営に関する詳細な情報へのアクセスが可能となった。今では，組織のパフォーマンスに関する情報に対す

るステークホルダーの要求事項を満たすために，ますます多くの組織が持続可能性報告書を年に1回発行している。 
 
これらの要因及びその他の要因が，今日の社会的責任の背景の一部を形成し，社会的責任を実証するようにという組織に対す

る呼び掛けに貢献している。 
 
4.2 社会的責任の概念 

このセクションでは，組織の活動に対する社会的責任の関連性を考慮する上で組織が留意すべきいくつかの重要な考慮点を特

定する。 
 
4.2.1 社会的責任の特性 

社会的責任の要素は，社会の期待を反映する。責任ある行動としてどのようなことが期待されているかについては，国及び文化

によって異なるだろうが，組織は，全世界に適用可能な価値を認識し，それを受け入れることが望ましい。これらの期待は，世界

人権宣言のような権威ある政府間文書を通して確立された国際文書及び行動基準に反映されている。それらの期待は，国内及

び地方の法律に反映されていてもよい。法の支配の尊重及び法的拘束力を持つ義務の遂行は，社会的責任の根本的な部分で

ある。 

社会的責任の重要な特徴は次のとおりである。 
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― 社会における組織の影響への説明責任 

― ステークホルダーとの関与 

― 持続可能な発展への貢献 

 

4.2.1.1 社会における組織の影響への説明責任 

社会的責任の絶対不可欠な特性は，組織の活動が社会及び環境にもたらす影響の責任を取り，説明責任を果たそうとする組織

の意欲である。6.及び7.には，さまざまな種類の影響，並びに組織が社会的責任の一環としてそうした影響に対処することが望ま

しい方法を示す。 

 
4.2.1.2 社会的責任におけるステークホルダーの役割 

ステークホルダーとの関与は，社会的責任の中心的側面である。組織は，ステークホルダーと係り合うことによって，ステークホ

ルダーの期待を特定し，ステークホルダーのニーズに応える方法の開発を支援することが望ましい。組織のステークホルダーの

特定並びにそれらのステークホルダーとのコミュニケーション及びエンゲージメントに関するガイダンスは，7.で提供される。 

 
ステークホルダーは，組織が課題と組織の活動の関連性連性を特定する手助けをすることができる。しかし，ステークホルダーは，

行動基準を決める中で，広い幅広い社会の代わりとなることはない。したがって，ある特定の課題が，組織とステークホルダーの

協議によって具体的に特定されない場合でも，組織の社会的責任に関連性を有することがあるかもしれない。社会的責任の主要

課題に関するガイダンスは6.で提供する。 

 
4.2.1.3 持続可能な発展への貢献 

社会的責任のもう1つの中心的特性は，持続可能な発展に対する組織の貢献である。6.では，組織が，持続可能な発展に貢献

するさまざまな課題を取り扱う際の望ましい方法を記載する。 

 
持続可能な発展は，個々の組織の持続可能性又は持続的な実行可能性とは根本的に異なる概念であることに留意することが重

要である。持続可能な発展は，将来の世代が彼らのニーズを満たすことを可能にするような方法で，社会のニーズを満たすことを

言及する。個々の組織の持続可能性は，組織が運営され，管理される方法によって，持続可能な発展と両立し得るかもしれない

し，両立し得ないかもしれない。 

 

4.2.2 政府と社会的責任 

ISO 26000はすべての組織に適用できるが，この規格の適用を受けない政府の役割がいくつかある。国民によって指導されたと

き，政治機関及び立法者としての国（国家）の政府の役割は，この規格では扱われない。国家は，権利が尊重されることを確実に

する役割を担う。政治判断のみが，どんな活動が政府によって行われることが望ましいか又はどんな活動が法的拘束力を有する

規制の対象とされることが望ましいかを決定することができる。 

 

しかしながら，国家の代理として行動するために作られた政府組織の活動の多くが，この規格を適用することができる。6.に記載

されている労働慣行，環境保護などの課題及びその他の中核課題は，そのような政府組織に適用できる。 

 

5 社会的責任原則 

社会的責任へのアプローチ及びその実施において，組織にとっての包括的目標は，持続可能な発展への貢献を最大化すること

である。その際には以下の原則を認識し，順守することが望ましい。こうした原則は，その本質において一般的なものであり，組

織の方針決定及び意志決定並びにその活動を通じて，一貫して適用されることが望ましい。組織は，こうした原則を適用するため

に最善の努力を尽くすことが望ましい。 
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組織が以下の原則のいずれかを順守し国際的な［期待］［基準］と矛盾することになる場合，組織は，法規制がこうした国際的な

［期待］［基準］と一致するものとなるよう法規制に影響を及ぼすべく，合法的措置を講じることを選んでもよい。そのような状況を

不正に活用しようとする組織は，社会的に責任のない組織と見なされる。 

 

IDTFへの注記：TG4において，この項は各原則に関連する主要な要素を特定することに焦点を合わせることが望ましいこと，及

び原則の実施に関連する側面はこの規格の7.で取り上げられるべきだということが合意された。7.で提供されているガイダンスを

見直す際には，各原則の実施に関連する，以前の原則の本文 （WD3）を考慮することが望ましい。加えて，この項に関するTG4

の作業は，この項の価値についてはプロセスのもっと後の段階で再び取り上げるという了解の下で着手されたものである。 

 

5.1 倫理的な行動の原則 

組織の行動は，誠実，公平，管理責任及び統合性の倫理に基づいていることが望ましい。これらの倫理から，他人及び環境への

思いやり，並びにステークホルダーの利害に取り組むという誓約が生まれる。 

 

5.2 法の支配の尊重の原則 

組織は法の支配を尊重し，すべての関連法規制に従うことが望ましい。 

これは，適用されるべき法規制を認識するための措置を講じ，組織内でこうした適用されるべき法規制が伝達及び順守されること

を確実にすることを意味する。 

 

5.3 行動に関する国際的な［基準］［期待］の尊重の原則 

組織は行動に関する国際的な［基準］［期待］を尊重することが望ましい。 

IDTFへの注記：この原則の最終的な特性及び言い回しは，さらなる議論の結果によって判明する。 

 

5.4 ステークホルダーの利害の尊重及び考慮の原則 

組織は，さまざまなステークホルダーがその活動に利害を有しているかもしれないことを認識及び承認することが望ましい。組織

は，こうした利害を尊重及び考慮することが望ましい。 

 

5.5 説明責任の原則 

組織は，適切な精査に応じ，この精査に対応する義務を認識することが望ましい。組織は，ステークホルダーに対し，明確でバラ

ンスの取れた誠実な方法で，合理的かつ十分な程度まで，社会に及ぼした影響と及ぼす可能性のある影響を含め，責任ある方

針，決定及び活動を開示し，正当性を証明することが望ましい。 

 

5.6 透明性の原則 

組織は，ステークホルダーに対し，社会の繁栄を含む持続可能な発展に関連する情報を，必要に応じて開示することが望まし

い。 

 

5.7 予防的アプローチの原則 

IDTFへの注記：この原則は，依然として多少の意見の不一致の対象であり，IDTF内でのさらなる具体的な検討を要する（例えば

TG4N0071のコメント参照）。加えて，この原則の最終的な特性及び言い回しは，WTO TBT課題の再検討の結果を受けて再検

討する必要があるかもしれない。 
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組織は，環境面の課題に対して予防的アプローチを支持することが望ましい。深刻又は不可逆的な損害の脅威がある場合では，

完全な科学的確実性の欠如を，環境の悪化を防ぐために費用対効果の良い手段を取る延期理由として使わないほうがよい。 

 

5.8 人権尊重の原則 

組織は世界人権宣言に規定されている権利を尊重することが望ましい。 

 

6 社会的責任の主要課題に関するガイダンス 

IDTFへの注記： 6.2から6.8までは，関連のTG5起草チームの最終報告書と併読されることが望ましい。 

 

6.1 一般 

社会的責任を評価するためには，組織は次の主要課題を考慮することが望ましい。 

― 組織統治 

― 人権 

― 労働慣行 

― 環境 

― 公正な事業慣行 

― 消費者課題 

― 地域社会の開発 

これらの各主要課題は，対応する原則及び考慮点，期待及び／又は関連行動を含み，この項に記載されているさまざまな課題

を含む。この文書では，課題が，組織及び／又はそのステークホルダーにとって望ましい結果を追求するために行動することが

できる特定の項目として定義されている。 

 

注記 社会的責任は動的であり，社会的及び環境的関心事の進化を反映するため，将来において他の課題も出現するかもしれ

ない。 

 

経済的側面，安全衛生及びサプライチェーンは，場合に応じて7つの主要課題すべてにわたって取り扱われている。 

 

これらの主要課題の取り扱いは，社会的責任原則に基づくことが望ましい（5.参照）。 

組織は，その活動にとって重要かつ適切な課題をすべて特定及び対処することが望ましい。 

 

主要課題の多くは，相互に関係し補完的なものであるが，組織統治の性質は異なるということが認識されている。組織統治は意

志決定プロセスを表し，管理はその他の主要課題に対する行動を容易にする。 

 

組織がこれらの主要課題に取り組むにあたって，あらかじめ決められた順序はない。順序は組織及びその戦略によって異なる。 

 

組織は，課題を全体的視点から見ることが望ましい。すなわち，個々の構成要素に傾倒するのではなく，システム全体を考慮し，

これらの課題がどのように相互に関連し，影響するのかを理解することが望ましいのである。組織は，サプライチェーン及び／又

は製品／サービスのライフサイクルに対して不利な影響を生み出さない方法で上記を行うことが望ましい。 
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図 1 — 7つの主要課題の一覧 

 

 

 

6.2 組織統治 

6.2.1 論拠 

組織統治は，組織がその目的を追求するために決定を下し，その決定を実施するシステムである。組織の種類に応じて，これら

の目的は，組織のメンバー，所有者，構成員又はその他によって定義されてもよい。 

 

統治システムは，組織の規模及び種類，並びに組織が活動する経済的，政治的，文化的及び社会的背景によってさまざまであ

るかもしれない。統治プロセス及び構成は，公式及び非公式両方の多くの異なる形態をとるが，すべての組織は，統治システム

の範囲内で決定を下し，決定事項を実施する。組織内の統治システムは，組織の目的を追求する権限及び責任を有する人物又

はグループによって指揮される。 

 

このセクションは，組織統治の効率を改善することができる原則及び考慮点を規定する。これは次となる。 

― 組織が，社会及び持続可能な発展に与える影響を考慮に入れることを可能にする 

― より簡単に実施されるより良い決定を可能にする 

― 組織の目的と関連した組織のパフォーマンスを改善する 

― リスク及び機会に対するより良い識別及びマネジメントを可能にする 

― 組織とそのステークホルダーとの関係を改善する，さらに 

― 正当性を助長することにより，決定事項を実施する人々及び決定により影響を受けるかもしれない人々の支持及び信頼をさ

らに集めることへつなげる 

組織統治 

人権 

労働慣行 

環境 

社会的責任 

公正な 
事業活動 

消費者課題 

地域社会 
の開発 
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6.2.2 原則及び考慮点 

効果的な統治は，5.の原則を意志決定及び実施に組み入れることに基づいている。組織は，組織全体に適用する一連の価値観

の創造を含め，5.の原則を適用するための具体的な統治プロセス及び構成を開発することが望ましい。 

 

6.2.3 組織統治課題1： 法令順守 

6.2.3.1 課題の説明 

法規制の順守は，すべての組織の最低限の責任であり，したがって，組織統治の最も重要な目的は，組織がすべての適用され

るべき法規制を順守していることを確実にすることである。管轄域によっては，特定の種類の組織に対して特別な管理義務を課し

ている場合もある。 

 

6.2.3.2 関連行動及び／又は期待 

組織は順守の文化を確立し，次の措置を講じることが望ましい。 

― 活動するすべての管轄域において，法規制の要求事項を順守する。 

― 自らの定款，方針，規則及び手順を順守し，それらを公正かつ公平に適用する。 

― ステークホルダーの法的権利及び正当な利害を認識する。 

― すべての法的義務に関する情報を把握しておく，さらに 

― その順守を定期的に見直す。 

 

6.2.4 組織統治課題2： 説明責任の強化 

6.2.4.1 課題の説明 

説明責任とは，組織の支配的利権，法的権威更さらにはより広く一般社会に対して応答可能な状態である。例えば，選挙で選ら

ばれた代表者は，有権者に対して説明責任がある。民間組織は，所有者に対して説明責任がある。組合及び代表組織は，構成

員に対して説明責任がある。公的機関は国民に対して説明責任があり，株式公開した会社は，株主に対して説明責任がある。す

べての組織は，組織の種類によって，特定の他のステークホルダーに対し，社会的責任の原則をどのように守っているかに関す

る説明責任がある。  

 

また，組織は，組織の決定及び活動によって影響を受けるステークホルダーに対して説明責任をもつことが望ましい。統治責任を

もつ人々が，組織が直接的に説明責任のあるステークホルダーを代表して行動する場合，これらの行動はさまざまな方法で他の

ステークホルダーにも影響を与えるかもしれない。 

 

説明責任は，意図された方法で与えられた責任が実施されそうな可能性を高める。また，説明責任は，決定及び活動の公平性を

高める。なぜならば，最終的な説明責任を持つ人々が，自分たちの決定及び監督の質について，より細心の注意を払う可能性が

あるからである。 

 

また，説明責任には，不正行為が発生した場合に責任を受け入れ，それが繰り返されることを防止するための措置を講じることも

含まれる。 
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6.2.4.2 関連する行動及び／又は期待 

組織は，次に関する説明責任を負う。 

― 適切かつ効果的な人的資源，財源及び天然資源の利用 

― 組織のパフォーマンス 

― 組織の権限と組織の目的と一致した範囲内の決定及び行動  

― 重要な結果を含めた組織の決定と行動の結果（たとえそれらが予想外又は不測だとしても） 

― 決定がどのように下され，実施され，見直されるかに関する組織内のさまざまな職務にわたる役割，責任，説明責任及び権限

の定義，― 組織の決定及び行動がステークホルダーに対して及ぼす重大な影響 

 

6.2.5 組織統治課題3： 透明性 

6.2.5.1 課題の説明 

組織は，次を条件として，統治及びパフォーマンスに関して透明性を保つことが望ましい。 

― 確実に機密情報が保護される。 

― 組織が法的義務に違反しない。 

 

6.2.5.2 関連する行動及び／又は期待 

透明性があるとは次のような意味である。 

― 組織が自身のパフォーマンスを評価する規格及び基準が明確に伝達される。 

― 組織の決定によって重要な影響を受ける人々，又はその可能性のある人々が，情報を自由に入手することができ，それらに

直接アクセスすることができる。 

― 提供される情報が時宜に適しており，事実であり，重要な情報が省略されていない， 

― 情報が明確かつ客観的な方法で提示され，有権者，所有者，構成員及びその他のステークホルダーが，組織の決定又は行

動が自分たちの利害に及ぼす影響を正確に評価することを可能にする。 

 

6.2.6 組織統治課題4：倫理的な行動の促進 

6.2.6.1 課題の説明 

組織のステークホルダー – その構成員，所有者，有権者及びその他 – は，組織が倫理的方法で活動を行うことを期待する。

組織は，組織内部及びその他との相互作用において，倫理的な行動を促進するのに役立つ統治構造を創造することが望まし

い。 
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6.2.6.2 関連する行動及び／又は期待 

組織は，倫理的な行動を次のように積極的に促進することが望ましい。 

―すべてのスタッフ，とりわけ，組織の誠実性，戦略，運営に非常に影響する機会をもつ人々に対して，必要となる倫理的な行動

の基準を定義し伝達する。 

―倫理的な行動に関する基準の順守を奨励・促進する。 

―組織全体の利益相反を最小限におさえる。 

―倫理的な行動の監視及び実施のため，監視メカニズム及び管理方法を確立する。 

―報復を恐れることなく倫理的基準違反を報告できるメカニズムを確立する， 

―地方の法規制が存在しない又は地方の法規制が組織に倫理的方法で行動することを要求しない状況を認識し，対処する。 

 

6.2.7 組織統治課題5：ステークホルダーへの対応 

6.2.7.1 課題の説明 

組織の目的は，個別の所有者，構成員又は有権者の利害によって限定される場合があるが，その他のステークホルダーも，考

慮されるべき権利又は利害を有している場合がある。 

 

6.2.7.2 関連する行動及び／又は期待 

組織統治プロセスでは，ステークホルダーの権利及び利害を次のように特定し，対処できるようにすることが望ましい。 

― 組織のステークホルダーの利害及びニーズ，並びにステークホルダーの組織への接触及び関与にかかわる能力を認識し，

尊重する。 

― 組織の目的と，組織のすべてのステークホルダーへの影響及びリスクとのバランスを取る。 

― 組織の決定によって影響を受ける可能性のある又は影響を受けてきたたステークホルダーと係り合う。， 

―彼らが組織統治において公式な役割を持たないとしても，決定の影響を受ける可能性のあるステークホルダーの見解を考慮

する。 

 

6.3 人権 

6.3.1 論拠 

人権は，人種，性，国籍又は民族的出自，肌の色，宗教，言語，政治的意見，社会的地位，又はその他のいかなる状態にもかか

わらず，各人間のすべてに固有の，貧困及び恐怖からの自由並びに尊厳を持って生きるための基本的権利である。世界人権宣

言（UDHR） – 差別のイデオロギー及び個人の自由の弾圧に原因する荒廃及び大量殺りくの灰の中から生まれた– 並びに

UDHRに含まれる権利の内容がより詳細に説明されている後続の国際協定は，すべての人類は生まれながらに固有の尊厳を有

するという基本原則に基づいている。 
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UDHR，国際協定及び国際慣習法に概説されているとおり，人権は国際法の一部を形成する。権利は不可侵であると見なされる。

つまり，いかなる状況下においても，個人の同意がある場合でさえ，人権を否定することはできないということである。人権は普遍

的である。つまり，人権はどこでも適応され，すべての国家及び文明において普遍的な保護を享受する。人権の普遍的性質，並

びに人権の実現には世界的な主体のみならず地方の主体の参加も必要だということを認識することにより，社会のすべての組織

が，世界人権宣言に規定されている権利の保護に貢献することができる。 

 

人権にはさまざまな分野があるが，いずれか特定の権利または一連の権利の享受には，その他の権利又は一連の権利の尊重

が必要となる。人権は相互に関係があり，相互に依存し合い，不可分なものである。これはつまり，これらの人権のうちのいくつ

かを享受しているが，その他の人権を奪われている人は，国際人権法で保証されている尊厳を持った生活をしていないということ

である。同様に，特定の人権の侵害は，他の一連の人権に対して否定的な影響を及ぼし，それらの侵害を引き起こす。例えば，

教育を受ける権利を享受しなかった人物は，情報に基づく方法で政治プロセスに参加する権利を享受しないかもしれない。同じく，

到達し得る最高水準の健康に関する権利を否定された人物は，事実上，生命に対する権利を否定されるかもしれない。 

 

人権は，権利及び義務の両方を伴う。国家は，国際法に基づいて管轄内で人権を尊重し，保護し，充足する義務及び任務を担っ

ている。尊重義務は，国家が，人権の享受の妨害や抑制を控えなければならないことを意味する。保護義務は，国家が，人権侵

害から個人及びグループを保護することを要求している。遂行義務は，基本的人権の享受を促進するために国家は積極的な措

置を講じなければならないということを意味する。国家は，人権の状態及び国家が義務を果たすために講じている措置について

定期的に報告しなければならない。国家は，人権尊重を確保する責任を負う。UDHRでは，あらゆる個人及び社会のあらゆる機

関が，人々の間での人権の普遍的承認及び順守を確保するための進歩的な措置によって，これらの権利及び自由の尊重を促

進するため努力することを求めている。ゆえに，組織は，その活動の中で，またその影響範囲において，人権の順守を保護する

責任がある。加えて，すべての組織は，直接的又は間接的に人権の享受に影響を及ぼす可能性がある。したがって，国家が国

際法に基づいて自己の義務を果たしているかということとは独立して，そしてそれとは関係なく，組織は人権を支持，承認及び尊

重することが望ましいということには，道徳上及び倫理上の大きな理由がある。 

 

国際法は国家を拘束する。しかしながら，国際法の基本的原則の中には，すべての個人に対して拘束力を有し，法的責任を伴う

ものもある。国際刑事裁判所は，個人の刑事責任という概念をうまく確立しており，国際刑事裁判所の法律の法体系はこの問題

に関する重要な指針となりつつある。実際，拷問，人道に対する罪，奴隷制度及び大量虐殺の禁止など，国際的な義務の中には

普遍的なものもある（万民法又は国際法の絶対的基準と呼ばれる場合もある）。特定の国際犯罪に関して，法人組織を国の裁判

所で起訴するために国家法令を採択している国もある。国によっては，国家主体による国際法違反に結びつく行動によって引き

起こされた損害に関して，個人及び組織が補償を支払う義務があるかもしれない。 

 

厳密な論理はさまざまな組織によって異なる可能性があるが，組織はその影響範囲内で人権尊重を確保するために努力するこ

とを通して大きな利益を得ることになる。人権尊重を通して，組織は，ステークホルダーとの関係，社会に対する透明性，より確実

な事業許可，政府，ビジネスパートナー，及び労働組合を含むその他の組織とのよりよい持続可能な関係を改善することに貢献

することになる。 

 

このセクションでは，人権に対する考慮が組織の背景にどのように関係するかを記載し，組織の運営及び活動に関連する可能性

のあるいくつかの課題に組織が取り組む方法を提供する。このセクションは，人権の特定の概念について紹介するものであり，人

権の網羅的又は最終的なリストを提供するものではなく，法的ガイダンスの提供を意図するものでもない。このセクションは，既存

のいかなる人権に関する文書の立場を損なうものと解釈されてはならない。 
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6.3.2 原則及び考慮点 

6.3.2.1 非差別 

非差別は，国際的な人権法の最も基本的な原則の1つである。誰でも，人種，肌の色，性，言語，宗教，政治的又は他の意見，国

民性，民族的又は社会的出自，財産，出生，障害，性的嗜好，HIV/AIDSの状態又は他のいかなる状態など，何らの区別に関係

なく人権を享受する権利を有する。組織は，この原則を尊重し，非差別及びすべて人々の平等な処遇に実際的な効果を与えるこ

とが望ましい。 

 

6.3.2.2 （人権の）権利に基づいたアプローチ 

人権は，普遍的なものであり，すべての個人及びすべてのステークホルダーグループに適用される。‘（人間の）権利に基づいた

アプローチ’とは，組織が，すべてのステークホルダーが普遍的権利を有することを受け入れ，組織の行動が人権の享受に対し

て及ぼし得る環境を考慮に入れることを意味する。組織が下すどのような決定でも，こうした普遍的権利を尊重することを目指す

ことが望ましい。  

 

組織は，時には難関やジレンマに直面するであろう。（人間の）権利に基づいたアプローチの採用は，組織が意志決定プロセスに

おいてリスクを特定し，適切に管理することを助ける。権利分析を採用することにより，行動を起こす前から意思決定を容易にす

るために，リスクを強調表示することが可能になる。それはまた，組織がステークホルダーの観点から難関及びジレンマを理解す

ることを可能にする。また，組織は，時として，あるステークホルダーグループの利害が他のグループの利害と対立する‘権利の

競合’に直面するかもしれない。（人間の）権利に基づいたアプローチは，組織がより的確な情報に基づいて決定を下すことを可

能にする。組織の活動，方針及び運営の分析は，考慮を容易にするために，あらゆるプロセスにおいて早期に，最良の場合には

プロジェクトが開始される前に実施されることが望ましい。 

 

（人間の）権利に基づいたアプローチは，個人又はグループの権利を出発点とする。このアプローチは，組織が第一に危険にさら

されている権利を特定し，第二に国際的な人権基準の点からみた組織の責任を特定し，第三に適切な行動を取るということを意

味する。このアプローチの実施には，アプローチの影響正しく理解することができる十分に訓練を積んだマネジメント及びスタッフ

が必要となる。この実施には，全般的な方針及び具体的なマネジメント慣行の両方の進展が含まれるかもしれない。公約及び方

針で，組織のこの慣行を通知してもよい。加えて，組織は，サプライチェーンを含む影響範囲の中でこのアプローチを推進するこ

とを試みてもよい 

 

6.3.2.3 慎重な行動 

人権が侵害されていた又は侵害されている状況は，しばしば組織にとって非常に複雑なものである。組織は，人権を侵害する可

能性のある活動又は人権侵害に寄与する活動には決して関与してはならない。侵害が実際に起こった場合には，その対応につ

いて，非常に慎重に考慮することが望ましい。特に，侵害を悪化させたり，その他の侵害を引き起こしたりしないことが重要であ

る。 

 

6.3.2.4 人権（リスク）分析 

組織の道徳上又は法律上の特性とは別に，組織による人権尊重は，被雇用者，請負業者，労働組合，地元地域，非政府組織，

地方自治体及び国家政府，並びにその他を含むステークホルダーとの関係に肯定的な影響を及ぼし関係を改善するものである。

組織による人権の支持は，組織運営の崩壊を最小限に抑え，社会，出版業界及びその他のメディアへの肯定的な広報のために

より良い機会をもたらすこともできる。それはまた，良好で安全なパフォーマンスによって，投資家の信頼及び株価にプラスの影

響を及ぼし，被雇用者の士気を高めることができる。人権課題を取り上げないことは労働者等のステークホルダーとの関係が損

なわれ，法的制裁につながるかもしれない。したがって，人権の順守は，組織のリスクマネジメントの重要な一部である。各組織
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には，規模，活動の地域，状態などそれ自身のリスク特性がある。したがって，組織は，自己が直面する人権侵害又は人権侵害

への加担のリスクに関して，常に人権関連リスク評価を行うことが望ましい。このプロセスには，ステークホルダーを関与させるこ

とが適切である。高度な人権関連のリスクを呈するため慎重な管理が必要な状況として，次のようなものがある。 

 

― 紛争地域又は極端な政治的不安地域，あるいは貧困，旱魃又は自然災害地域での活動 

― 採取活動若しくは水，森林又は大気などの天然資源に大きな影響を与える活動への参加 

― 先住民族の近傍での活動 

― 子供に影響を及ぼす活動又は子供を関与させる活動 

― 汚職がよくある地域での活動 

― 土地の治安， 

― サプライチェーン 

 

6.3.2.5 共謀の回避 

組織自身の活動における人権の順守は，常に促進されることが望ましい。とはいえ，組織はまた，管理及び影響の範囲を考慮す

ることが望ましい。組織は，その影響範囲内で人権を支持し，人権の侵害に自らが共謀していないことを確実にする責任がある。

したがって，組織は，子会社，合弁パートナー及び供給業者の活動に対する責任がある。組織は，そのような組織の活動に責任

がある又は共謀していると見なされることがあるかもしれない。 

 

組織は，基本的要求事項及び適用される国際法の原則の完全な尊重を確実にし，国際法違反に共謀していない若しくは補佐又

は幇助していないことを確実にするための措置を講じることが望ましい。一例を挙げると，国家権力によって人権侵害を犯すため

に利用される可能性を知りながら，又は国家権力によって人権侵害を犯すために利用される可能性を見て見ぬふりをして，ヘリコ

プター又は土木機械といった設備を貸与することである。 

 

人権侵害における共謀を回避することは，組織にとって重要な課題である。国連グローバル・コンパクトは，会社は，その影響範

囲において人権を容認，支持及び立法化し，人権侵害に加担していないことを確実にすることが望ましいと明記している。UNGC

は，すべての種類の組織がその原則を順守するように奨励している。容認，支持及び制定という言葉は定義されていない。人権

の容認は，直接又は間接を問わず，人権の享受を妨げないことを意味し得る。人権の支持は，他人に対して人権を積極的に推

進することを意味し得る。人権の立法化は，意思決定においてこれらの権利が考慮に入れられることを意味し得る。 

 

組織は，関連組織が犯す侵害を何らかの方法で正当化し，これを寛大に扱ったり又は故意に無視する場合，若しくは人権侵害の

犯行に大きな影響を及ぼす実質的な幇助又は奨励を故意に提供する場合，人権侵害において共謀しているとみなされることが

ある。組織の関与は，必ずしも実際に侵害を引き起こしているという必要はなく，それがなければ恐らく侵害は同じ形では起こらな

かったであろう組織の奨励又は幇助の中に存在し得る。このような事例は，人権を尊重しない国家機関との協力によって生じ得

る。場合によっては，共謀が犯罪又はその他の法的責任を引き起こすかもしれない。 

 

したがって，人権リスク及び責任を評価する際，考慮中の課題に対してあまり厳重なな線引きをせず，人権に対してより幅広い状

況及び長期的な含意を考慮することが重要である。国際犯罪における共謀に関する民間団体の法的責任を明確にするための判

例法が開発されつつある。 

 

共謀が生じるかもしれない場合のいくつかの例： 



 

 16 

 

1. 組織が，直接的又は間接的に，他人が犯す人権侵害を積極的に幇助する場合。例えば，組織が，人権侵害のために利用さ

れると分かっている情報を政府に提供する場合。  

2. 組織が政府と協同し，政府が契約を遂行するにあたって人権侵害をする可能性が高いということをが知っている又は知るは

ずだった場合。例えば，強制的に人々を移動させることなど。 

3. 組織が，人権侵害を積極的に幇助又は引き起こすわけではないとしても，その人権侵害から組織が利益を享受する場合。

例えば，保安部隊が犯す侵害。組織の活動に対する平和的な抗議を鎮静すること又は組織の施設を警備している間に抑圧

的な施策をとることなど。 

4. 組織が，体系的又は継続的な人権侵害を前にしても沈黙を守っている又は反応しない場合。例えば，雇用法における，特定

の集団に対する体系的な差別について組織が何もしない又は組織がそれを受け入れることなど。 

 

国営組織は国家の一部であり，したがって，国際人権法に基づく直接的な責任を負うかもしれない。 

 

6.3.3 人権課題1： 市民権及び政治的権利 

6.3.3.1 課題の説明 

市民権及び政治的権利は，意見及び表現の自由，平和的集会及び結社の自由，宗教選択及び信仰の自由，信条の自由，家族，

家庭又は通信への恣意的干渉からの自由並びにプライバシーの権利などがある。さらに，市民権及び政治的権利には，生命に

対する権利，拷問からの自由権，個人の自由，安全及び誠実性の権利などがある。市民権及び政治的権利は，国家の権力を制

限し，個人の自由を保護するために役立つ。 

 

国家には，市民権及び政治的権利を尊重し，保護し，充足する責任がある。個人及び組織は，市民権及び政治的権利を尊重し，

市民権及び政治的権利の実現を妨げたり遅延する行動を控えることが望ましい。次の行動及び期待リストは，実例を提供するも

のであり，網羅的なリストではない。 

 

6.3.3.2 関連行動及び／又は期待 

組織は，“すべての人は，生命に対する固有の権利を有する。何人も，恣意的にその生命を奪われることはない”という個人の生

命に対する権利を常に尊重することが望ましい。 

 

組織は，慎重な分析の後に，人権侵害に共謀しない方法で活動に着手することができるということを確信できない限り，政府が

人々の生命に対する権利を尊重しない地域及び国家が恣意的に人命を奪う地域における活動に着手することを控えることが望

ましい。 

 

組織は，法律の順守を確実にするためのあらゆる措置を講じ，人命を尊重し，適切に訓練及び監督された保安部隊のみと係り合

うことが望ましい。組織は，人々のプライバシー，家族，家庭又は通信への恣意的又は不法な干渉を控えることが望ましく，人々

の名誉及び評判に対する不法な攻撃に係り合わないことが望ましい。組織が保持している被雇用者の個人記録（例えば，医療記

録）はすべて，極秘に，かつ関係している個人の知識及び同意に基づいてのみ取り扱われることが望ましい。 

 

組織は意見及び表現の自由を尊重することが望ましい。これには，干渉されることなく意見を保持する権利，国境を問わずあらゆ

るメディアを通じて情報及びアイデアを求め，受け取り，与える権利が含まれる。組織は，地元地域のメンバーが組織の活動につ

いて意見を表明する状況に直面することがある。組織の被雇用者の権利が尊重されることが好ましいのと同じく，地元地域のメン

バーの表現の自由も尊重されることが望ましい。組織は，たとえ組織の決定と相反する場合でも，ステークホルダーに意見を自
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由に表現する経路を提供するためにあらゆる努力をすることが望ましい。組織がステークホルダーの見解又は意見を抑圧しよう

とすることは望ましくない。 

 
組織は，国際法で絶対的と定められている拷問の禁止を尊重することが望ましい。懲戒手続きは，バランスの取れたものである

ことが望ましく，身体的刑罰若しくは非人道的又は侮辱的処遇を含まないほうがよい。紛争地域において事業活動を行っている

組織は，自身の保安部隊がそのような虐待を犯さないことを確実にすることが望ましい。 

 

ボックス 1 安全保障体制及び人権 

すべての組織は，保安体制が人権を尊重しており，法の執行に関する国際的なUN基準及び規範と致しているこ

とを確実にすることが望ましい。保安体制には，過大な武力，拷問，残虐で非人間的又は屈辱的な処遇を防止す

るための措置を含めることが望ましい。組織は，人権侵害を支持，勧誘，又は推奨する何らの活動も控えることが

望ましい。すべての保安要員（雇用されている要員又は契約している要員）は，適切に訓練されていることが望ま

しい。組織は，国家の保安部隊との契約のため及び人権侵害の経歴がある保安要員を雇用しないために明確な

規則を構築することが望ましい。保安体制又は保安要員に関する潜在的な苦情は，迅速かつ独立した形で対処

及び調査されることが望ましい。治安部隊又は警察に供給している組織は，あらゆる形態の人権侵害を防止する

ための措置を取ることが望ましい。 

 
組織はすべての人の束縛からの解放と移動の自由に関する権利を尊重することが望ましい。例えば，組織は，被雇用者のパス

ポート又は渡航文書を没収したり，移動の自由又は束縛からの解放を制限したりしないことが好ましい。 

 
組織は，サプライチェーンを含むその活動及び影響範囲において，“何人も，奴隷にはならない”，“何人も，隷属状態に置かれな

い”，また，“あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は，禁止されている”ことを確実にすることが望ましい。奴隷制度は人権及び

基本的権利の多次元的侵害であり，奴隷制度並びにその他の形態の強制労働及び拘束労働の禁止は絶対的なものである。組

織は，奴隷労働によって生産された可能性のある供給物を追跡する努力をし，これらの供給物の使用を控えることが望ましい。 
 
6.3.4 人権課題2： 社会的，経済的，及び文化的権利 

6.3.4.1 課題の説明 

社会的，経済的，文化的権利は，食物，教育，健康，医療，文化及び社会福祉事業に対する個人の権利を包含する。社会的，経

済的及び文化的権利においては，このような権利を履行するための国家による率先的かつ進歩的なアプローチが必要であり，組

織は自身の影響範囲内で積極的に貢献することができる。国家は，社会的，経済的及び文化的権利の充足の責任がある。それ

でもなお，すべての組織はこのような権利を尊重し，それらの実現に貢献し，そのような権利の実現を妨害又は抑制する行動を

控えることが望ましい。次の行動及び期待リストは，実例を提供するものであり，網羅的なリストではない。 
 
6.3.4.2 関連行動及び／又は期待 

組織は，すべての人の，食物，衣類，住宅，医療及び必要な社会的保護（失業，病気，障害，寡婦状態，老年又はその他制御で

きない状況による生計の欠乏時に対する保証権など）などを含む，本人及び家族の健康及び幸福を満たすのに十分な生活水準

に関する権利を尊重することが望ましい。例えば，組織は，たとえ国内法でより低い水準を許可していたとしても，賃金によってま

ともな生活水準が保証されることを確実にすることが望ましい。 
 
組織は，水などの必要不可欠な製品又は資源へのアクセスを制限又は拒否しないことが望ましい。そのような物品又はサービス

を民営化する場合，それらに対するアクセス可能性を制限しないよう，特別な配慮が行われることが望ましい。また，組織は，所

得によってこれらの権利にアクセスできるかに注意を払うことが望ましい。 
 
組織は，すべての人の到達し得る最高水準の肉体的及び精神的な健康を享受する権利を尊重することが望ましい。活動，物品

及びサービス，並びに新しいプロジェクトは，地元住民及びエンドユーザーなどの人権を含む，人権及び安全衛生に対する潜在
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的影響の評価を必要とする場合がある。 

 
組織は，すべての人の，教育を受ける権利及び親が子に与える教育の種類を選択する権利を尊重することが望ましい。教育は，

人間の個性及び尊厳が十分に発揮されるように方向付けされることが望ましい。また，教育は，人権と基本的自由への尊重を強

めるものであることが望ましい。組織は，発生する可能性がある直接的な被害は別として，児童の雇用は教育の機会を奪ってし

まう可能性があることに留意することが望ましい。最低年齢及び若年労働者に関する国際基準が尊重されることが望ましい。 

 
組織は，成人男女が，人種，国籍又は宗教の制限なく，婚姻し，家庭をつくる権利を尊重することが望ましい。組織は，被雇用者

が家族生活と両立する労働条件を整備することが望ましい。病気の子供の世話，出産又はその他家庭の責任を果たすための休

暇を取得できるように必要な労働時間を設定することが望ましい。家族生活の権利の尊重とは，被雇用者が，婚姻し，家庭をつく

る権利を妨げない，入籍に基づく差別をしない，新生児のいる家族に育児休暇を提供し，労働と生活のバランスを推進する必要

性を伴う。 

 
組織は，すべての人の，思想，良心，宗教及び文化の自由に対する権利を尊重することが望ましい。これには，自身の宗教又は

信条を変更する自由，単独又は他者とのコミュニティにおいて，並びに公的又は私的に，布教，習慣，礼拝及び儀式によって宗教

又は信念を表明する自由が含まれる。 

 
組織は，すべての人の，単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を尊重することが望ましい。組織は，所有権者に知的

及び物質的権利に対する相応の補償をすることが望ましい。先住民の経験豊かな知識は，彼らの知的財産である。組織は，そ

のメンバーによって開発された作品の知的所有権に関する方針を公表することが望ましい。 

 

6.3.5 人権課題3： 社会的弱者 

6.3.5.1 課題の説明 

特定のグループ又は特定のカテゴリーの人々は，人権侵害に対してより脆弱である。社会的弱者の人権には，特別な注意が払

われることが望ましい。組織は，影響範囲に対して自身が及ぼす影響を分析する際，脆弱性等のさまざまな側面を考慮に入れる

ことが望ましく，そうすることによって利益を得る。すべての集団にとっての完全かつ効果的な社会への参加及び包含は，関係す

る人々と同様，すべての組織に機会を提供する。組織は，すべての個人に対する平等な機会及び尊重を確実にするために積極

的なアプローチを取ることによって，多くを得る。講じるべき最も重要な措置は，個々の組織及びその背景によって異なる。次の行

動及び期待リストは，実例を提供するものであり，網羅的なリストではない。 

 

6.3.5.2 関連行動及び／又は期待 

組織は，先住民及びマイノリティの権利を尊重することが望ましい。組織が馴染みのない環境で業務を行う場合，伝統に従って生

活するステークホルダーの自由を保護することは特に重要である。組織は，すべての業務，方針，活動において，人々が自身の

文化を享受し，自身の宗教又は伝統を実践し，自身の言語の使用を可能にすることを確実とすることが望ましい。 

 

組織は，女性の権利を尊重し，女性及び男性の平等な取扱い促進のための機会創出に留意することが望ましい。これは，妊婦

の差別及び家庭に優しい方針の展開に関して特にあてはまり，これによって例えば女性が妊娠と雇用のいずれかを選択しなくて

もよくなる。家庭に優しい方針は，女性のみならず男性による，親としての責任及びその他の個人的な責任の履行を可能にする

ことを目標にすることが望ましい。 

 

組織は，児童にかかわるすべての行動において，児童にとって最大の利益となることを一番に考慮することが望ましい。非差別，

児童の生命に対する権利，生存，成長及び自由な表現を含む子供の権利条約の原則は，尊重されることが望ましい。 
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組織は，障害をもつ人々を尊重し，自身の選択をする自由，及び独立の自由を含め，彼らの生まれながらの尊厳，個人の自立性

を尊重することが望ましい。障害をもつ人々とは，病気に起因する特別の介護を必要とする人々を含む。 

 

組織は，移民及び移民労働者を差別しないことが望ましい。 

 

6.3.6 人権課題4： 労働における基本的権利 

6.3.6.1 課題の説明 

このセクションでは，国際労働機関（ILO）で労働における基本的権利として指定された人権を取り扱う。ILOの180の加盟国及び，

各国の雇用者ならびに労働者組織が，ILOへの参加に基づいて，労働における基本的原則・権利に関するILO 宣言を1998 年

に承認し，誠意をもってこれらの権利を推進及び実現する義務を受け入れた。 

 

ILO及びその他の労働に関する人権についてのより詳しい情報，とりわけ，結社の自由及び団体交渉の自由がどのように社会的

対話に関連するかについては，6.4の労働慣行で見ることができる。 

 

6.3.6.2 関連行動及び／又は期待 

組織は，すべての労働者が事前の認可なしに自身の組織を結成又は自身の組織に参加し，団体交渉する権利を尊重することが

望ましい。労働者は，労働組合の結成又は労働組合への参加によって，利益を増進及び保護してもよい。組織は，関係する労働

者に対して，いかなる形であれ，この権利の行使を妨げないことが望ましい。 

 
労働者によって選ばれた代表組織は，団体交渉の目的のために認められることが望ましい。雇用条件は，自発的な団体交渉に

よって決定されてもよく，労働者の代表は，彼らの活動を可能にする施設を供与されることが望ましい。団体協定には，紛争解決

のための規定を含めることが望ましい。労働者の代表は，有意義な交渉のために必要とされる情報の提供を受けることが望まし

い。 

 
組織は，強制労働又は拘束労働に係ったり，強制労働又は拘束労働から恩恵を受けたりすることは望ましくない。何人も，刑罰

の脅迫の下又は志願しない場合に，いかなる労働又はサービスも強制されることは望ましくない。組織は，囚人が裁判所で有罪

判決を受けない限り，また，その労働が国家機関の監督及び管理の下にない限り，囚人労働に係ったり，囚人労働から恩恵を受

けたりすることは望ましくない。囚人労働は，それが自発的に行われているということが，とりわけ公正かつ適切な雇用条件から

明らかでない限り，民間組織によって利用されることは望ましくない。政治的弾圧の手段又は政治的見解を保持することに対する

刑罰として，組織発展のために結集する方法として，労働規律の手段として，ストライキに対する刑罰として，又は差別の手段とし

て，強制労働又は拘束労働を課すことは望ましくない。 

 
組織は，児童労働に係ったり，児童労働から恩恵を受けたりすることは望ましくない。最低雇用年齢は尊重されることが望ましい。

国際労働基準では，一般的に15歳，いくつかの発展途上国では14歳という最低雇用年齢を定めている。労働の性質又は労働が

実施される状況によって，18歳未満の児童及び若年者は，健康，安全又は道徳を害する恐れのある労働に雇用されることは望

ましくない。 

 
組織は，雇用慣行において差別することは望ましくない。採用，教育訓練及び昇進は，資格，技術及び経験に基づくことが望まし

く，人種，皮膚の色，ジェンダー，性的嗜好，宗教，政治的所属，国籍又は社会的出自のいずれかの基準に基づくことは望ましく

ない。さらに，組織は，HIV/エイズといった健康状態を基準として差別することは望ましくない。対等な価値の労働を行っている組

織の労働者に対しては，対等に報酬が与えられることが望ましい。しばしば，主に女性によって行われる労働は，性差別のため

に，過小評価される。組織は，性差に関する偏見がなく，客観的な職務評価に基づいていることを確実にするために，給与体系を

定期的に確認することが望ましい。 
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6.4 労働慣行 

6.4.1 論拠 

組織の労働慣行は，組織内で，組織によって又は組織の代理で行われる労働に関連するすべての方針及び慣行を網羅する。し

たがって，労働慣行という言葉は，組織とその直接被雇用者との関係若しくは組織が所有又は直接管理する職場で持つかもしれ

ない責任を超えて適用される。労働慣行には，他者が組織の代理として行った労働についての組織の責任を含む。また，労働慣

行には，組織のために作業を実施する若しくは組織に商品又はサービスを供給するために他者が雇用する労働者の労働条件に

関し，組織が規定する要求事項を含む。 
 
労働慣行は，労働者の採用及び昇進，懲戒及び苦情対応制度，労働者の異動及び配置転換，雇用の終了，訓練及びスキル開

発，健康，安全及び労働衛生，並びに労働条件に影響を及ぼすあらゆる方針又は慣行を包含する。また，労働慣行には，労働

者組織の認識並びに雇用に関する課題に取り組むための団体交渉，社会的対話，三者協議への組織の代表者選出及び参加を

含む。 

 
組織の労働慣行は，社会に対して大きな影響を及ぼすことができ，それによって持続可能な発展に大いに貢献することができる。

雇用創出，行った仕事に対して支払われる賃金及びその他の報酬は，組織が経済に対して与える最も重要な影響である。有意

義かつ生産的な労働は，人間開発における必要不可欠な要素である。有意義かつ生産的な労働の欠如は，社会問題の主な原

因のうちの一つである。労働慣行は，法の支配の尊重及び社会に存在する公正意識に対して大きな影響がある。社会的に責任

のある労働慣行は，社会の正義及び安定にとって必要不可欠である。 

 
組織の労働慣行は，被雇用者の採用，動機付け，定着に関する組織の能力について，重大な影響を持つことができ，したがって，

組織の目的を達成する能力にも重大な影響を持つ。また，労働慣行は，組織の評判に関しても，重大な影響を持つことができ

る。 

 

6.4.2 原則及び考慮点 

ILOの1944年フィラデルフィア宣言において謳われた基本的原則とは，労働が商品でないということである。つまり，労働者は，生

産の要素及び同様の市場要因に従う要素として扱われることは望ましくないということである。労働者固有の脆弱性及び彼らの

基本的権利を保護する必要性は，世界人権宣言及び経済的，社会的，文化的権利に関する国際規約に反映されている。関連の

原則には，何人も，自由に選択した労働によって生活の糧を得る権利並びに公正かつ好ましい労働条件を得る権利を含む。 

 

多くの国際的に承認されている人権は，労働に関連している。すべての労働者の，自身の組織を結成する又は自身の組織に参

加し雇用者と団体交渉する権利，雇用及び職業に関して差別を受けない権利，及び，児童労働ならびに強制労働を受けない権

利は，すべて基本的な人権である。これらの人権については6.3でより詳細に記載している。これらの権利は，労働における基本

的権利としてILOによっても承認され，中核的条約として参照される8つの条約の中で表明されている。また，その他多くのILO条

約及び勧告も，世界人権宣言及び6.3.7で言及されたその2つの協定における規定に対して実質的な意味を与えている。 

 

労働者
1) のために公正かつ公平な処遇を確実にする主たる責任は，政府にある。立法及び法の支配を通じて，政府は国内基準

が国際的基準及び権利を順守する義務を履行する。また，政府は，法規制が維持されていること，及びそれらが維持されていな

い場合には労働者及び組織が司法に対する必要なアクセス手段を有していることを決定するという，重要な責任をもつ。 

 

1）“被雇用者”という用語は，国内法又は国内慣習において”雇用関係”としての関係を認められる個人を指す。“労働者”という

用語はより一般的な用語であり，労働を行うすべての人を指す。“労働者”という用語は，被雇用者又は自営業者を指すことがあ

る。 
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残念なことに，すべての政府が進んで責任を負うわけではなく又は責任を負うことが可能であるわけではない。その場合，労働者

はより脆弱な立場になり，雇用者の社会的責任はより必須のものとなる。組織は，労働慣行及び労働条件の課題に取り組むこと

によって，自身の社会的責任を表明する。その責任は，組織自身が管理し又は影響を与えることができるものである。組織は，政

府が労働法を実施していないことを，労働者の権利の尊重を回避する機会と見なすことは望ましくない。法の精神又は意図は，

広く普及することが望ましい。主要な考慮点は，協業及び団体交渉が社会的に責任ある方法で行動する組織のための基礎であ

ることが望ましいということである。 

 

上記で考慮されたように，国家機関としての政府と，雇用者としての政府の役割とを区別することが重要である。政府機関又は国

営組織は，ここで取り上げられている他の組織のように，他の組織が労働慣行に対して持つ責任と同じ責任を負っている。 

 

6.4.3 労働慣行課題1： 雇用及び雇用関係 

6.4.3.1 課題の説明 

人的開発のための雇用の重要性は，普遍的に認められている。組織は，雇用者として，社会で最も広範囲に認められた目的の

一つに貢献する。その目的とは，完全かつ確実な雇用を通じた生活水準の改善である。 

 
すべての国は，労働を行うべき法的枠組みを提供する。さまざまな法的システムがあるが，雇用関係は，普遍的な概念である。

その概念とは，労働を提供する対象となる人又は組織に対して従属関係及び依存関係にあるほとんどの労働者は，商業的関係

において雇用者と平等の当事者であるかのように扱われることは望ましくないと認めるものである。その相違は，労働法又は雇

用法の根本的な基礎である。雇用関係では，社会全体の利益のために雇用者及び被雇用者の両方に対して権利を与え，義務を

課す。 

 
すべての労働が，雇用関係の範囲内で行われるというわけではない。労働及びサービスは，自営業者によっても行われる。しか

しながら，ここにおいても，社会及び労働を行う個人に対する適切な法的及び制度的枠組みの重要性が，認識されることが望ま

しい。すべての契約当事者は，自身の権利及び責任を理解し，契約条件が尊重されない場合には，償還請求する権利を有する。 

 
この文脈においては，労働は報酬の対価として行われる作業と理解されており，純粋なボランティアによって取り組まれた活動は

含まない。しかしながら，刑事責任及び注意義務などに関連する義務の遂行及び充足のためにすべての組織が導入することが

望ましい方針及び措置は，ボランティアが関与している場合にも考慮に入れられることが望ましい。  

 
6.4.3.2 関連する行動又は期待 

組織は次を行うことが望ましい。 

― 直接代理して行われたすべての労働が，法的に被雇用者であると認められた個人又は法的に自営であると認められた個人

によって履行されることを確実にする。 

 

― 法律の下，雇用関係であると認められる関係を偽って，法律が雇用者に課している義務を回避しようとしない。 

 

― 個々の労働者及び社会の両方に対する安定した雇用の重要性を認識する。有効な労働力計画を使用し，場当たり的な労働

力の使用や，一時的な労働力の過度な使用を回避する。ただし，労働の性質が純粋に短期的又は季節的なものである場合を除

く。 

 

― 雇用に影響を及ぼす閉鎖など，組織運営の変更を検討する場合，妥当な通知及び時宜にかなった情報を与え，労働者の代

表とともに共同で悪影響を可能な限り軽減する方法を考慮する。 
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― 雇用慣行における差別を取り除き，女性，障害のある労働者及び若年労働者，高齢労働者，移住者，先住民などその他の社

会的弱者に平等な機会を与える。 

 

― 恣意的又は差別的な解雇慣行に関与しない。 

 

― 法的に認められた組織，若しくは雇用者の責任を引き受け，適切な労働を提供することができ，かつその意思がある組織に

対してのみ労働を下請けに出す。これには，法的に認められていない労働仲介者，また，労働履行者に法的権利を与えない労

働を行わせるためのその他の手配を行う者は除外される。この点で，組織は，例えば供給業者及び下請業者などの，取引相手

である組織が，すべての労働が適切な法律上及び制度上の枠組み内で遂行されるということが労働慣行によって義務付けられ

ている合法的企業であることを確認するための措置を講じることが望ましい。  

 

― 組織は，パートナー，供給業者又は下請業者の不公正，搾取的又は虐待的な労働慣行から利益を得ることは望ましくない。

組織は，他の組織が代理で行った労働に関し，行使する管理の割合に比例した形で，並びに関係している労働者の権利が尊重

されないかもしれないという可能性をもって，責任を負うことが望ましい。こうした状況に応じて，これらの責任に取り組むための合

理的な努力は，供給業者及び下請業者に対して契約上の義務を生じさせること，予告なしの訪問及び査察を行うこと，請負業者

及び仲介人の監督の際にデューデリジェンスを実施することを含むことができる。供給業者及び下請業者が，労働慣行の規範に

準拠することを期待されている場合，規範は国際的に承認されている労働基準及び法の支配の尊重に基づいていることが望まし

い。規範を採用する組織は，そのような規範の実施に関して適正慣行に従うことが望ましい。サプライチェーンにおける責任に関

する追加的情報については，セクション6.6.6を参照すること。 

 

― 国際的に活動している場合，ホスト国の国民の雇用，職業開発，昇進及び出世を優先する。これには，実際的な場合には地

元企業を通して調達し，流通させることを含む。 

 

ボックス 2 国際労働機関 

国際労働機関は，国際労働基準を設定する目的で設立された，三者構造（政府，労働者，雇用者）を有する国連

機関である。この最低限の基準はあらゆる所で労働者に適用され，搾取及び侵害に基づいた不正競争を予防す

ることを目的とする。ILO基準には技術的に十分な情報があり，雇用者，労働者，政府から支持されている。また，

この三者は世界的レベルでの交渉によって，ILO基準を採用している。ILO基準の意義及びその適切な適用は

ILO監督機構によって入念に練り上げられたものであり，この法体系はガイダンス及び良好な慣行の源となること

ができる。ILO条約ならびに勧告，1998年の労働における基本的原則・権利に関するILO宣言，1997年のILO多

国籍企業及び社会的政策に関する原則の三者宣言（2006年に最終改定）は，労働慣行及びその他の重要な社

会的課題に関して最も権威のあるガイダンスとなっている。ILOは，女性及び男性のために適切かつ生産的な労

働を得る機会を促進することを目指している。適切かつ生産的な労働とは，ILOの定義では，自由，公平，安全及

び人間の尊厳が存在する状況下で遂行される労働である。 

 

6.4.4 労働慣行課題2： 労働条件及び社会的保護 

6.4.4.1 課題の説明 

労働条件には，賃金及びその他の形態の報酬，労働時間，休憩時間，休日，懲戒及び解雇慣行，母性保護，労働生活のバラン

ス並びにその他の多くの主題が包含されている。労働条件の多くは，国内法規制若しくは労働が行われる者及び労働を行う者を

法的に拘束する協定によって決定する。雇用者は，労働条件の多くを決定することができる。 
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社会的保護とは，業務上負傷，病気，妊娠，親子関係，老年，失業，障害又は他の何らかの財政的困難の場合における収入の

減少又は喪失に対するすべての保障を指す。 

 

6.4.4.2 関連する行動又は期待 

組織は次を行うことが望ましい。 

― 労働条件が国内法規制に従っており，関連する国際労働規格と少なくとも一致していることを確認する。 

― その他の適用されるべき法的拘束力がある協定を通して設定されるより高度な水準の規定を尊重する。 

― 国家法がない場合，少なくともILOが規定する国際労働基準で定義された最低限の規定を考慮する。 

 

国際労働基準で規定される原則に基づき，組織は次を行うことが望ましい。 

― 賃金，労働時間，週休，安全衛生，及び母性保護に関して適切な労働条件を与える。また，これらの条件は，関係する国又は

地域において類似の雇用者から与えられる条件と比較して，労働者に対してより不利なものであることは望ましくない。 

 

― 関連の団体交渉で包括されているとおり，国内法令及び慣行等に従って可能な限り最良の賃金及びその他の労働条件を与

える。これらの条件は，組織の経済的立場に関連していることが望ましいが，少なくとも，労働者及びその家族の基本的ニーズを

満たすものであることが望ましい。 

 

― 関係する労働者に対して直接賃金を支払う。これは法律又は団体協約で許可された規制又は控除の影響のみを受ける。 

 

―［組織が活動する国家背景の範囲において，労働者の社会的保護の規定に関する義務を負うことを認識する。また，これらの

義務を逃れようとすることは望ましくない。］ 

 

― 法規制又は団体協約で規定された，所定労働時間又は同意した労働時間を順守するという労働者の権利を尊重する。いず

れにせよ，労働者は，週に48時間を超える労働を常習的に求められることは望ましくない。また，労働者は，7日間ごとに少なくと

も1日の休暇を与えられ，少なくとも3週間の年次有給休暇を受ける資格を有することが望ましい。 

 

― 労働者に対し，国内法令及び慣行に従って時間外労働の報酬を与えることが望ましい。労働者に時間外労働を要請する場

合，組織は，関係する労働者の特有の脆弱性及び労働に内在するあらゆる危険を認識することが望ましい。組織は，強制的及

び代償のない時間外労働を禁止する法規制を守ることが望ましい。また，組織は，強制労働に関する労働者の基本的人権を常

に尊重することが望ましい。 

 

― 可能な限り，週休に関して国又は宗教的な伝統及び慣習の順守を許可する。 

 

6.4.5 労働慣行課題3： 社会的対話 

6.4.5.1 課題の説明 

社会的対話は，経済的及び社会的課題に関連する共通に利害のある主題に関する，政府の代表，雇用者及び労働者間のすべ

ての種類の交渉，協議，情報交換を含む。社会的対話は，雇用者及び労働者が競合する及び共通する利害の両方を持つという

認識に基づいており，多くの国の統治において重要な役割を果たしている。 
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社会的対話は，独立した当事者を必要とする。国内法規制又は団体協約に従って，労働組合のメンバー又は関連の労働者のい

ずれかによって，純正な労働者代表が自由に選出される。彼らは，政府又は雇用者によって指定される個人でない。社会的対話

は，企業レベルの情報及び協議機構（例えば労使協議会）並びに団体交渉など，さまざまな形態をとる。労働組合は，選ばれた

労働者代表として，社会的対話において特に重要な役割を果たす。 

 

効果的な社会的対話は，雇用者及び労働者双方の優先事項及びニーズを考慮に入れた方針の開発又は問題解決のためのメカ

ニズムを提供し，その結果，組織及び社会の両方にとって有意義で持続可能な結果を導く。社会的対話は，職場において参加及

び民主主義の原則を確立し，また，健全な労働管理関係の構築に貢献することができる。このようにして，費用のかかる労働争

議に訴えることを最小限に抑え，投資を促進することが可能となる。社会的対話は，変更管理のための最良の手段になり得る。

また，社会的対話は，人的開発に貢献し，生産性を強化する技術開発プログラムの設計に使用することができ，又は組織の運営

における変化によるマイナスの社会的影響を最小限に抑えるために使用することもできる。 

 

社会的対話は，さまざまな形態を取ることができ，さまざまなレベルで起こり得る。労働者は，より広い職業内，職業間又は地域

的範囲を有するグループを形成することを希望するかもしれない。雇用者及び労働者は，もしそう望むのであれば，地元の組織

レベルの協定 によって補完される包括協定の組合せシステムを採用することによって，最も適切なレベルを合同で決定すること

ができる最も有利な立場にいる。 

 

社会的対話では，時には論争的な課題を取り扱う場合がある。その場合，当事者は紛争解決プロセスを構築することができる。

また，社会的対話は，特に労働における基本的原則・権利が適切に保護されていない国においては，苦情に関係する場合もあり，

苦情対応の仕組みが重要となる。 

 

6.4.5.2 関連する行動又は期待 

組織は次を行うことが望ましい。 

― 世界的な労働組合同盟が存在する，若しくは議論又は交渉される課題が組織レベルよりも広い重要性を有する部門で国際

的に活動している組織にとっての，国際レベルを含めた社会的対話の機関及び適用される団体交渉の構造の重要性を認める。 

― 社会的対話の機会を創出し，そのような経路を通して社会的責任に関する表明を述べる手段として，関連する雇用者の組織

に参加する。いかなる形であれ，労働者が権利を行使して独自の組織を形成又は参加すること，又は団体交渉を行うことを反対

又は阻止しない。 

― 独自の組織をつくる又はそれに参加して団体交渉を行おうとする労働者を妨害するために，その労働者を解雇したり，差別し

たり，その労働者に対して配置転換又は仕事を外部発注すると脅迫したり，主要又は排他的に参加するするよう脅迫したりしな

い。 

― 正式に指定された労働者の代表に，権限を有する意思決定者へのアクセス，職場及び代表者が代表する人たちへのアクセ

ス，代表者が役割を果たすために必要な施設へのアクセス，及び代表が組織の財政及び活動に関して正確で公正な状況を把握

することを可能にする情報へのアクセスを与える。 

― 国際的に承認されている結社の自由及び団体交渉の権利の行使を制限するよう政府に奨励しない。このような規制に基づい

た奨励制度に，関与することは望ましくない。 
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6.4.6 労働慣行課題4： 労働における安全衛生 

6.4.6.1 課題の説明 

労働における安全衛生は，高度な段階の労働者の物理的，精神的，社会的幸福を促進，維持すること及び労働条件によって生

じる健康に対する被害を防止すること，健康に悪影響を及ぼすリスクから労働者を保護すること並びに職業環境を労働者の生理

的，精神的性能に適応させることに関係する。 

 

業務上の疾病，傷害及び死亡によって社会が負う経済的及び社会的負担は大きい。労働者にとって有害であるかもしれない汚

染物質及びその他の職場の危険は，地域及び／又は環境に対しても重大な影響があるかもしれない。環境の危険に関する詳細

は，セクション6.5を参照する。安全衛生の課題は，危険な設備，プロセス，慣行及び（化学的，物理的及び，生物的）物質から発

生する。 

 

社会的に責任ある安全衛生慣行は，費用を低減し，士気を向上させ，生産性を高めることができる。 

 

6.4.6.2 関連する行動又は期待 

 

組織は次を行うことが望ましい。 

 

― 活動に伴う安全衛生リスクを理解及び管理しようとする。また，従うべき適切な手続きを理解し，業務上の疾病及び事故の防

止並びに非常事態の対応に必要な安全設備を提供することが望ましい。 

― 女性及び男性が受けるさまざまな影響を理解し，それらに対するアドバイスを提供することができるように，業務上の事故及

び疾病並びに労働者によって提起された問題を分析する。  

― 管理階層を含め産業衛生の原則，つまり，交代要員，エンジニアリング，作業手順，管理用及び個人用の保護具を理解及び

適用する。  

― 職場における心理社会的危険は，ストレス及び職業病の原因であることを認識する。 

― すべての活動において，組織の運営又は管理の段階のうち，安全衛生が最も重要であること及び安全衛生は組織のすべて

の活動の必要不可欠な一部であることが明確に規定された安全衛生方針を持つ。この方針は，経営幹部の誓約によって裏打ち

され，割り当てられる資源及びこの方針を実行する責任者たちに与えられる支援において反映されていることが望ましい。 

― 関連するすべてのスタッフに対し，関連するすべての主題に関し適切な訓練及び能力開発を提供する。 

― 安全衛生対策について，労働者が支出を行うことは望ましくない旨の原則を尊重する。 

― 関係する労働者の参加に基づき，かつ労働者の次の権利を認識及び尊重する安全衛生システムを採用する。 

－安全衛生リスク及びこれらのリスクに対処するために用いられる最良慣行に関係する完全かつ正確な情報。 

 －労働に関連する安全衛生のすべての側面において，自由に問い合わせし，相談を受ける。 

－労働者の生命又は健康若しくは他の人々の生命及び健康に緊急かつ深刻な危険を呈すると合理的に考えられる

労働を拒否する。 

－安全衛生課題について外部のアドバイスを求める。 
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－安全衛生問題を当局に報告する。 

－安全衛生のプロセス及び決定に関与する。 

－上記いずれかの行為を行うことによる，報復がない。 

 

ボックス 3 労使合同安全衛生委員会 

多くの組織にとって，労使合同安全衛生委員会は，組織の安全衛生プログラムの最も価値のある一部［になり得る］［であ

る］。合同委員会は，情報収集，安全マニュアル及び訓練プログラムの開発及び普及，事故及び検査の報告，記録及び調

査，並びに被雇用者が掲げた問題への対応など，重要な役割を果たす。こうした委員会の労働者代表は，経営陣によって任

命されるのではなく，労働者自身によって選出されることが望ましい。こうした委員会のメンバーシップは，経営陣及び労働者

代表の間で等分に配分され，可能な限り女性及び男性を含むことが望ましい。委員会は，すべてのシフト，部門及び配置を

代表するのに十分な規模であることが望ましい。［委員会は，労働組合又は労使評議会の代わりとして機能すると考えられる

ことは望ましくない。］ 

 

6.4.7 労働慣行課題5： 人間開発 

6.4.7.1 課題の説明 

人間開発とは，人間の能力を拡大し，機能させることによって人々の選択範囲を拡大し，これによって人々が長く健康な人生を送

り，知識を持ち，適切な生活水準を維持することを可能にするためのプロセスである。また，人間開発は，創造的，生産的である

ため，並びに自尊心及び地域への帰属認識を享受するための政治的，経済的及び社会的機会を指す。人間開発は労働慣行で

もあり得る。なぜなら，雇用者は，差別との戦い，家庭における責任のバランス，健康及び幸福の推進などの重要な社会的課題

に取り組む過程で，職場の方針及びイニシアチブを利用して人間開発を促進することができるからである。 

 

人間開発は労働慣行でもあり得る。なぜなら，人間開発には，個人の能力及び雇用適性を高めることが含まれるからである。雇

用適性とは，適切な労働を確保及び保有するための個人の能力を高める経験，能力，資格を指す。組織は，労働者の教育，訓

練及び生涯学習の促進に全面的な利害を有している。なぜなら，これらは，組織が雇用する男女の能力，動機付け，有効性，生

産性及び全体的なパフォーマンスの観点から，個々の労働者，経済及び社会全体のみならず，組織自体の利益の推進に大きく

貢献するからである。 

 

6.4.7.2 関連する行動又は期待 

組織は次を行うことが望ましい。 

－労働者に対し，平等で差別のない原則に基づき，技術開発及び訓練へのアクセス，キャリアアップする機会を与える。 

― 適切な労働時間を提供することにより，また保育施設及び育児休暇など労働者が適切な労働生活のバランスを達成するのに

役立つようなその他の方針を通じて，家庭における労働者の責任を尊重する。 

― 雇用慣行において，いかなる点においても差別をしない。これには，採用，選択，訓練へのアクセス，昇進及び解雇を含む。 

― 障害をもつ労働者のみならず，先住民及び移民労働者などといった社会的弱者の保護と進歩に寄与する積極的な措置を講

じる。 

― 若者の失業又は女性の不完全雇用などといった課題に取り組むための適切なプログラムを確立し又はそれに参加する。 

― 健康及び幸福を推進する労使合同プログラムを確立する。例えば，伝染病及び薬物濫用の影響は，組織のパフォーマンス及

び社会の全体的な健康に影響を及ぼす。 
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6.5 環境 

6.5.1 論拠 

世界は，天然資源の減少，汚染，気候変動，生息地の破壊，種の減少及び生態系全体の破壊を含む多数の環境課題に直面し

ている。人口及び消費が増加するにつれ，これらの課題は人間の安全，並びに社会の健康及び福祉に対する深刻な脅威となっ

ている。環境課題は－地域的なものから世界的なものまで－相互に結びついており，それらに取り組むには包括的なアプローチ

が必要である。環境課題は，人権，社会の開発及びその他の中核的な社会的責任課題に密接に結びついている。多くの環境課

題は国境を越え，いかなる国家又は社会のセクターでも単独でこの課題に対処することはできない。すべての組織は，マイナス

の環境影響をもたらす可能性のある活動，製品又はサービスの側面を有している。環境的持続可能性は，特に大きな環境負荷

を引き起こしている人々による，消費及び環境悪化の速度を下げるための集団的努力を必要とする。  

 

環境責任は，人類存続のための単なる前提条件ではない。環境責任は，将来の世代が持続可能な世界的環境を享受することを

可能にするための社会的責任である。環境課題に取り組むことは，組織に対し，費用を削減し，新しい形態の経済成長及び繁栄

を刺激しながら，より社会的責任のある方法で行動するための独特の機会を提供する。  

 

6.5.2 原則及び考慮点 

原則 

組織は次の環境原則を尊重及び促進することが望ましい。 

 

6.5.2.1 環境責任 （66） 

組織は，その活動，製品及びサービスが引き起こす環境負荷に対する説明責任を受け入れ，サプライチェーンを含む影響範囲

の中で自身のパフォーマンス及び行動を改善するために行動することが望ましい。組織は，平均以上のパフォーマンス及び，理

想的には，適用されるすべての分野において利用可能な最善技術（BAT）と一致するレベルを達成するために，環境保全のリー

ダーシップ及び可能な場合は最良慣行の採用を実証することが望ましい。 

 

6.5.2.2 予防的アプローチ （69） 

組織は，人間の健康及び環境を保護するために，予防的アプローチを採用することが望ましい。重大又は不可逆的な損害の恐

れがある場合，完全な科学的確実性が欠如していることを理由として，潜在的な健康への影響又は環境劣化を予防するために

講じる費用対効果の高い措置を延期することは望ましくない。不確実な状況においては，ライフサイクル分析，環境リスク評価及

び環境影響評価といった手段の使用が，活動,製品及びサービスが与える可能性のある社会的影響，環境的影響及び健康的影

響の特定及び緩和に役立つことができる。人間の健康及び環境に対するリスク評価を行う場合，（例えば，暴露又は効果に関係

する）不確実性又はデータ格差に対処するために，保守的仮定を行うことが望ましい。 

 

6.5.2.3 環境リスクマネジメント 

組織は，ライフサイクルという観点から，活動，製品及びサービスによる環境リスクを評価及び軽減するためのプログラムを実施

することが望ましい。組織は，事故によって引き起こされる環境及び健康負荷を軽減し，環境に関連する事件を関係当局に伝え

るために，緊急事態対応手順を開発及び実施することが望ましい。



リスクに基づくアプローチでは，適切なリスクマネジメント戦略を開発するために，物質固有の危険，及び暴露の可能性の両方を

考慮する。組織は，職場における事故，又は環境リスクをもたらす可能性のある物質の保管，取り扱い及び最終使用中の事故の

防止などの安全目標を設定することができる。組織は，ISO14001及びISO18001などの規格を結びつけて使用することにより，

安全文化の推進，職場における衛生，安全及び環境への配慮の統合の促進，並びに事故リスク削減及び緊急事態への準備へ

の取り組みなどの目標の達成を考慮することが望ましい。 

 

6.5.2.4 汚染者負担 

組織は，社会に対する環境負荷及び必要な救済措置，又は汚染が容認できるレベル（行動に関する国際的な期待）を超える度

合いの程度に従って，その活動, 製品及びサービスによる汚染の費用を負担することが望ましい。組織は，汚染者負担原則を用

いて，汚染の費用を内面化し，汚染の影響を軽減するよりはむしろ汚染を防ぐことによる経済的及び環境的利益を数値化するこ

とが望ましい。. 

 

考慮点 

組織は次の考慮点の妥当性を評価することが望ましい。 

 

6.5.2.5 ライフサイクル・アプローチの採用 

環境問題に取り組むための基本的観点の1つに，ライフサイクル・アプローチがある。ライフサイクル・アプローチは，原材料及び

エネルギー生成から，生産及び使用を通って，耐用年数経過後の廃棄又は復元まで，活動，製品及びサービスのライフサイクル

全体の経済的，社会的及び環境的重要性を結び付けるものであり，複合的利益をもたらす潜在性を有する。組織は，活動，物品

及びサービスのライフサイクル全体の環境パフォーマンスを考慮することが望ましい。 

 

a） 環境効率［及びエコデザイン］の実行 

環境効率は，“ライフサイクル全体を通して，生態学的影響及び資源強度を，少なくとも地球の環境収容能力と一致したレベルに

まで積極的に減らしながら，人間のニーズを満たし，生活の品質をもたらす価格競争力のある物品及びサービスを提供すること”

である。
2）環境効率は，すべての潜在的な環境負荷に対応し，活動，製品及びサービスの環境的及び経済的パフォーマンスを結

び付ける。製品又はサービスの環境特性が定義されるのは設計段階であるため，エコデザイン（設計プロセスに，利益，機能性，

審美性，人間工学，イメージ，全体的な品質などのその他の基準と併せて環境への配慮を統合すること）は，環境効率の実施の

ための非常に効果的なアプローチである。 

 

b） プロダクトサービスシステム・アプローチの採用 

プロダクトサービスシステムは，焦点を，製品の販売から，消費者のニーズを満たす製品及びサービス合同のシステムの販売へ

とシフトさせるために利用することができる。これは，材料の使用量を削減し，材料の流れから収益を切り離し，製品及びそれに

伴うサービスのライフサイクル全体にわたる生産者責任の拡大を促進する統合的解決策の策定にステークホルダーを関与させ

るという革新をもたらすことができる。プロダクトサービスシステムは，製品のリース，製品のレンタル又は共有，製品のプール（製

品の併用）及び使用者が製品を購入する代わりに所望出力を購入するペイ・フォー・サービス（例えば，コピー機を買う代わりにコ

ピーサービスを利用する）を含む。また，プロダクトサービスシステム・アプローチは，製品の販売を関連のサービスで支援するこ

とも含む。これは，アップグレード，保守サポート，融資計画，消耗品の供給及び製品の有効使用に関するアドバイスを含めること

により，製品の価値を高め，製品の環境負荷を軽減することができる。 

 

2） 環境効率：少ない影響でより多くの価値を生みだすこと。WBCSD, 2000. www.wbcsd.com 
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6.5.2.6 予防的に環境負荷に配慮した製品戦略の採用 

予防的に環境負荷に配慮した製品は，プロセス又は活動の最後ではなく起源において改善を行うことにより，廃棄物の発生量を

抑えながら，より効率的に資源を利用するための戦略である。予防的に環境負荷に配慮した製品アプローチは，保守的な慣行の

改善，技術又はプロセスのアップグレードもしくは新しい技術又はプロセスの導入，材料及びエネルギー使用量の削減，有害及

び危険材料の排除並びに設計の改善を含む。こうしたアプローチは，経済的利益とともに，より環境的に持続可能なプロセス，製

品及びサービスをもたらすことができる。  

 

6.5.2.7 環境上適正な技術及び慣行の使用（68） 

組織は，環境に優しい技術及びサービス，つまり“環境を保護し，汚染が少なく，すべての資源をより持続可能な方法で使用し，

廃棄物管理階層に従う”（3）技術及びサービスを採用し，適切な場合にはそれらの開発及び普及を促進するように努めることが

望ましい。環境に優しい技術及び慣行を追求する際には，ISO 14000シリーズ規格などの関連の技術ガイダンス及び規格並び

に行動に関する国際的な期待を考慮することが望ましい。組織は，研究開発の焦点を，‘持続可能性を目指したデザイン’に合わ

せて調整し直し，入札が最小限の環境基準を保証していることを確実にするために，投資基準並びに供給業者及び請負業者の

ための調達方針を吟味してもよい。 

 

6.5.2.8 ［持続可能な購入］［グリーン調達］プログラムの実施 

組織は，ライフサイクル全体の環境的及び社会的パフォーマンスを考慮に入れ，エコ表示基準に基づいてパフォーマンスを優先

順位付けしながら，製品，材料及びサービスを購入するという誓約に基づいて持続可能な購入プログラムを実施することが望ま

しい。この原則は，組織の購買決定の環境的及び社会的意味合いを取り扱うものであり，組織が個人消費者の購買習慣に対し

て有する影響（消費者課題のセクションで取り扱われている）を取り扱うものではない。 

 

6.5.3 環境課題1： 汚染防止 

6.5.3.1 課題の説明 

組織は，大気中への排出，水中への放流，固体又は液体廃棄物の生成，土地及び土壌の汚染，有毒及び危険化学物質の使用

及び廃棄，並びに活動，製品及びサービスからのその他の汚染を防止することにより，環境パフォーマンスを改善することができ

る。汚染は，予防的に環境負荷に配慮した製品，環境効率及びライフサイクルマネジメントなどの適切な技術を適用することによ

って，防止されるかもしれない（考慮点として案内しているとおり）。 

 

a） 大気中への排出の防止 

組織による，鉛，水銀，揮発性有機化合物（VOC），二酸化硫黄（SO2），窒素酸化物（NOx），粒子状物質及びオゾン破壊性物質

の大気中への排出は，社会に対して環境及び健康負荷をもたらし得る。こうした排出は，組織の施設又は移動汚染源から直接

来るかもしれないし，組織の製品又はサービスの使用若しくは組織の製品又はサービスが消費する電力の生産によって間接的

にもたらされるかもしれない。 

 

b） 水中への放出の防止 

組織は，地上水塊への直接的，意図的又は偶発的な排出（液体又は個体）若しくは意図的ではない地上水への放出又は地下水

への浸透を通じて水汚染の原因となっているかもしれない。組織は，有毒又は危険化学物質，有機材料，移入種（船のバラスト

水），汚水，石油化学製品又は燃料及びその他の汚染物質を水中へ放流し，人間の健康，生態系及び天然資源の価値にマイナ

スの影響をもたらしているかもしれない。 

 

c） 廃棄物抑制 
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組織の活動，製品及びサービスは，不正に管理された場合，大気，水，土地及び土壌の汚染の原因となり得る液体又は個体の

廃棄物の発生につながるかもしれない。責任のある廃棄物マネジメントは，（i）設計段階での廃棄物の発生抑制，（ii）再使用，

（iii）再資源化，再加工，（iv）廃棄物処理，及び（v）廃棄物処分という廃棄物削減階層に従っている。 

 

d） 有毒及び危険化学物質の排出の防止 

組織は，その活動，製品又はサービスの提供において，有毒又は危険化学物質を使用しているかもしれない。自然発生的及び

人為的の両方の有毒及び危険化学物質は，急性的（緊急）又は慢性的（長期的）影響を通して，生態系及び人の健康に悪影響

を及ぼし得る。 

 

e） 特定可能なすべての形態の汚染を防止する 

組織の活動，製品及びサービスは，地元地域又は世界的地域の健康及び福利にマイナス影響を及ぼす騒音，振動，放射，感染

因子（例えば，ウイルス又は細菌）又は生物学的危害（例えば，移入種，遺伝子組み換え生物の無制御の蔓延）を含むその他の

形態の汚染を引き起こすかもしれない。 

 

6.5.3.2 関連する行動及び／又は期待 

 

汚染防止におけるパフォーマンスを改善するために，組織は次を行うことが望ましい。 

 

― ［大気中への排出，水中及び土壌への放出，廃棄物投棄，有毒及び危険化学物質の排出並びにその他の形態の汚染を含

む重大な汚染を特定，測定，記録及び報告する］ 

― 主要な環境法を持つ国における規制など，関連の最良慣行指数及びその他のベンチマークを考慮しながら，平均以上のパフ

ォーマンスを達成するべく，すべての形態の汚染を防止するためのプログラムを実施し，目標を設定する。 

― 廃棄物削減階層に従って，不可避な廃棄物の適切な管理を確実にしながら廃棄物を最少化及び管理するためのシステムを

確立する。 

― ライフサイクル全体にわたる既知の健康リスク及び環境リスクを含む，使用及び排出される有毒及び危険物質の量及び種類

を公開する。 

― サプライチェーンを含む制御又は影響範囲内のすべての活動，製品及びサービスにおいて，危険化学物質を体系的に特定

及び回避するためのプラグラムを実施する。可能な場合には，ステークホルダーにとって関心事であると特定されている化学物

質の使用を回避するためのプログラムを実施する。回避すべき化学物質は，オゾン破壊性物質（モントリオール議定書（54）），残

留性性有機汚染物質（POP）（ストックホルム協定（72），ロッテルダム協定（71）），有害な農薬（世界保健機構によって定義され

る），及び発癌性がある物質（タバコを含む），突然変異誘発性である又は繁殖に対して毒性を有する物質，生物濃縮性で難分解

性である物質（PBT及びvPvB），内分泌かく乱性があると特定されている物質を含む（がこれらに限定されない）
3）。 

 

3） 国際化学物質管理会議（ICCM） - 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ 

 

6.5.4 環境課題2： 持続可能な資源の使用 

6.5.4.1 課題の説明 

汚染防止におけるパフォーマンスの改善は，持続不可能な消費率によって損なわれ得る。組織は，電気，燃料，原材料及び加工

済み材料，土地及び水のより責任ある利用を確実にすることによって，その環境パフォーマンスを改善することができる。これに

より，経済成長を制限することなく再生不可能な資源を保護し，環境負荷を軽減することができる。また，組織は，サプライチェー

ンを含むその影響範囲内で持続可能な資源の使用を促進することもできる。また，組織は，消費者をより持続可能なライフスタイ
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ル及び購買決定の方向へ向けることを目的としたマーケティング及びコミュニケーションを通して持続可能な消費を促進すること

もできる（消費者に関するガイダンスは，消費者課題のセクションを参照）。 

 

a） エネルギーの有効使用 

組織は，エネルギー効率プログラムを実施して，建物，輸送，生産プロセス，器具及び電子機器，並びにサービスの提供のコスト

を削減し，エネルギー需要を減らすことができる。エネルギー需要の低減は，組織の全体的なエネルギーコストを削減する一方で，

エネルギー発生による間接的な環境負荷を軽減するかもしれない。 

 

b） 水の保全 

水は，人間の基本的ニーズであり，したがって，基本的人権である。ミレニアム開発目標は，すべての人々に対する安全で信頼

できる飲料水及び公衆衛生サービスの提供を含む。組織は，水を保全し，地元流域内の淡水資源への公正かつ持続可能なアク

セスを保護する決定を下すことにより，その社会的責任を向上させることができる。 

 

c） 材料の有効使用 

材料の使用は，採鉱，林業及びその他の採取活動による生態系への影響から，材料の使用，輸送及び加工に起因する排出まで，

直接又は間接を問わず非常に多くの環境負荷をもたらし得る。組織は，材料効率プログラムを実施することにより，コストを削減

し，生産プロセスにおける原材料使用又は活動及びサービスの提供に使われる最終製品の使用によって引き起こされる環境負

荷を軽減することができる。  

 

6.5.4.2 期待及び／又は関連する行動 

 

組織は次を行うことが望ましい。 

 

― ［すべての活動，製品及びサービスに関するエネルギー，水及び材料を特定，測定，記録及び報告する。］ 

― エネルギー効率プログラムを開発及び実施し，最適慣行指標及びその他のベンチマークを考慮した上で，平均以上のパフォ

ーマンスを達成するべくエネルギー使用を削減する。可能な場合，再生可能な発生源又は排出量の低い発生源からエネルギー

を確保する。 

― 水効率プログラムを開発及び実施し，水の使用を最少化し，ステークホルダーと協力して流域内のすべてのユーザーにとって

公正なアクセスが確実となるように水資源を管理する。 

―  材料効率プログラムを開発及び実施し，最適慣行指標及びその他のベンチマークを考慮した上で，平均以上のパフォーマン

スを達成するべく材料使用を最少化する。 

 

6.5.5 環境課題3： 気候変動の緩和及び適応（63，76） 

6.5.5.1 課題の説明 

主に化石燃料を燃やすことによる温室効果ガス（GHG）排出は，世界的な気候変動の主要原因であり，その気候変動は，自然及

び人間環境に重大な影響を及ぼす（63）。観察される動向として，海面上昇，異常気象のより頻繁な発生，及び生態系，農業，漁

場への影響などがある。気候変動が臨界点を超えると，変化はより広範囲で強烈に感じられるようになる。 

 

すべての組織は，ある程度のGHG排出に（間接的又は直接的に）責任があり，何らかの方法で気候変動の影響を受ける。組織

は，それ自身のGHG排出（軽減）及び気候変動のための（適応）計画の両方に対する責任を認めることが望ましい。 
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気候変動への適応は，健康，繁栄及び人権への影響という形で社会的意味合いを持つ。 

 

6.5.5.2 期待及び／又は関連する行動 

 

a） 気候変動の緩和 

組織は，気候変動を軽減するために，次を行うことが望ましい。 

― ［ISO 14064及びWRI/WBCSDグリーンハウスガス・プロトコルなどといった規格で定義されている方法を用いて，すべての活

動，製品及びサービスのGHG排出を特定，測定，記録及び報告する。］ 

― 活動，製品及びサービスに関連する直接的及び間接的なGHG排出並びにサプライチェーンを含む制御及び影響範囲内の直

接的及び間接的なGHG排出を減らして，平均以上のパフォーマンスを達成することにより，気候変動の緩和に努める。これは，

将来のパフォーマンス目標の設定及び設定されたこれらの目標を達成するための，GHG排出を長期的に削減するためのプログ

ラムの実施を含む未来予測アプローチを採用することによって行われることが望ましい。 

― エネルギー効率を改善し，活動，製品及びサービスの全体的なエネルギー使用量を削減する。 

― 化石燃料に対する依存を低減し，実行可能な限り，活動（輸送を含む），製品及びサービスのライフサイクルにおけるライフサ

イクルGHG排出の削減につながる低排出技術及び再生可能エネルギーを利用すること。  

― 加工又は冷暖房空調（HVAC）設備を含む装置からのGHG（特にオゾン層破壊も引き起こすもの）の排出を防止する。 

― カーボンニュートラルを目指す炭素固定化又は排出削減プログラムを通して，残りのGHG排出を相殺するための措置を検討

する。 

― 国連気候変動枠組条約（76）に基づくクリーン開発メカニズムなどといった柔軟なメカニズムを利用して，さまざまな組織にお

ける環境に優しい技術の導入を促進する。 

 

 

 

ボックス 8 さまざまな種類の組織のための軽減活動の例 

政府及び他の組織は，GHG排出量削減を達成する交通システムを開発するために協力することが望ましい。 

 

科学者，学者及びメディアは，気候変動及びGHG排出に関する明確かつ理解しやすい情報を一般社会に提供することが

望ましい。 

 

会社は，エネルギー効率が良く，排出量の低い製品及びサービスを開発することが望ましい。消費者は，環境影響を考慮し

て購買決定を下すことが望ましい。 

 

投資家は，自分たちが投資する組織又は活動のGHG排出パフォーマンスを考慮することが望ましい。 

 

NGOは，気候変動に対処するための建設的な解決法を提案し，課題に対する一般社会の認識を高めることが望ましい。 

 

 

b） 気候変動への適応 

 

気候変動に対する脆弱性を低減するために，組織は次を行うことが望ましい。 
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― （異常気象並びにますます高まる変動性及び不確実性に特に注意しつつ）将来の気候予測を考慮してリスクを特定し，リスク

管理のための予防的アプローチを用いて気候変動への適応を決定に組み入れ，健康及び財産を保護する。 

― 気候変動による損害を回避又は最小限に抑える機会を特定し，可能な場合には，状況の変化に合わせて積極的にそれら機

会を活用する。 

― 気候の変化及びより重要な気候の不確実性の意味合い，並びに洪水，暴風又は酷暑を含めますます気候が厳しくなる可能

性を考慮しつつ，土地利用，都市区画及びインフラストラクチャーを設計する。 

― 飲料水，公衆衛生，食品及び人間の健康に極めて重要なその他の資源の安全確保を確実にしつつ，農業，産業，医学，及び

その他のさまざまな技術及び技法を開発し，それらを必要としている人々が入手可能な状態にする。 

 

ボックス 9 さまざまな組織のための適応活動の例 

科学者及び学者は，気候変動の影響及びリスク削減のために取り得る適応策について政策立案者に情報を提供すること

が望ましい。 

 

政府は，水資源及びインフラストラクチャーを気候変動の影響から保護するための戦略を確立することが望ましい。 

 

会社は，災害予防策及び災害を減らす技術を開発し，人間の健康及び資源を気候変動の影響から保護するためのプログ

ラムを実施することが望ましい。 

 

公共保健機関は，気候変動によって引き起こされるかもしれない病気のパターンの変化を予測及び監視し，それに対応す

るためのプログラムを開発することが望ましい。 

 

規制当局は，災害対応計画を創出及び採用し，適切な行動について一般社会の認識を高めることが望ましい。 

 

6.5.6 環境課題4： 自然環境の保護及び回復 

6.5.6.1 課題の説明 

歴史の他のどの期間よりも，過去50年にわたって，人間の活動はより急速かつ広範囲に，生態系を変化させた。我々の，食品，

淡水，繊維，燃料及び鉱物資源への高まる需要は，地球上の生息地及び生命の多様性に対し，しばしば不可逆的な損失をもた

らした（75）。組織は，自然環境並びに提供される社会的及び経済的サービスを保護及び回復すべく行動することによって，より

社会的に責任ある存在となることができる。 

 

a） 生態系サービスの評価，保護及び回復 

生態系は，きれいな淡水，洪水制御，土壌，授粉媒介，有害物質及び温室効果ガスの吸収及び分解，天然繊維，水産業及びレ

クリエーションなどのサービスを提供することによって，社会福祉に貢献する。しかしながら，生態系が傷つき又は破壊されると，

これらのサービスを提供する能力は失われる。生態系サービス体制は，科学的及び技術的体制としてしっかりと確立しており，現

在では，（生態系サービスの適切な評価及び／又は取引を通して）商取引を構成する手段として，及び規制及び統治目的（例え

ば，流域別に資源を管理する。）の手段として認識されている。 

 

自然の回復力及び適応能力を保持するために，生態系の完全性の保護が優先的に考慮されることが望ましい。そうでなければ，

回復のための取り組みを実施し，それに続いて失われたサービスを置換するための補償を行うことが望ましい。しかしながら，こ

うしたサービスの損失を置換又はその他の方法で相殺することは必ずしも可能であるとは限らない。その場合組織は，生態系サ

ービスの損失に対する経済的補償を提供することが望ましい。  
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b） 生物多様性の評価及び保護 

生物多様性は，“すべての形態，水準及び組合せにおける生命の多様性。これには，生態系多様性，種多様性及び遺伝的多様

性を含む”IUCN，UNEP及びWWF（1991）である。生物多様性の保護は，陸生種及び水生種，遺伝的変異性，並びに自然生態

系を含む。 

 

c） 土地及び天然資源の持続可能な使用 

土地及び天然資源の使用に関する組織の決定は，環境に負荷をかけるかもしれない。ほとんどの主要な決定は国家機関によっ

て下されるが，その他の組織も役割を果たす。組織による土地利用プロジェクト（例えば，農業，建築及び資源採取）は，生息地，

水，土壌及び生態系を保護するかもしれないし，退化させるかもしれず，最終的に人間の健康及び社会の福祉増進に影響を及

ぼす。 

 

6.5.6.2 期待及び／又は関連する行動 （4, 5, 9, 51, 53, 61） 

 

組織は次を行うことが望ましい。 

 

― ［組織の活動，製品及びサービスが生態系サービス及び生物多様性に与える潜在的悪影響を特定し，それらを排除又は最

小化する措置を講じる。］ 

― 組織の活動，製品及びサービスによる環境負荷の費用を内面化し，生態系サービスを保護することによる経済的利益を生み

出すために市場メカニズムに参加する。 

― まず自然生態系の喪失を回避することを目指し，次に生態系を回復することを目指し，最後に喪失を補償することにより，時

間とともに生態系サービスの純益をもたらす。 

― 社会的に公正な方法で保全及び持続可能な使用を推進するような，陸地，水及び生態系の管理のための統合戦略を考慮す

る。 

― 固有種又は絶滅の危機にある種が組織の活動，製品又はサービスによって悪影響を受けることがある場合，これらの種及び

生息地を保存するための措置を取る。 

― 土地利用に関する組織の決定に起因する環境負荷を考慮しながら，持続可能な発展，設計，農業及び運用上の慣行を採用

することにより，より持続可能な方法で土地を使用する。 

― 自然の生息地，湿地帯，森林，野生動物のための人口の迂回路，保護地域及び農地の保護を，建築物の拡大及び開発の計

画に組み入れる。 

― 主要な規格及び認証制度で定義される持続可能な農業，漁業及び林業の慣行を採用する。 

―  種の絶滅又は根絶若しくは移入種の分布又は拡散につながる活動又はアプローチを回避する。 

 

6.6 公正な事業慣行 

6.6.1 論拠 

公正な事業慣行は，組織間関係という背景における社会的責任を取り扱う。これは，組織とそのパートナー，供給業者，請負業

者，競合他社及び組織が加入している組合との関係のみならず，組織と政府機関との関係も含む。 

 

公正な事業慣行は，公正な競争の奨励，取引の信頼性及び公平性の改善，汚職の防止及び公正な政治プロセスの促進によっ

て，組織が機能する社会的及び経済的環境を改善する。 
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組織は，他の組織との関係を利用して肯定的な結果を促進することが望ましい。これは，リーダーシップを発揮すること及びより

広くサプライチェーン［影響範囲］全体にわたって社会的責任の採用を促進することを含む。 

 

6.6.2 原則及び考慮点 

公正な事業慣行は，組織間の関係において社会的責任原則を実際に適用すること，特に，倫理的な行動（5.参照）である。 

 

6.6.3 公正な事業慣行課題1： 汚職防止 

6.6.3.1 課題の説明 

汚職は，委任された権力を違法な利益のために濫用することである。汚職には，例えば贈賄と収賄というように積極的及び消極

的な2つの側面がある。汚職には，例えば国内外の官僚による贈収賄，民間企業の贈収賄，利益相反，詐欺行為，マネーロンダ

リング及び商取引におけるコネなど多くの形態がある。汚職は，組織の倫理的な環境を損ない，組織を民事及び行政上の結果の

みならず刑事告訴のリスクにさらす可能性もある。汚職には，いくつかある影響の中でもとりわけ，人権を侵害し，政治的プロセス

を腐食し，環境を損ない，競争を歪曲し，富の再分配及び経済成長を妨げる可能性がある。 

 

6.6.3.2 関連する行動及び／又は期待 

 

組織は，汚職及び贈収賄を防ぐために次を行うことが望ましい。 

 

― 汚職，便宜支払，贈収賄及び恐喝に対抗する政策及び慣行を実施，適用及び改善する。 

― 労働者及び代理業者による，贈収賄及び汚職根絶のための取り組みを支援し，促進への動機づけを提供する。 

― 汚職及び汚職に対抗する方法に関して，被雇用者及び代理業者を訓練し，認識を高める。 

― 被雇用者及び代理業者の報酬が適切なものであり，かつ合法的なサービスに対してのみ支払われていることを確認する。 

― 恐怖又は報復なしに報告することを可能にするメカニズムを採用することにより，被雇用者及び代理業者が組織の政策違反

を報告することを推奨する。 

― 刑法違反に関して関連の法執行機関の注意を喚起する。 

― 他の組織が同様の慣行を採用するように影響を及ぼすことによって，汚職に対抗するために尽力する。 

 

6.6.4 公正な事業慣行課題2： 責任ある政治的関与 

6.6.4.1 課題の説明 

組織は，政治プロセスを支持し，社会全体の利益になる開発を推奨することができる。組織は，市場操作，脅迫，及び強制などと

いった，政治プロセスを侵食する可能性のある行動を回避することが望ましい。 

 

6.6.4.2 関連する行動及び／又は期待 

 

組織は次を行うことが望ましい。 
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― 責任ある政治的関与及び貢献に関して被雇用者及び代理業者を教育し，認識を高める。 

― ロビー活動，政治献金及び政治的関与に関連する活動に関し，透明性を保つ。 

― 職業的ロビイストの活動を規制するための統制を確立する。 

― 特定の要因を支持するよう政策立案者を誘引する政治献金を回避する。 

― 誤報，不実表示，脅迫又は強制を伴うロビー活動を回避する。 

 

6.6.5 公正な事業慣行課題3： 公正な競争 

6.6.5.1 課題の説明 

公正かつ広範囲に及ぶ競争は，効率性を刺激し，物品及びサービスのコストを削減し，革新を促進し，すべての組織が平等の機

会を得ることを確実にし，新しい又は改良された製品又はプロセスの開発を推奨し，長期的には経済成長及び生活水準を高め

る。 

 

反競争的行動は，競争を妨げ，公正な競争の利益を相殺する。反競争的行動には多くの形態があり，いくつかの例には，関係者

が共謀して同一の製品又はサービスを同一価格で販売する価格協定，関係者が共謀して競争入札を工作する談合，及び競合

他社を市場から追い出すことを目的として製品を廉価で販売する略奪的価格形成などの慣行が含まれる。 

 

6.6.5.2 関連する行動及び／又は期待 

 

組織は，公正な競争を推進するために次を行うことが望ましい。 

 

― 競争に関係する法律と一致する方法で活動を行い，競争に関係する当局と協力する。 

― 反競争的行動への関与又は共謀を防止するための手順及びその他の予防手段を確立する。 

― 競争に関係する法律の順守及び公正な競争の重要性に関する被雇用者の認識を高める。 

― 反トラスト及び反ダンピング慣行並びに地元の規制を含む，競争を奨励するための公共政策を支持する。 

 

6.6.6 公正な事業慣行課題4： 社会的責任の推進 

6.6.6.1 課題の説明 

組織は，購買力の行使並びに社会的責任原則の広範囲の導入及び支援を促進するためのリーダーシップ及びメンターシップを

通して，他の組織に影響を及ぼすことができる。組織はまた，社会的に責任ある物品及びサービスに対する需要を刺激すること

もできる。これらの活動は，法規制を実施及び施行する当局の役割を置換するものとしては見なされないほうがよい。 

 

6.6.6.2 関連する行動及び／又は期待 

 

組織は次を行うことが望ましい。 
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― 購買及び契約方針に，安全衛生を含む倫理的，社会的及び環境的基準を組み込む。 

― 他の組織が同様の政策を採用することを推奨する。 

― 関係を有する組織の行動が，組織の社会的責任への誓約を傷つけることのないように，関係を有する組織に対して妥当かつ

適切な調査及び監視を実施する。 

― サプライチェーン全体を通じて，社会的に責任ある慣行を実施するための費用及び利害の公正な負担を促進する。 

― 関係を有する組織の社会的責任課題及び原則に対する認識を高める活動に積極的に関与する。 

 

6.6.7 公正な事業慣行課題5： 財産権の尊重 

6.6.7.1 課題の説明 

財産権は，物質的財産及び知的財産の両方を網羅し，不動産権，著作権，特許，道徳的権利及び他の権利を包含する。それら

はまた，特定の集団の伝統的な知識又は被雇用者の知的財産などといった法律で認められない権利にまで拡大しても差し支え

ない。 

 

財産権の承認は，創造及び発明を振興するばかりでなく，投資，経済的及び物理的安全を促進する。 

 

6.6.7.2 関連する行動及び／又は期待 

 

組織は次を行うことが望ましい。 

 

― 財産権の尊重を促進する政策及び慣行を実施する。 

― 財産の使用又は処分のための合法的な所有権を有していることを確信するために，適切な調査を実施する。 

―  偽造及び海賊行為を含む財産権侵害活動に関与せず，またその他の方法で消費者の利害を侵害しない。 

―  自己が取得又は使用する財産に対して公正な補償を支払う。 

 

6.7 消費者課題 

6.7.1 論拠 

消費者の決定は，組織の成功に強い影響を及ぼす。したがって，組織は，製品及びサービスの評価及び改善のために消費

者及び消費者団体と係り合うことによって，利益を得る。そのような係り合いの成果として，組織の生産物が消費者の期待に

よりよく適合し，需要が高まり，紛争の可能性を軽減することができる。 

消費者は組織に対して次を期待する。 

 

―  消費者を公正に処遇する。 

―  消費者の権利を尊重する。 

―  十分な情報を得た上での決定を可能にするための情報を提供する。 
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―  製品及びサービスの安全，パフォーマンス及び支援について責任を負う。 

―  効果的な紛争解決を提供する。 

 

これらの期待を真剣に受け止めることにより，組織は，社会的責任のある組織としての消費者に対する評判を高め，評判を傷つ

けるリスクを最小限に抑えることができる。 

 

消費者は，十分な情報を得た上で決定を下すための選択肢及び適切かつ正確な情報を持つ場合，持続可能な発展に貢献する。

組織は，環境的及び社会的に有益な製品及びサービスを消費者に提供することが望ましい。会社はまた，製品及びサービスが

生産及び／又は供給される状況に関する情報，並びに製品又はサービスが消費者の健康及び環境に与える影響に関する情報

を提供することが望ましい。  

 

6.7.2 原則及び考慮点 

国連消費者保護ガイドラインは，消費者保護の領域において最も重要な行動に関する国際規範である。国連総会は，1985年に

これを全会一致で採択した。国連消費者保護ガイドラインは，1999年には，持続可能な消費に関する要素にまで拡大された。国

連消費者保護ガイドラインは，国家に対し，安全衛生に対する危険から消費者を保護し，消費者の経済的利益を推進及び保護し，

消費者が十分な情報を得た上で選択を行うことを可能にし，消費者に教育を提供し，効果的な消費者救済を利用可能な状態にし，

消費者団体を結成する自由を保証し，持続可能な消費パターンを推進することを求めている。 

 

以下で取り上げられている課題は，主に次の原則に基づいている。 

―  法の支配の尊重 

―  行動に関する国際［基準］［期待］の尊重 

―  透明性 

―  倫理的な行動 

―  予防的アプローチ 

 

6.7.3 消費者課題1： 公正なマーケティング，情報及び契約慣行 

6.7.3.1 課題の説明 

公正さ，透明性及び配慮は，組織が消費者との間に建設的及び長期的な関係を構築することを助ける主要原則である。市場取

引を行う際，組織は，表示が完全，明確，正確，率直及び理解可能であることを確実にすることが望ましい。契約を締結する際は，

諸条件が公正であることが望ましい。 

 

自己の権利及び責任に気付いていない又は自己の知識に基づいて行動することが妨げられている弱い立場の消費者を相手に

する場合には，特別な配慮がなされることが望ましい。弱い立場の消費者は，子供及び若者，高齢者，読み書きのできない人及

び知能障害者を含む障害者が含まれる。組織が宣伝行為及びその他のマーケティング慣行を通して提供する情報に完全に依存

する人もいる。 

 
6.7.3.2 期待及び／又は関連する行動 
 
組織は，消費者とコミュニケーションする際，次を行うことが望ましい。 

 

―  重大な情報の脱落を含む，欺瞞的，虚偽的，詐欺的又は不公正な慣行に関与しない。 
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―  宣伝及びマーケティングを明確に特定する。 

― 総価格，結果として生じる税金（VAT等），製品及びサービスの諸条件並びに付属品又は配送費を率直に開示する。 

―  基礎をなす事実及び情報を提供することにより，クレーム又は主張を立証する。 

―  次に関する，比較可能で，完全，正確かつ理解可能な情報を提供する。 

 ―  製品が含有又は排出する危険物又は有害化学品 

―  ライフサイクル全体を考慮に入れた製品又はサービスの関連のあるすべての側面（例えば，安全な使用，保守，

保管，処分及び代金返却方針を含むアフターサービス，所在地及び該当する場合には費用を含む苦情処理及び紛争

解決） 

―例えば退色性，洗濯性能及び耐久性等，標準化された試験方法を用いた製品及びサービスの品質に関する主要

な側面。可能な場合には，平均的性能又は最良慣行をベンチマークとして使用する。 

― 関連の国内，地域及び国際法規制並びに規格及び法律で要求される基礎的な要求事項に比べてより高いレベル

の保護を確立するその他の規格の準拠を含む製品及びサービスの安全衛生に関する側面。 

―  金融商品及び投資商品。 

―  法律，国際的に承認されている規格及び公正さの順守に関して，組織の宣伝を評価する。 

契約において，組織は次を行うことが望ましい。 

― 免責，価格及び条件を一方的に変更する権利，支払不能リスクの消費者への移転，又は過度に長い契約期間などといった

不公正な契約条件を利用しない。 

― 製品を遠方販売又はインターネット経由で販売する場合には，取引に関連する価格，諸条件及び費用に関し明確及び十分な

情報を提供し，電話番号を含む組織の実際の住所を明記する。 

 

6.7.4 消費者課題2： 消費者の安全衛生の保護 

6.7.4.1 課題の説明 

規制当局及び標準開発団体は，製品のデザイン，構造及び材料に関する世界的な激しい変化に遅れずについていき，適切な安

全要求事項が整備されることを確実にすることはできていない。グローバリゼーションは，製品及びサービスの調達の国境を越え

た移動の増加を引き起こし，これによって規制及び試験担当者に負担がかかっている。 

 

組織は，製品及びサービスが安全であり，消費者が指示又は表示通りに使用又は消費した場合，若しくは合理的に予測可能な

形で誤用した場合に害を与えるリスクが無いことを確実にする責任を負っている。これは，組織が，害又は危険を回避する措置を

講じることにより，消費者が使用する製品及びサービスの潜在的リスクを予測することが望ましいということを意味している。 

 

製品又はサービスの使用に起因するリスクを最小限に抑えるために，組織は，倫理的な行動及び予防原則に導かれることが望

ましい。それを怠るということは，個人及び環境にとって危険な結果を招くかもしれない。これは，持続可能な発展の目標と矛盾す

るとともに，これによって組織の評判も損なわれるかもしれない。すべてのリスクを予測することは不可能なため，組織は，製品リ

コールのためのメカニズムも規定することが望ましい。 
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6.7.4.2 期待及び／又は関連する行動 

消費者の安全衛生を保護するにあたって，組織は次の課題に焦点を合わせ，潜在的な危険性を認識又は評価する能力を持って

いないかもしれない社会的弱者に特別な注意を払うことが望ましい。 

 

― 通常の使用条件下及び合理的に予測可能な使用条件下では，使用者，その資産，その他の人々及び環境にとって安全であ

る製品及びサービスを提供する。 

―  すべての安全衛生に関する側面が適切に対処されていることを確実にするために，安全衛生に関する法律，規制，規格及

びその他の仕様の妥当性を評価する。規制，規格又はその他の仕様に準拠する製品又はサービスが関与する事故が報告され

た場合，若しくは事故の回数及び／又は程度を減じることができる代替的な製品設計が開発された場合又は独立した製品試験

によって他の供給業者の物品及びサービスの格付けが高いことが示される場合，組織は，これらの最低限の要求事項を超えて，

最高の保護レベルを達成することが望ましい。 

―  製品の設計におけるリスクを最小限に抑える。 

―  予想される使用者グループを特定し，社会的弱者に特別に配慮する。 

― 製品，プロセス又はサービスの使用目的を特定し，合理的に予測可能な誤用を評価する。 

― 設置，保守，修理及び破壊／処分を含む製品，プロセス及びサービスの使用に関するすべての段階及び条件に

起因する各危険を特定する。例えば，機構的危険（閉じ込み，息詰まり，窒息等），化学的危険，熱的危険，電気的危

険，音響上の危険，溺死等。 

―  特定された各使用者／接触グループに対する，特定された危険に起因するリスクを予測及び評価する。 

―  リスクを削減する。リスク削減の際の優先順位は，固有の安全設計，保護装置及び使用者のための情報の順で

あることが望ましい。 

―  ［発癌性がある製品，突然変異誘発性がある製品，繁殖に対して毒性を有する可能性のある製品，若しくは残留性又は生

物濃縮性の製品の使用を回避する。もしそのような製品が使用される場合，それらは明確に表示されることが望ましい。］ 

―  製品又はサービスに対し，かなりの割合の人たちが危惧の念又は反対さえも表明している場合には，そのような製品又はサ

ービスを導入又は使用しない。 

―  新しい材料及び／又は生産方法を導入する場合，組織は，その導入に先立って，製品及びサービスに関して，［独立した第

三者による］健康リスク評価を実施することが望ましい。すべての関係資料を公的に利用できる状態にすることが望ましい。 

― 安全に関する極めて重要な情報を消費者に伝える。可能な場合には，文書による情報に加えて，望ましくは国際的に承認さ

れているシンボルを使う。 

―  製品の適切な使用に関して消費者を指導し，目的とされている使用又は通常予測可能な使用に伴うリスクに関する情報を

消費者に提供する。 

―  供給業者，輸出者，輸入者，小売業者及びその他の関連組織は，製品が自己の監督下にある間に不適切な取り扱い又は

保管を通じて危険な状態になることを防止する措置を講じることが望ましい。 

 

たとえこれらの推奨事項に従ったとしても，リスクが予測されない場合があるかもしれない。そのような場合に備えて，組織は製品

リコールを確立することが望ましい。それは，組織が次を行うことが望ましいということを意味する。 
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― 製品を回収することができるように，生産及び流通網を通じて製品を追跡するシステムを確立する。 

― 製品リコールのためのシステムを運用可能にする。 

―市場に出された後に，製品が不測の危険を呈する又は欠陥品である，若しくは誤解を与える又は虚偽の情報を包含すると判

明した場合，組織は次を行うことが望ましい。 

― 他の組織によって販売された場合でも，製品が販売されたすべての国の関係機関，メディア及びウェブサイトを通

して通知する。通知に際し，組織は次を明確に行うことが望ましい。 

― 製品及びその製造時期を特定する。イラストを用いて製品及びリコールに対する認識を高める。 

―  製品がもたらすリスクの種類及びその回避方法を特定する。 

―  製品を返品するために消費者がなすべきことを説明する。 

―  消費者のための補償の種類に関する情報を提供する。 

―  製品が引き起こす可能性のある危険又は被害の程度に応じて，まだ流通網にある製品をすべて回収し，製品又はそれらの

包装にラベルを貼る。 

―  社会的弱者及び農村部の住民に情報を伝えるための追加的措置を講じる。 

―  可及的速やかに欠陥製品を修理，交換，変更又は他の製品と置換する。 

 

6.7.5 消費者課題3： 持続可能な消費 

6.7.5.1 課題の説明 

1998年アースサミットの原則8，議題21は，すべての人々にとって持続可能な発展及びより高い生活の質を達成するために，国

家は，持続可能でない生産及び消費のパターンを排除し，適切な人口政策を促進することが望ましいと述べている。組織は，より

持続可能な生産プロセスを実施し，環境的及び社会的に有益な製品及びサービスを設計し，組織並びにその製品及びサービス

両方の社会的責任に関連するパフォーマンスについての情報を消費者に提供することにより，持続可能な消費のために自ら貢

献することが望ましい。 

 

消費者は，購買決定において，製品及びサービスの社会的及び環境パフォーマンスを考慮することにより，持続可能な発展の育

成のために極めて重要な役割を果たす。 

 

6.7.5.2 期待及び／又は関連する行動 

組織は，消費者に社会的及び環境的に有益な製品及びサービスを提供し，環境及び社会へのマイナスの影響を回避するために

次を行うことが望ましい。 

 

―  ライフサイクル全体を考慮し，可能な限り効率的に機能する耐久性のある物品及びサービスを提供する。これは，最も効率

的な製品又はサービスの環境パフォーマンスを特定し，待機時のエネルギーの損失を大幅に削減することによって行われること

が望ましい。 

―  騒音及び廃棄物等，製品及びサービスが健康及び環境に与える影響を可能な限り削除し，最小限に抑える。 

― 簡単に再使用，修理又は再資源化ができるように製品を設計する。 
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― 包装を最小限に抑えることにより廃棄物を減らし，再資源化及び処分のためのサービスを提供する。 

― 消費者に対し，適切な廃棄処理システム並びに二次使用及び最終処分に関する説明書を提供し，それについての情報を伝

える。 

 

組織は，消費者が持続可能な方法で消費することを可能にするために，次を行うことが望ましい。 

 

―  消費者に対し，製品又はサービスが製造又は提供される環境的及び社会的状況に関する情報を提供する。情報には，バリ

ューチェーンを考慮に入れるとともに，関連のある場合には資源効率に関する情報も含めることが望ましい。 

―消費者に，製品及びサービスの持続可能性に関する情報を提供する。これには，これらの製品及びその包装の，パフォーマン

ス，原産国，エネルギー効率（該当する場合），内容物又は原材料（該当する場合にはGMOの使用に関する言及を含む），健康

への影響，副作用，安全使用，保守，保管及び処分に関する情報を含めることが望ましい。これは，平均的性能又は最良慣行に

基礎を置くことが望ましい。 

―  エコ表示スキーム及び／又は他のベンチマークを活用して，製品及びサービスの環境的及び社会的品質を伝える。4） 

 

 

消費者に対して製品及びサービスへのアクセスを可能な限り広く提供するために，組織は，ユニバーサルデザインの原則を採用

することが望ましい。組織は，例えば次を行うことが望ましい。 

 

― 例えば，目の見えない人々に対し，触知警告などといった，視覚的以外の形態で情報を提供することにより，製品及びサービ

スに関する情報を障害者が入手可能な状態になるように努力する。 

―  ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム（W3C）ウェブアクセス指針に準拠するウェブサイトを作成する。 

―  ちらし上の文章又は店舗内の値札などといった製品及びサービスに関する情報を，弱視の人々が困難なく読めるような方法

で表示する。 

― 国内，地域又は国際的な基準又はその他の規格を用いて，製品及びサービスのアクセス可能性（高齢者及び障害者にとって

のユーザビリティ）に関する情報を提供する。 

 

6.7.6 消費者課題4： 消費者サービス，支援及び紛争解決 

6.7.6.1 課題の説明 

最良の組織でさえも，その製品及びサービスが意図されたとおりに機能し，消費者がそれらの使用方法を知っていることを保証

することはできない。したがって，組織は，商品及びサービスの購入又は提供後でも消費者が公平な対応を受けることを確実に

するためのコミュニケーション経路を確立することが大切である。 

 

6.7.6.2 期待及び／又は関連する行動 

組織は次を行うことが望ましい。 

― 消費者に対し，一定期間中に返品する選択肢を提供することにより，苦情を防止するための予防措置を講じる。5） 

 

4）ガイダンスはISO 14021，14024及び14025を参照。 
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― 欠陥のある物品の無償修理又は交換，若しくは満足のいかないサービスのための救済策を提供し，［輸送費及び包装費を全

額提供し，製品のライフサイクル期間中は交換可能部品及び消耗品を入手可能な状態にしておくことにより］，法律で保証される

保証期間を超える一定期間の保証を提供する。 

― 例えば製品表示に連絡先情報を掲載するなどの方法により，紛争解決及び救済メカニズム6）ばかりでなく供給後のサービス

及びサポートへもアクセスできる方法を消費者に明確に伝える。 

― 例えば最小限の待ち時間で有能なアドバイスが得られるホットラインなど，適切かつ有効なサポートシステムを提供する。 

―  遠隔販売プロセスで取得された製品を返品し，返金を受けるメカニズムを消費者に提供する。 

― 標準手法を用いて，製品及びサービス，サポート，保守及び修理システムに関する消費者満足度及び消費者の感情体験を

定期的に評価する。 

― 適正価格で保守及び修理を提供し，製品の予備部品の予測される入手可能性を透明化する。 

― 国内又は国際標準に基礎を置き，プロセスへのアクセス又はプロセスの使用のために手数料又は料金を課さない，代替的な

紛争解決メカニズム並びに紛争解決及び救済手続きを利用する7）。 

― 例えば一定期間内の補償など，顧客に適切な救済策を提供する。これは，組織から消費者に直接提供することもできるし，世

界中の代理店を通して提供することもできる。 

― 消費者が紛争解決メカニズムを利用する際に，法的手段を講じる権利を放棄することを消費者に求めない。 

 

6.7.7 消費者課題5： 消費者データ保護及びプライバシー 

6.7.7.1 課題の説明 

個人データは，公共及び民間団体によって広く収集及び処理され，不正使用される可能性がある。組織は，消費者のプライバシ

ー，特に個人を特定することが可能な情報が尊重されることを確実にするための役割を果たすことが望ましい。 

 

6.7.7.2 期待及び／又は関連する行動 

組織は，個人データの収集及び処理がプライバシーを傷つけることを防止するために，次の原則に従い，推奨される活動を行う

ことが望ましい。 

 

―  希薄性原則： 組織は，個人データの収集を制限することが望ましく，いかなる個人データも，適法かつ公正な手段によって

入手されることが望ましい。法律で要求されていない場合，データの収集は，物品又はサービスの提供のために必要不可欠であ

るか，又は消費者によって自発的に提供されるもののどちらかであることが望ましい。必要不可欠なデータの例として，製品が納

品される住所が挙げられる。 

 

 

 

5） 公正取引行動規範は，製品及び／又はサービスの提供の品質基準を保証することができる。ガイダンスは，品質マネジメン

ト：顧客満足--行動規範のための指針（ISO 10001）を参照。 

6） ガイダンスは，品質マネジメント：顧客満足—苦情対策のための指針（ISO10002）及び品質マネジメント：顧客満足–外部顧客

紛争解決システムに関する指針（ISO 10003）を参照。 

7） Op cit 
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―  目的明確化の原則：個人データの収集目的は，データの収集時よりも遅くない時点で，組織によって明確化されることが望

ましい。 

―利用制限の原則： 個人データは，目的明確化の原則により明確化された目的以外の目的のために，開示，利用又はその他

の使用に供されることは望ましくないが，次の場合はこの限りではない。（a）データ主体による，情報に基づく自発的な同意があ

る場合。つまり消費者は，データがどのように使用されるかについて知らされる必要があり，同意は自由に与えられる必要がある。

又は（b）法律の規定による場合。 

―  安全保護の原則：組織は，合理的な安全保護措置により，個人データを紛失もしくは不当なアクセス，破壊，使用，修正，開

示等の危険から保護することが望ましい。 

―  公開の原則：個人データに係る開発，運用及び政策については，一般的な公開の方針が取られることが望ましい。個人デー

タの存在，性質及びその主要な利用目的とともにデータ管理者の識別，通常の住所をはっきりさせるための手段が容易に利用で

きることが望ましい。 

－個人参加の原則： 個人は，データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かについて，データ管理者から確認を得て，

自己に関するデータに対して異議を申立てる権利を有する。その異議が認められた場合には，そのデータは消去，修正，完全化，

補正されることが望ましい。 

― 説明責任の原則： データ管理者は，上記の諸原則を実施するための対策に従っているかについて，説明可能であることが

望ましい。 

―  倫理的な行動の原則： 個人データは，消費者が自発的に同意しない限りマーケティング及びスパミングのために不正使用

されることは望ましくない。 

 

 

6.7.8 消費者課題6： 必要不可欠な製品及びサービスへのアクセス 

6.7.8.1 課題の説明 

［特に発展途上国の］［低所得］消費者は，多くの場合，水，基礎食品，医療，住居，エネルギー，教育，電気通信及び金融サービ

スなどといった必要不可欠な製品及びサービスへのアクセスを有さず，人権が損なわれている。政府は，すべての人々，特に低

所得者若しくは農村部又は遠隔地の住民が，これらの必要不可欠な製品及びサービスを入手することを可能にするための規定

を設けることが望ましい。 

 

6.7.8.2 期待及び／又は関連する行動 

―  政府は，すべての消費者が手頃な価格で必要不可欠な製品及びサービスを入手することを可能にするための，持続可能な

制度上の枠組みを開発することが望ましい。 

― 必要不可欠な製品及びサービスを提供する組織は，法的義務を負っていない場合であっても，経済的能力及び所在地に関

わらず，すべての人々に対し，これらの必要不可欠な製品及びサービスを手頃な価格で提供することが望ましい。 

―  必要不可欠な製品及びサービスを提供する公共及び民間組織は，適用される価格又は料金の設定に関連する情報を提供

した上で，透明な形で活動することが望ましい。 

 

6.7.9 消費者課題7： 教育及び認識 

6.7.9.1 課題の説明 

消費者は，物品及びサービスのライフサイクルにおいて不可欠な主体である。消費者が，十分な知識を持ち，自分たちの権利及

び責任を認識し，持続的に消費することを可能にするためには，彼らが教育を受けることが望ましい。 
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低所得消費者若しくは読み書きがあまりできないか又は全くできない人々を含む，農村部及び都市部の不利な立場にいる消費

者のニーズに，特別な注意が払われることが望ましい。 

 

消費者教育の目標は，知識の受け渡しのみならず，こうした知識に基づいて行動するための慣行を提供することでもあることが

望ましい。したがって，教育プロジェクトにおいては，内容に加えて，製品及びサービスの評価並びに比較を行うためのスキルも

教えることが望ましい。また，教育プロジェクトでは，消費に関する選択が環境を含む他者に与える影響についての認識も高める

ことが望ましい。 

 

6.7.9.2 期待及び／又は関連する行動 

 

組織は，消費者を教育する際，特に次に焦点を合わせることが望ましい。 

 

―  安全衛生 

― 適切な規制，救済の入手方法並びに消費者保護のための機関及び組織に関する情報 

―  製品ハザード 

―  製品表示 

―  基本的必需品の重量及び大きさ，価格，品質，信用状態及び利用可能性に関する情報 

―  金融及び投資製品 

―  環境保護 

―  材料，エネルギー及び水の有効利用 

―  持続可能な消費 

―  包装及び製品の処分 

 

 

6.8 地域社会の開発 

6.8.1 論拠 

社会の開発は，経済発展及び環境保護とともに，持続可能な社会の基礎を形成する。社会の開発のための主要責任は政府に

属するが，すべての組織は社会開発及び経済発展に貢献する可能性を有している。 

 

この影響は，一般的には，組織の地元地域において最も顕著であるが，組織の影響範囲内のすべての地域に達する可能性が

ある。 

 

コミュニティ参画は，組織及びその地域のステークホルダーが知り合いになり，互いの異なる役割，理念及び利害を尊重し，信頼

関係を構築するためのプロセスである。このプロセスの成果は，中核要素として公平と平等を備えた，社会開発及び経済発展の

ための協力である。組織は，地域社会の課題を支援するための特定のプログラムを通して貢献してもよいし，又は組織活動を積

極的な貢献の創出に合わせることにより貢献してもよい。 

 

経済発展は，社会のニーズをよりよく満たすために経済活動が増加し，多様化するプロセスである。社会全体の利益となるため

には，より高いレベルの所得及び富の達成に，経済発展プロセスによる生産物のバランスのとれた分配が伴うことが望ましい。 
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社会の開発は，健康，教育及び住居などといった適度な生活水準並びに社会の全体的な福利を構成する条件をいう。 

 

社会開発及び経済発展は相互に依存するものであり，組織の影響及び貢献は，コミュニティ参画プロセスによって大幅に高める

ことができる。 

 

 
自己の影響を認識し，地域社会の開発に貢献する組織は，ステークホルダーとの間により良い関係を構築し，評判が高まり，より

効果的なリスク及び機会のマネジメントが可能になる。 

 

6.8.2 原則及び考慮点 

ミレニアム宣言及びコペンハーゲン宣言などの国際文書は，地域社会への貢献に関する基本的原則を表現している。これらは，

すべての組織が，国家が担う目標及び歩み寄りに貢献することを要請している。 

 

社会の開発の原則に関するガイダンスは，5の社会的責任原則を参照すること。 

次は，組織が社会の開発に取り組む際に勘案することが望ましい考慮点である。 

― 公平な処遇の促進： 組織は，人種，種族的出身，ジェンダー，性的嗜好，宗教，障害，年齢及び不利点等の基準との関連に

おいて公平な処遇を促進することが望ましい。 

 

― 自立的意思決定の支援： 組織は，人々に対し，自己の能力，資源及び機会を最大化することができるような権限を付与する

ための活動を行うことが望ましい。 

 

― 連携での取り組み： 組織間における経験，資源及び取り組みの交換など，連携して能力を結合させることにより，総合的な経

済発展及び社会開発活動が個々の行動に比べて一層効果的なものとなる。連携には多くの異なる種類の組織が含まれ，国際，

国内，地方又は地域レベルでの活動が可能である。 

― 富及び所得の創出並びにそれらの公平な分配の促進 

 

6.8.3 地域社会の開発課題1： コミュニティ参画 

6.8.3.1 課題の説明 

組織が目的の達成において成功を収めるためには，すべてのステークホルダーとの間に尊重と信頼に基づく関係が必要となる。

地域内で関係を構築するには時間がかかる。 

主要課題： 地域社会の開発への貢献 

組織 

コミュニティ参画 

経済発展  社会の開発 
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ステークホルダーの期待を認識し，相談を受け，意思決定に参加するというステークホルダーの権利を促進することは，建設的な

関係の構築に役立つとともに，組織の目的を地域のニーズに合わせることにも役だつ。 

 

コミュニティ参画課題に取り組むために，組織は，地域の自立的意思決定の支援及び地域における社会的投資のみならず，協

議，対話及び交渉も考慮することが望ましい。 

 

協議，対話及び交渉は，組織と組織が事業活動を展開する地域との間の関係を改善するための貴重な機会を提供する。組織に

よって影響を受ける地域の特性及び構成を理解することは，組織の影響を解明し，これらの影響に対処するための適切な措置を

講じるにあたって，中核を成すものである。 

 

コミュニティ参画に関する2大課題は，地域のメンバーのために公正かつ公平な代表を確保すること及び，地域のメンバーが交渉

を通して自分たちの利害を表現するためのスキルを有しているという確信を持つことである。 

 

自らが社会に及ぼす影響の変化を理解することにより，組織は，自己のみならず社会にとって最大の利益となるように，自己の

活動を調整することができる。自己が地域に対して現在及び過去に与える影響，及び地域における自己の現在及び過去の経験

を考慮する組織は，コミュニティ参画課題に対処する態勢をより良く整えることができる。 

 

社会的投資に関しては，組織の貢献と，組織が投資する地域のニーズとを同一線上に並べることを目指すことが望ましい。 

 

6.8.3.2 期待及び／又は関連する行動 

組織は，コミュニティ参画を通して地域社会に貢献するために，次を行うことが望ましい。 

IDTFへの注記： LTFは，WD3からの地域への影響を7.3に統合することを推奨した。 

起草チームは，地域への影響は，次の3つの項目及びボックス17で示されるとおり，セクション6.8.3.2に属するものと考える。 

 

―  過去，現在及び未来の事業活動が地域に与える主要な社会的，環境的及び経済的影響を特定し，責任を持って管理する。 

―地元地域における主要な影響及び主要な開発課題を決定するために，地域に関する情報を収集する。 

－やむを得ずマイナス影響が及ぶ人たちに対し，十分な補償を提供する。影響を受ける地域を，適切な補償の決定に参加させる

ことが望ましい。 

 

ボックス 17 ［地域への環境影響の管理の例］ 

会社が地域内に流れる川に対する影響を分析し，廃水が以前抽出されたときに比べてきれいになるように，川に放出する水を処

理する技術を開発する。地元地域がこの新しい状況を活用し，娯楽目的のために川を利用する。 

 

 
―  地域に対して，関連情報へのアクセスを与え，有意義なコミュニケーションを行う（説明責任原則に関する5.2.4も参照）。 

―  組織は，地域のステークホルダーとの係り合いにおいて，新しい話題に関し，新しい方法で，馴染みのあるステークホルダー

のみならずそれまで無視されてきたステークホルダーも含めることが望ましい。主要な地元団体のみならず，例えば先住民又は

宗教的少数派等の社会的弱者及び周縁化された集団も特定することが重要である。 

 

ボックス 18 協議及び対話の例 

政府が都市計画の開発に地域を参加させる。 
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NGOが地域基盤プログラムの計画，実施，監視及び評価に地域を参加させる。 

新しいプロジェクトの工事期間中に，会社が地方自治体及び環境NGOと共に地域フォーラムを実施する。目標は，ステークホル

ダーの懸念及び期待を聞き，プロジェクトが地域に与える影響を管理することである。  

 

 

 

― 例えばスタッフ，費用及び時間などといった資源と，例えば専門知識及び経験などといった能力の両方の観点から，コミュニテ

ィのステークホルダーのニーズを特定，評価することにより，地域が交渉を通して自らの利害を表現する能力を構築，強化する。

地域が参画プロセスにおける有効なパートナーとなるために，地域に対してそのための権限が付与されることが望ましい。 

― 地域のステークホルダーと，誠意をもって，つまり広い心，プロセスに係る意欲及び合意に達しようとする純粋な欲求を持って，

交渉する。 

 

ボックス 19 交渉を通して自分たちの利害を表現するための地域の能力を強める例 

環境法を順守する近隣地域に多大な環境影響を及ぼす組織が，影響を受ける関係者を意思決定プロセスに関与させ，これらの

影響に対処するために地域環境委員会を組織する。地方自治体の環境部署及び地元の公共医療サービスが技術支援を提供

する。組織は，NGOと協力して，地域の代表者のために環境訓練プログラムを開発する。組織は，各セッションにおいて，重要な

情報を提供し，パフォーマンス向上の誓約を行う。これらを地域及び地方自治体が監視する。 

 

 

 

― 地域において，社会及び環境に対する組織の影響に関連する社会的投資を行う。組織が地域に対して行う投資は，組織が

地域に対して引き起こす可能性のあるリスク及び影響に比例していることが望ましい。 

― 適切な場合には，社会的投資の方向を地域の能力開発に向ける。 

― 組織の社会的投資は，例えば助成金交付，ボランティア及び寄付などといった他の社会的活動及び社会貢献活動を不可能

にするものではないことを認識する。しかしながらこれらは，組織の社会的投資に関する全体目標と一致していることが望ましい。

それらは，長期的発展のためのプログラム又はプロジェクトを通して地域に資源を提供することに焦点を合わせることが望ましい 

― 地域を計画及び開発に参加させることにより，持続可能な社会的投資プロジェクトを推進する。コミュニティ参画は，組織が参

加しなくなった後でも，プロジェクトの持続，繁栄を助ける。 

―社会的投資の計画に際しては，経済的，社会的及び人的開発の促進を考慮に入れる。すべての活動は，例えば地域経済の

発展を支援するために地域における調達及びアウトソーシングを増やすなど，市民にとっての機会を広げることが望ましい。 

― 社会的責任の文脈の中で，地方及び国家の方針を優先したうえで，組織の貢献を地域に合わせることの価値を考慮する。こ

れにより，持続可能な社会投資の成功の可能性が高まる。 

―組織の社会貢献活動に対する地域の依存を永続化するような活動を回避する。 

― 貧しいホスト・コミュニティにおける参加には，特別な配慮をする。 

― 既存の地域関連イニシアチブを評価し，それらの成功及び適合性に関するフィードバックを提供し，改善の余地がある箇所を

特定する。 
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ボックス 20 ［地域における社会的投資の例］ 

― 会社が地元地域における調達の増加に努めている。会社は，造園，洗濯サービス，自動車の保守及びリサイクル等のサー

ビスの供給に関して，地元の人々と協働することにより，地元の能力を育成する。 

 

― 製材会社が認定製品を輸出している。会社は，NGOと協力して，財源のみならず技術支援及び技術訓練も提供することに

より，小規模生産者が認証を取得する手助けをする。この活動は，会社のサプライチェーンにこれらの小規模生産者を統合する

ことに貢献する。 

 

― 政府が，調達スペシャリストに，歴史的に活用されていない事業を入札に参加させることを要請する。 

 

― 法人が，技術支援及び運転資金を含む積極的な供給業者の多様性イニシアチブ及びプログラムを促進する。 

 

注記： LTFは，ボックス18を含む次の協議，対話及び交渉を，7.3に統合することを推奨した。起草チームは，次を移動することで

合意した。TＧ-6からの最終合意はまだ受領されていない。 

 

― ［ステークホルダーに意見を述べる権利を与え，これらのステークホルダーに対する説明責任を引き受ける］セクション7.3に

移動することを推奨する。 

― ［やがて，組織とコミュニティ及び／又は政府若しくはNGOなどといった他のステークホルダーとの間に，戦略的提携が生まれ

るかもしれない］セクション7.3に移動することを推奨する。 

 

6.8.4 地域社会の開発課題2： 経済発展への貢献 

6.8.4.1 課題の説明 

経済発展のプロセスは，所得の増加の基礎であり，社会に幅広い影響を及ぼす。高所得によってもたらされる物品及びサービス

へのアクセスは，平均余命を伸ばし，高レベルの教育の達成を可能にし，健康を促進し，人権保護に貢献する傾向がある。 

 

社会の経済発展は，統治に関する公共政策，法の支配，規制，経済政策，財産権等に依存している。しかしながら，すべての組

織及びその事業活動は，経済全体及び経済発展に対し，国際，国内又は地域レベルで影響を及ぼす。多くの場合，組織及びそ

の事業活動によってプラスとマイナス両方の影響を大きく受けるのは地域レベルである。経済発展は，社会問題を克服するのを

手助けするばかりでなく，関与している組織を強化することもある。 

 

雇用は，国際的に認められた経済発展に関する目標である。雇用創出により，組織は，貧困との闘い及び発展の推進に対して

多大な貢献をすることができる。 

 

税収は，関係当局に対し，例えば交通機関や教育等の公共サービスなどのインフラストラクチャーを管理及び開発するため手段

を提供する。政府は，公正な税制の確立及び管理，並びに税収の効果的利用において重要な役割を果たす。市民社会組織は，

政府によるこれらの活動を精査することによって，税制の機能及び財源の有効利用に貢献することができる。 

 

組織が持続可能な発展に貢献することができる物品及びサービスを開発するにあたって，革新，技術及び科学面での大きな可

能性がある。低発展及びそれに関連する問題を克服するために，国は，数ある中でもとりわけ，現代技術へのアクセスが必要で

ある。 
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経済発展は，投資，財源の有効利用及び生産性に大きく依存している。責任のある投資は，投資者が社会に有益な活動を優先

的に選択するための手段である。有益な活動の優先的な選択は，現在及び未来の社会の福祉への貢献と見なすことができる。 

 

6.8.4.2 期待及び／又は関連する行動 

 

組織は次を行うことが望ましい。 

 

― 投資に関する決定が雇用創出に対して及ぼす影響を考慮し，実行可能な場合は，貧困レベルが高い地域に直接投資する。 

― 技術選択が雇用に対して及ぼす影響を考慮し，実行可能な場合は，雇用機会を最大化する技術を選択する。 

― 経済にもたらす価値を最大化するために，生産性及び／又は効率を継続的に向上させる。 

― 相互の利益となる場合には，例えば大学又は研究所などの地元組織と提携関係を組むことを検討し，適切な場合には，科学

及び技術開発を地元地域で行い，この仕事のために地元の人々を雇用する。 

― 実現可能な場合には，技術の移転及び拡散を可能にする慣行を採用する。該当する場合，組織は，地元の長期的発展に貢

献するために，ライセンス又は技術の移転のための合理的な諸条件を設定することが望ましい。 

― アウトソーシングに関する決定が，決定を下す組織内及びそのような決定の影響を受ける外部組織の両方における雇用創出

に対して及ぼす影響を考慮する。 

― 天然資源の複合的使用を追及し，貧困軽減のために資源を利用する努力を尽くすことを含め，資源を有効利用する。 

― ［所有権を支持し，所有権の尊重を推進する］（IDTFへの注記：これは公正な事業慣行で取り扱ってもよい） 

― 地域の天然資源を使用する前に，地元地域からその使用に関するインフォームド・コンセントを得て，地元住民，特に先住民

による天然資源の伝統的な利用を尊重する。  

― 地元の供給業者の物品及びサービスを優先的に選択し，可能な場合には地元の供給業者の発展に貢献する。 

― 納税義務を果たし，当局が正確な税額を決定することができるように必要な情報を提供する。組織は，法令又は規制の枠組

みで意図されていない免税を模索するか又は承認することを控えることが望ましい。  

― ［移転価格慣行を，独立企業の原則に適用させる。］（IDTFへの注記：起草チームは，この項を公正な事業慣行で取り扱うこと

を推奨する。最終合意は未だ受領されていない） 

― ［合意の目的が当局に説明責任を負わせるために利用されうる情報を隠すことである場合には，ホスト国の財政当局と合意

に達することを控える。］ 

（IDTFへの注記： 起草チームは，この項を公正な事業慣行で取り扱うことを推奨する。最終合意は未だ受領されていない） 

― 投資対象の組織又は投資しようとしている組織の，環境的，社会的及び組織統治に関する側面，並びに社会的責任を考慮す

る。 
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― 株主権を活用して，投資した組織の社会的パフォーマンスを向上させる。 

― 投資に関する意志決定において，ホスト地域社会に及ぼされるプラスの影響を考慮する。 

 

ボックス 14 経済発展への貢献の例 

森林プランテーションを所有する大規模な製紙会社が地域の小規模企業による森林在庫の販売を支援する。 

 

国有企業がダムの建設前に地元地域と協議する。 

 

自動車製造業者がサプライチェーンの中小企業に技術及び経営に関する訓練を提供する。 

 

大規模な投資銀行が，“トリプルボトムライン”，つまり経済的，社会的及び環境的要因に基づく基準を満たす組織にのみ投

資するファンドを組成する。 

 

6.8.5 地域社会の開発課題3： 社会の開発への貢献 

6.8.5.1 課題の説明 

現在，公平な社会の開発が達成されているというには程遠い。貧富の格差は著しく拡大し，社会的疎外は圧迫感のある現実とな

っている。社会問題は，社会の主体すべてにマイナスの影響を及ぼす重大な障害であり，すべての人にとって発展の権利を現実

のものとするために相対する必要がある。 

 

組織は，バリューチェーンにおける活動を含め，あらゆる事業活動を通して社会の開発にプラス及びマイナスの影響を及ぼす可

能性がある。自己の影響範囲内で社会の開発にプラスの貢献を創造できるように活動を調整する組織は，ステークホルダーとよ

り良い関係を構築し，評判が高まり，より効果的なリスクマネジメントが可能になる。 

 

社会の開発に貢献するために，組織は，市民の間に，社会の開発への潜在的貢献に関する認識を高めることが望ましい。また，

組織は，社会の開発に必要不可欠な社会全体の影響を考慮する際に，社会の開発の中核をなす，公衆衛生の促進，教育の促

進及び教育及び貧困及び飢えの軽減等の課題にも対処することが望ましい。 

 

社会的一体性の点で，文化は非常に大きなプラスの影響を与えることができるため，文化の促進及び文化遺産の保護も，社会

の開発の一環を成すものである。 

 

国連ミレニアム開発目標は，公平な社会の開発を達成するために社会のすべての主体による積極的な参画を求めている。各組

織は，自身の活動分野における具体的な活動を通して社会の開発に貢献することが望ましい。 

 

6.8.5.2 期待及び／又は関連する行動 

組織は次のために努力することが望ましい。 

 

― 市民の活動が社会の開発に対して有する重要性並びに市民の権利及び責務を市民に伝えることにより，市民の認識を高め

ることに貢献する。 

― 市民の社会的責任に関する自発的な活動を奨励及び支援する。 

― 地域及び市民が公共の方針及び支出の策定及び実施に参画することを可能にするために，能力構築を支援する。 
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― 例えば，薬及びワクチンへのアクセスを提供することにより，並びに運動，良好な食習慣及び不健康な物質の消費の回避な

どといった健康的なライフスタイルを推進することにより，健康を促進する。 

― HIV／AIDS，ガン，心臓疾患，マラリア及び結核などといった主要疾病及びそれらの予防についての認識を高める。 

― 病気を防ぐ手段として，必要不可欠な医療サービス及び清潔な水並びに適切な公衆衛生を入手するための支援を提供する。 

― ステークホルダーに対して文化活動を推進する。地元の文化及び文化的伝統を尊重し，大切にする。マイノリティのアイデン

ティティを強化するための文化活動を支援するための活動は，差別と戦うための手段として特に重要である。 

― 特に組織の活動が文化遺産に影響を及ぼす可能性がある場合には，文化遺産の保存及び保護を支援する。 

― あらゆるレベルの教育を推進及び／又は支援し，教育の質を高め，地元の知識を奨励し，非識字を根絶するための活動に関

与する。 

― 子どもたちが正式な教育を受けることを推奨し，児童就労等，子供たちが教育を受ける際の障害を排除するために貢献する。 

― 低所得の社会的弱者の能力，資源及び機会を増加させることの重要性を考慮に入れた上で，彼らのために食料及びその他

の基本的必需品へのアクセスを提供するプログラムに貢献する。子供の栄養に特別な配慮がなされることが望ましい。 

― 簡単に反復可能で，貧困及び飢えの根絶のために高い社会的影響を有する，社会的起業投機及び低コスト社会的技術の開

発を支援する。 

 

ボックス 12 行動の例 

大企業が，被雇用者が初等教育及び中等教育を修了することができるように工場内に教室を設置する。 

政府が，教育を促進し児童就労と戦うための手段として，貧しい家族が子供を学校に行かせることができるように経済支援

を提供する。 

 

 

7 組織が社会的責任を実施するためのガイダンス 

7.1 一般 

この項は，社会的責任の慣行の開発，統合及び実施に関する実用的なガイダンスを提供している。ここでは，どのような種類又

は規模の組織でも取るような行動を特定している。ここに記載されている行動は，段階的アプローチとして取り入れられる必要は

ないが，すべての主要な要素が考慮されることが望ましい。組織によっては，要素を別の順序で実施するのがより適当な場合も

あるかもしれないし，一つ又は複数の要素を繰り返すのが適当な場合もあるかもしれない。 

 

社会的責任を包括的に取り扱うことは，時間のかかる継続的活動である。社会的責任を実施する組織は，多くの場合，活動，物

品又はサービスが何であるかを検討する。したがって，組織は，5.の社会的責任原則及び6.の社会的責任の主要課題を検討し，

自身の方針，戦略及び活動を– 自身のサプライチェーンに沿っても – 適宜に評価する。その後，組織は，ここで提供されている

ガイダンスに従って何をする必要があるかを決定する。 

 

社会的責任はまた，組織がそのステークホルダーに与える影響を考慮することも包含する。組織は，社会的に責任あるために着

手する活動を，組織の特性，背景及びステークホルダーからのフィードバックに従って，特定，優先順位付け，及び調整を行うこと

が望ましい。 
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組織が活動する背景は，その理念，方針及び戦略，並びにステークホルダーとの関係及び日常慣行にも影響を及ぼす。進展及

び説明責任を果たすために，組織はその活動及び進捗を見直し，それらを伝達することが望ましい。 

 

こうしたすべての活動は相互依存関係にある。この規格は，組織の既存のモデル，戦略及び慣行と両立可能であり，それらの中

に統合されることが望ましい。 

 

7.2 組織にとっての社会的責任の範囲の定義 

7.2.1 主要な考慮点 

社会的責任を実施する上での予備段階として，組織は，ステークホルダーと協働して，活動のための社会的責任の範囲を特定す

ることが望ましい。範囲には，誰（人及び事業体），何（社会的責任の影響及び課題），どこ（場所），並びに特有の適用に応じて，

いつ（期間）が含まれる。組織は，その社会的責任に関する特性情報を収集及び評価し，組織が活動する社会的責任の背景を

理解した上で，組織が行動を起こす可能性がある社会的責任の最も広い“一般的範囲”を特定することが望ましい。 

 

次に，社会的責任に関係する組織の特定の手段及び目的の対象範囲を定義しながら，より具体的かつ一般的にはより狭い範囲

（“適用される範囲”）を設定することが望ましい。こうした手段及び目的は，例えば，組織の理念声明（組織が何を目指している

か），綱領（組織の役割及び目的），戦略及び目的（7.4），目標（7.5），公開報告（7.6），並びに組織が社会的責任をその活動，製

品及びサービスに統合するのに役立つその他の手段を包含してもよい。適用される範囲は，狭いものから始まって時間とともに

広がってもよく，目的ごとに異なっていてもよい。小規模組織は，資源の限界を考慮して，多くの目的に対して適用される範囲を狭

いまま維持することが適切であると感じるかもしれない。 

 

特性及び背景を吟味し，社会的責任の一般的範囲及び適用される範囲を設定するというこのプロセスは，状況の変化及び新し

い情報の入手可能性を明らかにするために，時々繰り返されることが望ましい。このプロセスを実施するにあたり，組織は，組織

自身の活動の種類に適用することができるモデルとなる一連の課題，影響及び範囲を，同業者と一緒に開発することが役立つと

感じるかもしれない。 

 

7.2.2 組織の特性及び社会的責任の背景の説明 

組織は，社会的責任に関する特性を説明するために，特定の情報を収集及び評価することが望ましい。狙いの焦点は，一般的

範囲及びさまざまな適用される範囲において，事業体，課題及び配置されるべき場所の特定に有用であるような情報に合わせる

ことが望ましい。社会的責任への道を歩み始めたばかりの組織は，こうした情報の中には利用できないものもあると感じるかもし

れない。この場合，組織は，利用可能な情報を編纂し，その後，後続の範囲設定活動の間に，特性を精緻化することが望ましい。

特性情報は，次を包含してもよい。 

 

― 組織の理念，使命及び目的並びにその主要活動単位 

― 主要な所在地及び地理的な範囲，組織構造（例えば，非営利企業，提携関係）及び運営統治構造（例えば，最高執行責任者

及び監査委員会を伴う監督委員会），主要な顧客及び供給業者，主要な競合他社，製品及びサービス，労働者構成，年間収入

及び支出，及びその他の定量的情報 

―7.3に概説されているとおり，組織が係り合うことが望ましいステークホルダー 

―組織が自発的に承認する重要な社会的責任規範及び文書，並びに組織の社会的責任に関する一般方針 

― 組織の主要顧客によって発行された供給業者向けの社会的責任に関する要求事項，及び組織に資金を提供する当事者から

組織に対して課せられる社会的責任に関する要求事項 
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―監視及び評価プロセスから生成される社会的責任に関するパフォーマンス情報（7.7参照）。これには，例えば，組織の活動及

び慣行が内部及び外部の要求事項を満たしている程度を含む。この目的のためには，訴訟記録，監査結果，規制施行記録，パ

フォーマンス報告，ステークホルダーからのコメント並びにその他の文書及びデータの見直しが役立つかもしれない。また，組織

の社会的責任に関する目的及び目標，並びにそれらを達成するための最近のパフォーマンスを吟味することも役立つかもしれな

い。 

― 戦略，方針，製品，サービス，及び主要な活動における最近の大きな変化及び予測される大きな変化 

― 業務分野又は部門における現在の動向及び推定される将来の動向 

― 人的資源及びその他の資源に関するものを含む，組織の主要な長所，競争力及び短所 

― 組織の社会的責任行動及び活動に関する最近の注目に値するマスコミ報道，組織の影響範囲内の主要な事業体及び主要

な競合他社，並びにそれらが発行した最新の社会的責任報告書（存在する場合） 

 

組織は，活動する社会的責任の背景を理解するために，組織及び組織の影響範囲内の事業体に関係する可能性がある進行中

の主要な社会的，文化的及び環境的動向を特定することが望ましい。また，組織は，4.の背景，5の原則，並びにその他社会的

責任に関し重要で関係のある，行動に関する期待，法的基準及び文書を考慮することが望ましい。 

 

7.2.3 一般的範囲及び適用される範囲の定義 

組織は，特性を特定し，活動する社会的責任の背景を理解し，ステークホルダーの意見を考慮に入れた後，こうした情報を利用

して社会的責任の一般的範囲を特定することができる。これは，組織が考慮することが望ましい最大範囲を特定するために次の

3つの質問に答えることを含む。 

1） 誰？範囲の中で対象となる可能性がある事業体及び人は誰か？ 

これは，組織及び組織の影響範囲内の事業体を含む。事業体の行動又は方針が組織によって制御される若しく

は組織の十分な影響下にある場合，事業体は，組織の影響範囲にあると見なしてもよい。これは，組織の上流部

門（サプライチェーン及び請負業者など）及び下流部門（流通及び顧客など）からなるバリューチェーン内のさまざ

まな事業体を包含してもよい。また，組織は，組織と平行な立場にある事業体（業界団体及び部門別組合など），

並びに組織のステークホルダー内にいるその他の事業体を包含してもよい（7.3参照）。サプライチェーン内にお

ける制御の程度は，チェーン内の組織の規模，複雑さ及び種類，並びに組織の競合状態－つまり，類似する組

織と比較した場合の組織の強さ－及びチェーン内の事業体の数に関係しているかもしれない。 

 

2） 何？どんな社会的責任課題及び影響が対象となるか？ 

組織は，ステークホルダー（7.3参照）と協働して，組織自身の運営，活動,製品及びサービスと直接関係する重要

な社会的責任課題並びに組織の影響範囲内の事業体と直接関係する重要な社会的責任課題を特定することが

望ましい。この重要な課題リストを策定する際，組織は，6．に記載された課題の吟味から始めることが望ましい

が，他の課題を考慮してもよい。ヘルプボックスを参照すること。 

 

課題は，その実際的又は潜在的影響が重要である場合若しくは組織又はそのステークホルダーの評価及び決

定に相当の影響を及ぼす場合に，重要と言える。影響には，組織自身の運営，活動，製品又はサービスに及ぶ

影響，若しくは組織の影響範囲内の事業体の運営，活動，製品又はサービスに及ぶ影響が含まれる。また，影

響には，組織及びそのような事業体によって生成される影響も含まれる。影響は，測定，計算，又は合理的推定

に基づく方法若しくは組織及びそのステークホルダーのエキスパートの判断に基づく方法を含むさまざまな方法

を用いて決定されるかもしれない。 
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課題を評価して，実際的又は潜在的に重要な影響を有するかどうかを決定する際，組織は，特性及び背景情報

に焦点を合わせ，その課題及び影響が同業組織によって取り扱われているか，メディアで広く取り上げられてい

るか，政府又はその他のステークホルダーの苦情で提起されているか，又はその他の方法で組織に伝達されて

いるか，若しくは組織の成功にとって重要であるかを問うことが役立つと感じるかもしれない。 

 

3） どこ？組織及び対象となるその他の事業体の，どこにおける運営及び活動が取り扱われる可能性があるか？ 

この情報の大部分は，特性から引き出すことができる。 

 

このプロセスは，課題及び影響の特定若しくは事業体及び場所の特定のいずれかの特定から開始してもよい。しばしば，これら

のうちの片方がもう片方につながっている。 

 

ひとたび，誰（事業体又は人），何（影響及び課題）及びどこ（場所）に関する一般的範囲が定義されれば，組織は，その後，どの

ようにこの範囲を狭めて社会的責任に関連する特定の目的又は手段のための“適用される範囲”を開発するかを考慮することが

できる。適用される範囲は，誰，何，どこ及びいつ，つまり対象となる事業体及び人，影響及び課題，並びに場所，期間を特定す

る。  

 

特定の目的又は手段のための適用される範囲を設定する際，組織は，目的，利用可能な資源，さまざまな脅威の制御及び社会

的責任に関連する機会の実現における組織の成功に対する重要度，組織の文化との一貫性，一般の認知度又は行動を求める

世論の圧力，社会的責任に関する重要な動向に対する反応性並びに実施の容易さに関連する，社会的責任の影響及びステー

クホルダーの見解の重要性及び範囲を考慮することが役立つと感じるかもしれない。適用される範囲の中にどの重要な課題を含

めるかを決定する際には，その課題が組織にとって限定的な影響のみをもつ事業体に存在している場合でも，潜在的影響が最

大である課題又はステークホルダーの関心事である課題を特別に考慮することが望ましい。 
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ヘルプボックス __ さまざまな種類の組織にとっての潜在的に重要な社会的責任課題の例 

組織の例 社会的責任課題 

大手食品加工会社 小さな自動車修理店 NGO 労働組合 

組織統治 最高経営責任者の報

酬 

税法令順守 役員の選出に関す

る定款の順守 

公正な組合員募集慣

行 

人権 農園における児童就労 雇用における非差別 中核的目的としての

人権の推進 

リーダーシップの多様

性 

労働慣行 被雇用者の健康＆安

全 

適正賃金 過度の労働時間 従業員の能力開発及

び福利厚生 

環境 水の保全 溶媒の廃棄 移動による温室効

果ガス 

紙のリサイクル 

公正な事業慣行 政治資金制限の順守 非略奪的価格形成 責任ある資金要請 汚職防止 

ボックス __ 一般的範囲及び適用される範囲 

一般的範囲 

（最大範囲） 

-誰（事業体）？ 

-何（課題／影響）？ 

-どこ（場所）？ 

適用される範囲 
（特定の目的のため*） 
-誰（事業体）？ 
-何（課題／影響）？ 
-どこ（場所）？ 
-いつ（期間）？ 

*目的の例  

-使命，理念の構築（7.4.2） 

-目標設定：目的（7.4.3）目標（7.5.4） 

-報告（7.6） 

-監視（7.7.2） 
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慣行 公正な政治運動慣行 

消費者課題 食品安全，栄養 

責任ある広告活動 

自動車修理の品質，顧

客紛争解決手続き 

中核的目的としての

消費者権利の推進 

組合員候補に関するデ

ータのプライバシーの

保護 

地域社会への貢献 慈善寄付 地域のボランティア活

動 

市民の権利に関す

る地域教育 

外部委託に関する組合

交渉による地域への影

響 

その他の社会的責

任課題［編集者の

注記：その他の課題

が特定されない場

合はこの行を削除

する］ 

？ ？ ？ ？ 

 

 
7.3 ステークホルダーとの協働 

7.3.1 主要な考慮点 

すべての組織は，顧客，被雇用者，政府又は地域などといった個人又はグループとコミュニケーションを取ることによって，すでに

ある種のステークホルダーエンゲージメントに取り組んでいる。組織は，ステークホルダーとの対話及びエンゲージメントのために，

必ずしも新たなコミュニケーションシステムを開発する必要はないが，既存の経験，アプローチ及び成果の上に築いていくことを

要する場合がある。エンゲージメントは，ステークホルダー自身から要求される場合もあり，常に組織から開始されるとな限らな

い。 

ステークホルダーエンゲージメントは，3つの主要な構成要素で成り立っている。 

 

― ステークホルダーの特定 

― ステークホルダー及びその利害の優先順位付け 

― エンゲージメントプロセス 

 

組織は，自己が決定する優先順位に従って，社会的責任に関連する行動全体について，若しくは具体的な課題又はプロジェクト

について，ステークホルダーと係り合うことが望ましい。プロセスに参加する人々の期待を管理するために，エンゲージメントの目

的が，最初から明確になっていることが望ましい。 
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7.3.2 特定プロセス 

組織は，組織及び／又はプロジェクト／課題レベルでその活動及び影響に利害を有する，内部及び外部両方のすべてのステー

クホルダーを特定することを目指すことが望ましい。組織の既存の関係は，ステークホルダー特定の開始点として利用することが

できるが，組織がまだ関係を持たないステークホルダーも考慮に入れることが望ましい。ステークホルダーを特定するために，組

織は，例えば次のような多くの質問について自問自答することができる。 

 

― 組織又はそのプロジェクトによって，プラス又はマイナスの影響を受けるかもしれない利害を持っているのは誰か？ 

― 過去に，同じ地域で同様の事柄に関与したのは誰であったか？ 

― 関与したいと言ったのは誰であったか？ 

― 組織による社会的責任へのアプローチの改善に役立つような専門知識を有しているのは誰か？ 

― エンゲージメントから締め出されると不満を抱く又は不利な立場になるのは誰か？ 

― 肯定的であれ否定的であれ，組織の活動，製品及び／又はサービスの持続可能性に関し，懸念を特に抱いているのは誰

か？ 

 

いったん特定プロセスに入ったら，ステークホルダーのリストは文書化されることが望ましい。また，利害及び関係は時間とともに

変化するので，定期的に見直されることが望ましい。ステークホルダーの優先順位付けに先立って，さまざまな種類の組織が自ら

のステークホルダーの範囲を特定するための方法に関するアイデアについては，ヘルプボックス7.3を参照のこと。 

 

7.3.3 優先順位付け 

ステークホルダーを特定した後，組織はステークホルダー及びその利害を優先順位付けすることが望ましい。 

組織がこれを行うには，次のようなものを含め，様々な方法がある。 

 

― 7つの主要課題に対するステークホルダーの関係及び／又は関連性（6.参照） 

― どの活動が，組織又はそのステークホルダーの利害に最も大きな影響を与えるかを特定するリスクマネジメント・アプローチ 

― 組織と法的な関係を有するステークホルダーから出された利害と，国内法若しくは国際的に承認されている協定，原則又は

推奨事項に基づく利害を考慮する。 

― 組織の資源をエンゲージメントプロセスのコスト及び複雑性に適合させる–シンプルなものからより挑戦的なものまで。 

 

優先順位付けを通して，組織は，より少数のステークホルダーとより効率的に係り合うこととなり，プロセスがより管理しやすいも

のとなる。ステークホルダー及びその利害の優先順位付けは，関係を示し，その結果ステークホルダーのニーズ及び課題を組織

の戦略及び活動に統合することを助ける（ヘルプボックスを含む7.4参照。） 

 

7.3.4 エンゲージメントプロセス 

ステークホルダーエンゲージメントのプロセスは，組織の社会的責任を高めるという最終目的を持って，組織とそのステークホル

ダーとの間に信頼を構築することを目指すものである。信頼は，パフォーマンス及び透明性の組み合わせを通して構築され，組

織とそのステークホルダーとの間の，社会的責任の利害に関する双方向コミュニケーションを含む。 
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ステークホルダーの信頼を確実なものとするために，組織は，状況及び条件に応じて適切な方法でステークホルダーと係り合うこ

とが望ましい。例えば，企業秘密又は個人の医療記録に対する制限などによって，機密性保持のための正当な関心事について

の規定を設けることが望ましい。 

 

7.3.4.1 エンゲージメント計画 

組織は，何らかのエンゲージメントを開始する前に，準備を整えることが望ましい。ステークホルダーエンゲージメント及びコミュニ

ケーション計画の開発は，コミュニケーション方法及び頻度を含む，ステークホルダーとのコミュニケーションの具体的手段を決定

することに役立ち得る。計画は，ステークホルダーに伝達され，文書の形で簡単に入手可能であり，時間とともに徐々に進化して

いくことが望ましい。 

 

組織は，ステークホルダー自身がエンゲージメントプロセスのための準備が整っていないかもしれないということを考慮することが

望ましい。組織は，ステークホルダーのニーズを評価し，ステークホルダーがエンゲージメントプロセスに完全に参加することがで

きるように，何らかの能力構築を支援することが望ましい。 

 

ステークホルダーは，自分たちの利害が理解されているのだということを確信するために，プロジェクト又は意思決定プロセスの

早い段階から係ることが望ましい。組織は，ステークホルダーからの批判的又は否定的なフィードバックに備えておくことが望まし

い。ステークホルダーからの批判的又は否定的なフィードバックは，改善のための道を提供してくれるかもしれない。 

 

7.3.4.2 エンゲージメント技法 

ステークホルダーエンゲージメントの方法は，資源及びコミュニケーションの形態に適合したものであることが望ましい。これらは，

グループ対話から電話及びEメールまで広範囲に及ぶ。使用される方法に関わらず，対話の記録は後で参照できるように維持さ

れることが望ましい。 

 

特定の目標を積極的に達成するために，ステークホルダーと提携関係を結ぶほうが都合が良い場合もある。提携関係及び協力

関係は，既存の衝突に双方両得の解決策を生み出すことができる独創的な思考の源泉であり，組織とそのステークホルダーと

の間に生じる可能性のある潜在的な衝突を回避する場合もある。 

 

有意義なステークホルダーエンゲージメントは，孤立した活動ではない。それは，組織内におけるある程度の文化的及び手続的

変化を伴う意志決定手段である。ステークホルダーエンゲージメントは，組織内外における継続的な学習に帰着する潜在性を有

している。この相互学習プロセスは，組織とそのステークホルダーとの間の信頼を強化する可能性がある。信頼は，次に，信頼性

を強化する。最終的に決定を下すのは組織であり，組織はステークホルダーに対して，決定に関する説明責任を負う（これらの決

定を説明する）ことが望ましい。 

 

ヘルプボックス __ ステークホルダーは誰か？さまざまな種類の組織のためのいくつかの例 

組織の例 社会的責任 

7つの主要課題 大手食品加工会社 小さな自動車修理

店 

NGO 労働組合 

組織統治 株主／投資家 

所有者 

支配者（社長，書

記，会計） 

理事会 理事会 

地元の人たちのリ

ーダー 

人権 サプライチェーンの 労働者（常勤及び非 労働者（常勤及び非 組合員 
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農業従事者（海外

のプランテーション

を含む） 

常勤） 常勤） 

労働慣行 被雇用者／スタッフ 労働者（常勤及び非

常勤） 

労働者（常勤及び非

常勤） 

被雇用者 

環境 

*注記：“環境”は人

間ではないため，環

境影響の人間によ

る判断は，ステーク

ホルダープロセスを

制御する 

地元の給水に対す

る環境影響 

－給水が加工の影

響を受ける地元地

域の構成員 

寿命を終えた電池

の廃棄等が環境に

与える影響 

 

政府規制及び環境

規制とNGO－（環

境の擁護者） 

NGO活動が環境に

与える影響（例え

ば，航空機による移

動が原因の温室効

果ガスの排出を考

慮する） 

労働組合活動が環

境に与える影響（例

えば，廃棄物を最小

限に抑えるために

事務所の備品の“グ

リーン購入”を考慮

する） 

公平な事業慣行 政府機関 

契約に基づく団体 

政府機関，供給業

者 

資金寄与者 労働組合の幹部の

投票に参画する組

合員 

消費者課題 製品を購入及び消

費する人々 

顧客 取引先（NGOの資

金援助を受けるも

の） 

職場における危険

な慣行を特定する

“内部告発者”の保

護 

地域社会への貢献 地元／地域社会の

住民 

地元／地域社会の

住民 

地元／地域社会の

住民 

地元／地域社会の

住民 

 

IDTFへの注記： 起草チーム（Miles Watkins，Annette Kleinfeld，Carolyn Schmidt）からの注記– 我々の唯一の未解決課題は，

現在のWD Rev.3 4.2.1（背景）に関係する。国際基準等にほとんどの焦点が合わせられており，最後は“ステークホルダーは，

行動基準の決定において，より広い社会の代わりとなることはない”という言葉で結ばれている。したがって，この”ステークホル

ダーの背景”セクションは，それ自体が重要な社会的責任ツールとしての有意義なステークホルダーエンゲージメントの方向には

向いていない。我々は，4の起草者が，WD 3 5.3（ステークホルダー及びその関心事の認識の原則）からの言い回しを考慮するこ

とを提案する。我々は，“ステークホルダー”セクションを，明確で，双方向対話を推奨及び助長するものに保つことを希望する。 
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ヘルプボックス 7.2を見本にして，ヘルプボックス 7.3を追加しので留意すること。関連の“ヘルプボックス 7.4”もある。我々の判

断では，これらのヘルプボックスは，あらゆる組織が，計画的，生産的及び実用的な方法で，そのステークホルダーの優先付けを

行い，ステークホルダーと係り合うことを推奨する有用な手段となるであろう。 
 
7.4 社会的責任の組織への統合 

7.4.1 主要な考慮点 

このセクションでは，社会的責任に関する具体的な議題の設定のための方針，戦略，及び目的をどのように開発するか，どの社

会的責任の主要課題（6参照）が組織にとって最も重要であるかをどのように決定するか，どのステークホルダーグループが組織

の全体的なバリューチェーンにおいて優先するかについてのガイダンスを提供している。 
 
信頼性のある効果的なアプローチを目指す場合，社会的責任はますます組織の構造，文化及びアイデンティティの不可欠な部

分になることが望ましい。これは，社会的責任の概念が，組織の使命，理念，全体的なゴール，戦略，プロセス，及び価値指向に

統合されることが望ましく，社会的責任の概念の焦点が，組織の中核的な製品，サービス及び活動に合わせられていることが望

ましいということを意味する。 
 
統合プロセスは，組織のリーダーシップによって支持され，組織の使命及び／又は理念並びに方針に組み込まれ，ステークホル

ダーとの相互作用的対話を通して開発されることが望ましい。社会的責任の実施に対して責任がある人又はチームは，組織の

中において，発生する可能性があるあらゆる課題を解決するに足りるほど高いレベルにいることが望ましい。また，組織は，社会

的責任活動が効果的に実行されることを確実にするために，実施のための適切な資源を提供することが望ましい。 
 
組織は，社会的責任活動を自身の文化的及び構造的背景に統合すればするほど，ステークホルダー及びその関心事（6.の組織

統治カテゴリに記載された“社会的責任課題”）を認識しながら，法令順守，説明責任，透明性，倫理的な行動をますます改善す

ることができる。そうすることにより，組織による社会的責任の実施は，運営状態，ステークホルダーとの関係，持続可能な発展

及び社会の福祉増進の改善に，ますます効果的に貢献するであろう。 
 
SMOのためのガイダンス：SMOが直接関与するステークホルダー分類及び“主要課題”は，より少ないかもしれない。SMOは，

プロセスを進みすぎないうちに，こうしたステークホルダー及び自らにとって重要な（関連のある，重要な）課題を特定し，関連のな

い課題を除外するために，ヘルプボックス（7.3及び7.4）を利用してもよい。 
 
7.4.2 社会的責任原則の採用と組織の声明への結び付け 

組織の活動は，5.に記載された社会的責任原則（法令順守，国際的に承認されている文書の尊重，ステークホルダー及びその

関心事の認識，説明責任，透明性，基本的人権尊重及び多様性の尊重）に基づいていることが望ましい。これらの原則は，規定

され，明らかに定義されることが望ましい。その次に，これらの原則を組織の価値及び行動規則に結びつけることが必要不可欠

である。 
 
文書による使命声明及び／又は理念声明は，組織の全体的な価値及び目標の定義に役立ち得る。通常，こうした文書は，組織

によって，社会的責任を引き受けるという誓約を表明し，組織を5.に記載された社会的責任原則に合わせて調整するために使用

される。“使命声明”は，組織の第一次及び日常の活動に関連する。使命声明は，戦略的計画立案の指導及び資源の割り当て

に役立つ。“理念声明”は，長期的指向であり，組織の将来の特性を説明するものであり，重要な価値を引き合いに出すことによ

って鼓舞することを目指す。 
 
組織はまた，指導者が承認した，文書化された行動規範又は倫理規範を持っていると役に立つと感じるかもしれない。そのような

規範は，原則及び価値を行動へと変えることによって，社会的責任への誓約を規定している。 

 

行動規範又は倫理規範は，被雇用者，構成員，有権者，隣人，学生，地方自治体，供給業者，消費者，所有者／株主及びその
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他のステークホルダーに対し，組織がその価値，原則及び使命に従って，どのようにして倫理的に行動することが望ましいかを示

す一般的ガイダンスを提供する。それは，スタッフ及び構成員の日常の意志決定を助ける参考書としても役立つ。また，行動規範

又は倫理が一般公開されている場合，組織は，ステークホルダーに対する説明責任及び透明性を高めることができる。どのよう

な組織でも，独自の規範を作成することもできるし，組織の背景に関連性のある既存の倫理規範，価値チャート，又は専門職協

会の規範に従うことを選択することもできる。 
 
上記活動のすべてにおいて，組織は，こうした声明の開発に際してはまず，内部のステークホルダーに相談し，次にレビュー及び

フィードバックのために外部のステークホルダーを関与させることが役立つと感じるかもしれない。 
 
7.4.3 社会的責任のための目的及び戦略の開発 

組織は，6.で説明されている7つの社会的責任“主要課題”（組織統治，人権，労働者との関係，環境，公正な事業慣行，消費者

課題，並びに地域社会への貢献）を取り扱うために，まず既存の方針（もしあれば）を吟味することが望ましい。 
 
組織は，実施プロセスのために，中央集権型又は分散型，ボトムアップ型又はトップダウン型，若しくは組み合わせの形の，明確

なアプローチを選択することが望ましい。出発点として，組織文化の具体的な特徴及び地元の慣習の両方が特定され，考慮に入

れられることが望ましい。 
 
ステークホルダーの特定及び優先順位付けによって（ヘルプボックス7.3を含む7.3参照），組織はすでに戦略策定及び目的設定

プロセスにおいて考慮されるべき課題を特定したことになる。組織は，ステークホルダーに関連して，ステークホルダー－課題－

マトリクス（添付のヘルプボックス7.4）を利用して，6.に記載記載された7つの主要課題に系統的にアプローチすることができる。 
 
この情報により，組織は，その重要な社会的責任課題を組織全体の方針につなげ，社会的責任パフォーマンスの改善のための

目的を定義し，これらの目的を実施するための戦略及びプロセスを開発することができる。 
 
組織は，効果的な戦略を開発するために，社会的責任に関する目的を，明確に理解されたゴールに結びつけることが望ましい。

ゴールを選択する際，組織は，特に開始時には現実的になる（壮大になりすぎない）ことが望ましい。7.2.3で，組織の“適用される

範囲”を特定するための組織の範囲，境界及び背景の分析に関するガイダンスを提供する。組織は，その“適用される範囲”の中

で責任を取ることが望ましい。 
 
社会的責任課題を取り扱うための組織の戦略には，次の方法に関する情報が含まれるかもしれない。 
 
― 選択された課題に対処するための手順を決定する。 

― ステークホルダーと係り合う。これには，ステークホルダーの利害が相互に又は組織との間で相反している状況を処理するこ

とを含む（7.3参照）。 

―パフォーマンス，進捗及び報告を含む，社会的責任の実施を管理するための全体的な枠組みを開発する（7.5及び7.7参照）。 

― 社会的責任の実施コストを，適切な購買慣行を通してサプライチェーン全体で公正に分担する（例えば，価格，納期，供給業

者との長期的関係）。 

―社会的及び経済的状況のみならず文化の違いも考慮に入れながら，さまざまな国，場所及び／又は特定の地元の状況に対

処する。 
 
上記活動のすべてにおいて，組織は，こうした声明の開発に際してはまず内部のステークホルダーに相談し，次にレビュー及びフ

ィードバックのために外部のステークホルダーを関与させることが役立つと感じるかもしれない。 

 

組織は，計画された社会的責任ゴールが実際に達成されることを確実にするために，十分な資源（スタッフ，時間，金銭，リーダ

ーシップによる支援等）を割り当てることが望ましい。すべてのステークホルダー（被雇用者，構成員，有権者，隣人，学生，地方

自治体，供給業者，消費者，パートナー，株主等）が，社会的責任のための取り組みに含められる及び／又は社会的責任のため
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の取り組みについて知らされることが望ましい。組織は，活動の方向を社会的責任の方向に向かわせるための目的及びゴール

を伝達し，ステークホルダーからのフィードバックを盛り込むための慣行を開発することが望ましい。 

 

注記 “目的”は，中期的又は長期的ゴールを指す。“目標”は，短期的ゴールを指す。（7.5.4参照） 
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IDTFへの注記：ヘルプボックス： ステークホルダー－課題－マトリクス－（注記：すべてのボックスに記入されているわけではないが，この使用方法に関する代表的なアイデア

を提供するには十分である。） 

 主要課題 

 

ステークホルダー 組織統治 

 

法令順守 

説明責任 

透明性 

倫理的な行動 

ステークホルダー

及びその関心事

の認識 

人権 

 

市民的及び政治

的権利 

社会的，経済的

及び文化的権利 

社会的弱者 

労働における基

本的人権 

労働慣行 

 

雇用及び雇用

関係 

労働条件及び

社会的保護 

社会的対話 

労働における安

全衛生 

人間開発 

環境 

 

活動，製品及びサ

ービスの環境的側

面 

持続可能な消費及

び生産の促進 

持続可能な資源の

使用 

気候変動 

生態系 

公正な事業慣行 

 

汚職防止及び反贈収

賄 

責任のある政治参加 

公正な競争 

サプライチェーンを通

した社会的責任の促

進 

消費者課題 

 

公正な運営，マーケティング及

び情報慣行 

消費者の健康の保護 

製品リコールのメカニズム 

社会的及び環境的に有益な物

品及びサービスの提供及び開

発 

地域社会への貢献 

 

社会発展への貢献 

経済発展への貢献 

コミュニティ参画 

 

被雇用者 公正かつ倫理的

な事業慣行のた

めに被雇用者を訓

練する。 

 

 すべての場所に

おいて国際的に

承認されている

労働基準に準

拠する。 

  製品リコールの場合の認識向

上及び行動訓練 

組織が労働者を関与させて

地域の状況及び労働者自身

の生産性を改善することがで

きるような状況を特定する（ア

ルコール及び薬物の乱用等

の健康課題，安全慣行，地域

の問題） 

取引先 

顧客 

消費者 

 

 労働者／供給業

者の処遇に関す

る情報を提供す

る。 

良好な条件及び

 製品の環境影響／

生分解性等に関す

る情報提供する。 
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改善について取

引先等に通知す

る。 

株主／所有者／

投資家（組織が営

利目的の企業の

場合） 

所有者に対し，失

敗を含む明確な経

済報告を提供す

る。 

  気候変動等の課題

を取り上げる必要性

をオープンに議論す

る。 

汚職防止方針を説明

及び実施する。 

 

 

  

構成員（組織が，

労働組合，

NGO，基金等の

非営利団体の場

合） 

 

 

 社会的弱者（身体

障害者，人種的

又は宗教的少数

派等）に適用され

る包括的方針を

吟味する。 

  組織が，その権限の

範囲を超えて，構成員

の希望に反して政治

に参加することがない

ことを確実にするため

の明確なガイドライン

を提供する。 

  

地元／地域社会

の住民 

住民とのコミュニ

ケーションを深め

る。 

  組織の活動による

環境影響を住民に

どのように通知する

か。特に事故の場

合。 

   

供給業者／請負

業者（バリューチ

ェーンにおけるパ

ートナー） 

 問題を特定し，状

況を改善するため

の取り組みにパ

ートナーを関与さ

せる。 

   供給業者にとっての状況を改

善するために組織が取る行動

について，消費者に通知する

（社会的責任行動を自分の手

柄にしよう！） 
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7.5 日常慣行における社会的責任の実施 

IDTFへの注記： 7.5.0又はSMOガイダンスのためのヘルプボックス：“どのように始めるか！”この種のガイダンスがSMOに

とって役立つか（ウィーンで提案されたとおりセクションの始めに？） 

 

構造の確立 

社会的責任に関心を持つ数人の被雇用者に対し，統合を支援及び調整する小規模多機能チームに参加するように招待す

る（例えばコミュニケーション，人事，マーケティング，統括部のメンバーを含む）。 

既存の報奨制度の枠内で機能する簡単な報奨及び評価を検討する。 

社会的責任の実施に際して困難が生じた場合に備えて，経営幹部が対応できるように手配する。 

 

認識向上 

始める前に，自己の組織の被雇用者全員に，社会的責任の統合に関する経営幹部のアイデア（又は理念）及び目的を知ら

せる。  

社会的責任の統合は，サービス，製品又は活動並びにステークホルダーとの関係を改善するチャンスであることを説明す

る。 

 

能力強化 

すべての人々及び組織自体のための学習プロセスであることを説明する。 

自己の組織内でアイデアを話し合うために，単数又は複数の情報セッション又はワークショップを開催する。 

協力的であり，喜んで参加する意思のあるステークホルダー又は地元の関連の課題のエキスパートを招待する。 

 

目標の設定 

7.2及び7.4で提供されているガイダンスを利用して重要な課題として選択された1つ又は2つの主要課題から始める。 

課題の選択は，次によって導かれてもよい。 

 

― 関係が非常に密接な場合には，ステークホルダーに影響を及ぼす課題（例えば，組織自身の被雇用者） 

― 対処するために短い実施時間又は限られた資源しか必要ではないと予想される課題 

― すでにある程度の専門的知識が組織内に存在している課題 

 

上記基準は，他の重要な主要課題がなぜもっと後に取り扱われるかということを，自己組織及び外部ステークホルダーに対

して説明するのに役立つ。 

 

選ばれた課題のための目的を，明確で，測定可能，達成可能，期限が定まっており，現実的な短期的目標に置き換える！ 

 

実施 

各課題及び目的に対処するための行動を定義し，進捗を監視する。 

 

各課題に対処するための行動を定義する際には，同様の状況下にある同様の組織による成功した行動（最良慣行の例）の

を再検討する。 
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できる限り，成果を測定するように努める。なぜなら，それにより人々は刺激され，学習プロセスにおける評価に関して組織

の役に立つからである。 
 
7.5.1 主要な考慮点 

組織は，社会的責任を実施する際に次を考慮することが望ましい。 

人は成功の主要要因である！ 

したがって，組織は，認識を向上させ，組織自体の能力を強化することが望ましい。戦略，方針，目標並びに行動規範を実施

する際には，組織の全てのレベルの人々を参画させることが望ましい。  
 
他のステークホルダーについても同じことが言える。短期的目標の決定並びに行動計画の設定及び指標の定義は，可能な

限りステークホルダーとのエンゲージメントを通じて行われることが望ましい（7.3参照）。 
 
既存の構造，システム及び能力を工夫する！ 

社会的責任を組織内に統合するときは，可能な限り既存のシステム，方法及び能力を利用する。例えば，マネジメント，品質

及び情報システム，特に意思決定及び報償決定といった手段及び構造を利用する。組織は，既存の構造と同じようなものを

重複して作ることは望ましくないが，複数のステークホルダーと協働する場合などはそれらを修正する必要はあるかもしれな

い。 
 
必要かつ現実的な変化のために努力しながら適正なバランスを見つける！ 

社会的責任を組織に統合する際には，あまりにも壮大で達成不可能な成果のために懸命に努力することよりも，実行可能性

及び現実的な考え方がより重要となる。現実的な議題を設定し，それを組織の日常慣行に統合することは，組織及び組織の

すべてのステークホルダーにとっての学習プロセスを含む。最も重要な要素は，組織が（例えば，中核的な製品，サービス及

び活動に焦点を合わせることにより）真剣に出発し，この道を歩み続け，継続的に慣行を改善しようと努力することである！ 
 
7.5.2 構造の確立及び戦略に照らし合わせた運営の見直し 

社会的責任を日常の業務の中に効果的に統合するために，組織は，戦略に照らし合わせて運用レベルで既存の構造を見

直し（7.4参照），妥当性，支援体制及び適用可能性を考え合わせながら，必要に応じてそれらの構造を改変することが望ま

しい。 
 
組織はまず，内外のステークホルダーと係わり合い，彼らからのフィードバックに対処するための適切な手順がすでにあるか

どうかを決定することが望ましい（7.3参照）。加えて，組織は，ステークホルダーとより適切に係り合うために既存の手順をど

のように修正するかを決定することが望ましい。 
 
事例ボックス： 

組織が定期的に被雇用者と面接するか又は被雇用者調査を実施している場合，組織は，自身の社会的責任戦略

に鑑みて，書式又は調査及びこうした面接の内容を見直すことが望ましい。また，組織は，内部ステークホルダー

との対話のために利用される書式を，外部ステークホルダーとの対話にも利用することができるかを決定すること

もできる。 
 
次のステップは，一般的な実施プロセスのための適切なアプローチを選択することである。出発点として，組織文化の具体的

な特徴及び地元の慣習の両方が特定され，考慮に入れられることが望ましい。これを背景として，プロセス設計が，むしろ中

央集権型であるほうが望ましいか又は分散型であるほうが望ましいか，ボトムアップ型であるほうが望ましいか又はトップダ

ウン型であるほうが望ましいか，若しくはこれらの組み合わせであるほうが望ましいかが考慮されることが望ましい。 
 
IDTFへの注記： 我々は，このパラグラフには，さらにいくつかのより厳密なガイダンスが必要であると考える。］ 
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戦略の実施を支援するために検討することが望ましいその他の分野は次のとおりである。 

 

― 組織内における効果的なコミュニケーション戦略の開発 

― 実施の成功又は革新的及び価値の高いアイデアに対する，報奨及び評価の決定，並びに既存の人的資源体制への報

奨の統合 

― 組織内のすべてのレベルにおける人物の特定並びに社会的責任を既存の意志決定手続きの中へ統合するための各人

の権限及び責任の決定 

― IDTFへの注記：ガイダンスをもう少し定義すべきか？ 

 

7.5.3 認識向上及び能力強化 

組織は，社会的責任原則，組織及びそれらの帰結，組織の使命，理念，行動規範及び方針にとって重要であると特定された

社会的責任に関する特定の課題を，すべてのレベルで説明することが望ましい。 

  

成功要因は，組織のトップマネジメント自身が，これらの原則，価値及び課題に専心しており，したがって，開かれた透明性

の高い説得力のある方法で，内部のステークホルダーに対し，社会的責任の促進し，動機付けし，促進する用意があること

である。 

 

次の行動は，社会的責任に対する組織の認識向上に役立つ。 

― 例えば，チームでの参加を奨励し，全レベルの被雇用者の参加を促す。 

― 定期的に，組織の取り組みを伝える。 

― 内外の専門家又はステークホルダーを利用して，情報会議を開催する。 

― 通常，サービス又は製品ライフサイクルの始めから業務に関与するデザイナーに対して，社会的責任の主要課題に取り

組んだ場合，あるいは取り組まない場合の可能性又は帰結について知らせる。 

 

社会的責任を日常業務に統合するには，組織内部の能力を強化する必要がある。簡単な方法は，組織内外で，例えば，環

境資源又は人的資源課題に関する専門家，組織内コンサルタントのメンバー，質の高い被雇用者，供給業者，及びコミュニ

ケーションエキスパートなどといった，すでに主要課題に関する経験及び知識を有する人たちを特定することである。 

 

組織は，実施を積極的に支援する意思のある人，又は実施を積極的に支援するのに特に適任の人を特定してもよい。内外

のエキスパート又はステークホルダーを利用して，研修会を開催することにより，組織自身の能力を強化することができる。 

 

次を含むさまざまな行動を通して，能力強化のためのその他の選択肢を達成することができる。 

 

― 組織及び組織の業種内又は部門内の，ベスト又はワーストプラクティスを研究する。 

― 知識及びアイデアを交換するための多階層及び／又は部署横断チームを創設する。 

― 人々が，自らの仕事における迅速な勝利及び成功とは何かを特定できるようにするために，ワークショップを開催する。 

― 組織の活動，物品又はサービスに関して，革新的で価値の高いアイデアを出すように奨励し，研究若しくは開発の専門

家又はデザイナーに対し，パイロット･プロジェクトを行う機会を与える。 

― 例えば，ワークショップなどで，被雇用者及びステークホルダーと組織の社会的責任達成について討論し，情報を共有す

る。 
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7.5.4 社会的責任の目標設定 

運用レベルの具体的かつ実用的な短期目標の設定は，7.4で定義された長期及び中期の目標を変換することが必要とな

る。 

 

これは，さまざまな部門及び職務から個々の被雇用者までのみならず，組織の活動，製品及びサービス及びそれらのライフ

サイクルに関して行われることが望ましい。 

 

目標の設定にあたっては，目標が明確，具体的，測定可能かつ期限が定まっており，現実的であることが重要である！そう

することで，組織は，社会的責任の実施によって生じた変化の受け入れの範囲を拡大させ，内部及び外部の両方の信頼性

を高める。 

 

組織は，ステークホルダー，特に組織自身の被雇用者及び内部エキスパートとできる限り協議した上で，こうした目標を開発

し，エンゲージメントが学習プロセスであるということを考慮に入れることが望ましい。組織は，次を考慮しながら，確定した目

標及び具体的な活動を優先順位付けすることが望ましい。 

― 組織自身の可能性，長所及び（経済的）力 

― 組織及びマネジメントの成熟度 

― 組織の子会社の地域，国，地方及び文化の差異 

― 組織が活動する場所の経済発展の差異 

 

社会的責任の具体的な目標の設定は，次の行動によってさらに支援することができる。 

― 人々を刺激することにより，機会，新しいアイデア，迅速な勝利及び革新的な活動を定義する（なぜなら，社会的責任の

統合においては，時として，新しい考え方及び作業方法が必要となるからである）。 

― パイロットプロジェクトを実施し，利害関係を有するステークホルダーに参加を要請する可能性を生み出す。 

― リスク分析を実施することにより，リスク，脅威，マイナス影響及び困難な変化，並びに運用レベルでこうしたリスクを最小

限に留めるための方法を定義する。必要な場合には，危機管理手続きを設定する。 

― 期限及び予算を決定する。 

 

1つのアプローチとして，社会的責任指標を利用して取り組み及び達成を確認し，定期的に監視する方法がある（7.5.6参

照）。 

 

取り組み及び社会的責任目標の達成の監視は，例えば，各ステークホルダーの代表（焦点）グループに対し，伝えられた目

標が達成されたと考えるか否か，もし達成されていないと考える場合はその理由を尋ねることによっても行うことができる。 

 

事例ボックス： 

目標の1つが，職場の整頓状態及び環境（温度，湿度等）を改善することであれば，各ステークホルダーグルー

プ，ここでは組織の被雇用者が，組織による目標の達成を簡単に承認又は否定することができるであろう。 

 

7.5.5 社会的責任指標の利用 

指標は，社会的責任のための目標及び活動の測定及び監視に関して，組織の役に立つであろう。 
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これは，大規模な組織によってしばしば利用されるアプローチであるが，すべての種類の目標に高度な指標システムが必要

となるわけではなく，すべての指標に大量の統計が必要となるわけでもない。したがって，小規模組織は，一連の小規模な

指標を利用することができる。 

 

7.5.5.1 指標の種類 

指標には数種類ある。 

― 測量的指標は，数量的測定又は評価を表わす（例えば，数又はパーセンテージ）。 

― イニシアチブ指標は，具体的なプロジェクト又は業務に関する状態説明書である。 

― 説明的指標は，状態の質的説明を表わす。 

― 指導指標は，最終的に結果を左右するかもしれない態度，行動，努力又は条件を測定する。 

― 経過指標は，組織の活動の結果を測定する。 

 

重要業務評価指標は，組織の成功にとって重大な意味を持つ業務の指標である。 

 

重要業務評価指標は，組織全体に適用することができる項目に限定されているわけではない。重要業務評価指標は，サブ

ユニット，特定のプロジェクト，プロセス又は活動のために開発することもできる。 

 

組織は，補完的な一連の指標を策定することが役に立つと判断するかもしれない。そのような指標は，本部，国又は地域レ

ベル，施設レベル又はプロセスのさまざまな段階といった，組織のさまざまなレベル，サプライチェーン上のさまざまな組織，

若しくは原因と結果を取り扱うために策定してもよい。 

 

目的 

数値化できるか否かにかかわらず，長期的又は中期的な戦略声明又は政策誓約 

（例えば，組織全体の使用水量を減らす） 

目標 

目的を達成するための具体的な短期的行動で，測定可能なもの 

（例えば，使用水量を 1 年あたり 10%減らす） 

指標 

パフォーマンス，影響を与えるものまたは状態に関する情報を尺度またはその他で表したもの 

（例えば，1 年間で各ユニットが使用する水量） 
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特定の社会的責任目標にとって，望ましい行動を駆動するものとして，指標の類型を組み合わせたものが最も有効であり得

る。 

 

7.5.5.2 指標の選択又は定義の際の考慮点 

指標は次であることが望ましい。 

― 測定目的に合っていて，ステークホルダーが知りたいような種類の情報と合致している。 

― 組織が担当する活動範囲と場所に合っている。 

― あらかじめ意図された視聴者が理解しやすい。 

― ベンチマークとして適している。 

― 要求された時間内に，信頼の置ける方法で供給されるデータ又はその他の情報を測定することができる。 

 

指標のアイデアは，同業者の社会的責任に関する報告書及びその他の情報源のみならず，GRI持続可能性報告書のため

のガイドラインなどの既存の文書からも入手することができる。（IDTFへの注記：GRIへの言及に関しては，この主要課題に

取り組んでいる専門グループの結果と照らし合わせた最終確認が必要となる。） 

 

注記  組織は，私的，独占的又は公開されないように法的に保護されている情報，若しくは入手や公開に適さない情報を要

求するような指標を選択又は定義する必要はない。 

 

また，指標が評価及び結果報告に過度の負担を強いるようなことは望ましくない。 

 

7.5.5.3 指標開発の原則 

組織は，ステークホルダーの包括性，比較可能性，重要性，正確性，信頼性，アクセス可能性（どれくらい簡単に情報を入手

することができるか？），適時性及び明瞭さといった指標開発の原則を考慮に入れることが望ましい。指標開発の原則は，

GRI持続可能性報告書のためのガイドラインにより詳細に記載されている（IDTFへの注記：GRIへの言及に関しては，最終

確認が必要となる。）。 

 

事例ボックス：（IDTFへの注記：次のような指標の例をいくつか記載する） 

― 作業年度当初の，合法的な労働組合によって代表されている被雇用者の割合 

― ユニットごとの被雇用者が1年あたり教育に費やす平均時間 

 

7.5.6 行動計画及び文書 

行動計画は，組織の能力を考慮に入れ，同時に事前に設定された目標の妥当性を検証しながら，系統立った方法で社会的

責任を実施するのに役立つ。行動計画の開発には，次が含まれ得る。 

― ステークホルダーエンゲージメント計画（7.3参照）及びコミュニケーション計画（7.6参照）の一部である行動を包含する又

はそれらに結びつく実施マイルストーンの定義 

― 例えば，予算，人的資源，具体的な専門知識，テクノロジー及び情報システムなどの資源の割り当て 

― 例えば，プロジェクトマネジメントなどの計画を実施する方法の説明 

 

組織は，まず既存の文書，枠組み及びツールを考慮し，社会的責任に関する具体的な行動及び手段をどのように統合する

ことができるかを調査することが望ましい。 
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実用的ヘルプボックス： “手段及び枠組みの利用” 

IDTFへの注記： このヘルプボックスのより大きなニーズは何か？ 

1） むしろ，SMOが利用する可能性が高い簡単な手段を含む，社会的責任を既存の枠組み及び手段に統合す

るためのガイダンスが必要か？ 

及び／又は 

2） 次のような，新しい手段の作成のための／作成に関するガイダンスが必要か？ 

 - スウェーデンからの“課題マトリクス”：社会的責任（主要）課題を，バリューチェーン，プロセス及びステークホル

ダーという3つの関連にマッチさせる。マッチングの際は，高，中，低という3種類の影響の程度を使用する。分析，

実施及び評価という3つの語句を使用する。 

又は 

- Kim Christiansenからの課題マトリクス（ウィーンで言及された）：その中では，社会的責任（主要）課題がステー

クホルダーにマッチングされている（7.4の用法を参照）。 

 

我々は，WG社会的責任エキスパートの革新的な手段及びアイデアが，ガイダンス文書自体に包含されることが

望ましいと考える（7.4の課題マトリクスに関してすでに実施されているとおり）！この方法を取れば，ISO 26000は

明らかに既存の慣行の価値を高めることができるだろう。 

 

ヘルプボックス xx： 既存の枠組み及び手段への社会的責任の統合 

このヘルプボックスでは，社会的責任の背景においてどのように使用するかに関するガイダンスを提供することが

できる。 

― “古典的な”EFQMモデル又は修正EFQMモデル“持続可能な卓越性” 

― 古典的な（ISOに準拠した）PDCAマネジメントシステム 

― （持続可能な）バランス・スコアボードなどの戦略的評価のための手段  

― 被雇用者，取引先，供給業者などとの面接及び契約 

 

IDTFへの注記：私たちはここで，ISO 26000が，それ自体はMSSではないが，既存のMSSを活用することになるということを

説明する機会を得るであろう。起草者によっては，ここでは例としてPDCAサークルを使用し，その他の手段の既存の修正版

は例えば付属書などで言及するだけすることで十分であると感じた者もいた。 

 

7.6 社会的責任に関するコミュニケーション 

 

7.6.1 主要な考慮点 

 

社会的責任について内部及び外部のステークホルダーと効果的にコミュニケーションを取れば，多くの目的が果たせる。こう

したコミュニケーションは， 

 

― 社会的責任に関する戦略，計画，パフォーマンス及び挑戦について組織内の認識を高め，社会的責任に関する組織の

活動に対する支援に被雇用者を関与させ，被雇用者のやる気を起こさせる。 

― 組織に対するステークホルダーの信用と信頼を高めるために，責任ある行動，公開性，誠実性及び説明責任といった面

での組織の評判を高める。 
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― 社会的責任に関する計画，行動及び役割を，組織のステークホルダーの利害に沿うように調整する。 

― 社会的責任に関する組織のパフォーマンスを評価するために使用することができる情報を求めるステークホルダーの合

理的な要求に答える助けとなる。 

― 同業組織間のベンチマーク活動を促進する。ベンチマーク活動は，社会的責任に関するパフォーマンス向上を刺激する

ことができる。 

― ステークホルダーエンゲージメントを開始し，またステークホルダーの関心事に対応するために利用することができる情

報を提供する。  

― 社会的責任情報の開示に関する法的要求事項及びその他の要求事項に対処する。 

― 組織が賛同している社会的責任への誓約への準拠の程度を示す。 

― 社会的責任課題に関連する緊急事項への迅速かつ適切な対応を確実にするための枠組みを提供する。 

 

7.6.2 コミュニケーション及びメディア形態の計画及び選択 

コミュニケーション計画は，社会的責任に関するコミュニケーションの費用対効果を高めることができる。計画により，例えば，

コミュニケーションの目標／望まれる結果，視聴者，背景，範囲，タイミング／順番，方法及び形態，コミュニケーションを行う

当事者，並びに内部及び外部スタッフ及び必要なその他の人材を特定することができる。 

 

計画を作成するに当たっては，次の要因を考慮することが望ましい。 

 

― 計画の作成及び／又は実施を助けるために内部又は外部の専門家が利用されるかどうかを含む，予算及びその他の資

源限界 

― 大部分のステークホルダーに到達するように主要メッセージを配信するための複数形態のコミュニケーションの利用に関

する潜在的価値 

― コミュニケーション計画と組織の既存の戦略及び運営計画との整合 

― コミュニケーションの主要視聴者を構成するステークホルダーの文化的，社会的，教育的，経済的及び政治的背景，並び

にその価値，見解及び関心事 

― 対象となる視聴者の予測参加レベル。つまり，対象となる視聴者が，フィードバックを提供するか，解決法を決める手助け

をするか，又は他人に情報を伝達するか。 

― 対象となる視聴者が情報へ簡単にアクセスできるか。 

― 情報の裏付けとなる可能性のある保証のタイプ及びレベル 

 

7.6.3 社会的責任に関するコミュニケーションの種類 

内部及び外部のステークホルダーと効果的なコミュニケーションを展開するにあたり，組織は，定期的な公開報告及びステー

クホルダーとコミュニケーションを行うためのその他の方法を含むさまざまな種類のコミュニケーションを考慮することが望ま

しい。 



 

 74 

 

効果的であるためには，社会的責任に関するコミュニケーションが，ステークホルダーにとって入手可能かつ信用できるもの

でなければならない。そのようなコミュニケーションは，適宜，次のようなものであることが望ましい。 

 

― 組織及びそのステークホルダーの対話によって，情報に基づく。 

― 対象となる聴衆及び情報を必要とするかもしれないその他の人々が合理的にアクセスできることを確実にするためにさま

ざまなコミュニケーション手段及び技法を使う。 

― 特定の課題に関しては，定期的及び臨時に行う。 

― 短期の目標及び長期の目標を特定し，取り扱う。 

― 成果及び問題の両方について議論する。 

― 保護されている情報を漏らすことなく，透明性があり，率直で，倫理的で，正確で，しかもステークホルダーの合理的な要

求及びニーズに対応できるものである。 

― 一貫性があり，長期的な比較が可能であり，適用可能で合理的に利用できるパフォーマンス・ベンチマークと同程度の機

能を有するものである。 

― 組織にとって実行可能で，実際的である。 

― 意図する目的に鑑みて，時宜にかなっており，明瞭簡潔で，完全である。 

 

7.6.3.1 定期的な公開報告 

組織は，その事業活動，製品，サービス及び社会的責任に関連する活動について，パフォーマンス及びその他の情報を定

期的かつ公的に伝達することが望ましい。組織は，組織及びステークホルダーにとって重要な（7.2参照）社会的責任課題（6

参照）を取り扱うことが望ましい。［6記載の7つの主要課題のうち，少なくとも何らかの形で取り扱われていないものがある場

合，組織は，信頼性を高めるためにその理由を説明することが望ましい。］コミュニケーションは，達成事項及び不足事項並

びにこれらの不足事項にどのように対処するかを含め，社会的責任パフォーマンスに関する公正かつ完全な実態を提供す

る数量的データ及び定性的説明並びに背景情報の組み合わせを包含することが望ましい。この情報は，例えば，計画，目的，

目標，パフォーマンス，準拠，課題，誓約，アプローチ及びステークホルダーエンゲージメント活動を包含してもよい。例えば，

より詳細な報告書のみならず簡単な社会的責任報告書にも包含することができる具体的な情報を提案しているGRI持続可

能性報告書のためのガイドラインを参照すること。このガイドラインは，報告される情報の比較可能性，信頼性及び実用性を

高めるためのモデル指標並びに報告原則を提供している。 

 

［7.Xは，社会的責任の報告に関する信頼性を高めるために使用され得る保証プロセスに関するガイダンスを提供する。］ 

 

7.6.3.2 社会的責任に関するその他のコミュニケーション 

組織及びそのステークホルダーのニーズに対処するために，社会的責任に関連するその他の幅広い内部及び外部の開示

を使用してもよい。このコミュニケーションは，適宜，定期的に行ったり，臨時で行ったりしてもよい。例えば次が含まれる。 

 

― 社会的責任及びそれに関連する活動についての一般的認識を高め，それらに対する更なる対話についての情報を与え

るための組織内コミュニケーション 

― 活動，製品及びサービスの社会的責任をめぐるクレームに関するステークホルダーとのコミュニケーション［このようなク

レームの信頼性を高めるために使用し得る保証プロセスについては7.8参照］ 

― 社会的責任に関連する調達要求事項についての供給業者へのコミュニケーション 
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― 社会的責任に影響を及ぼすかもしれない危機的状況でのコミュニケーション 

― 社会的責任に関連する具体的な課題又はプロジェクトに関するステークホルダーとのコミュニケーション（7.3及び7.6.5参

照） 

 
情報共有のために使用し得る多くの手段，方法及びメディアがある。これらには，例えば，報告書，ニューズレター，雑誌，ポ

スター，広告，書簡，ボイスメール，ライブ・パフォーマンス，ビデオ，ウェブサイト，ポッドキャスト（ウェブサイト上の音声放送），

ブログ（ウェブサイト上のディスカッション・フォーラム），製品添付説明書及びラベル，並びに広告が含まれる。プレスリリース，

インタビュー，社説及び記事を使って，メディアを通じたコミュニケーションを取ることも可能である。 

 

ボックス 24 コミュニケーション費用対効果を高めるための提案  

次は，特に中小の組織にとって有用と思われる，コミュニケーションの費用対効果を高めるためのいくつかの提案

である。 

― 例えば，内部ニューズレター，四半期に一度外部へ出す郵便物，又は利用可能な電子手段のような既存のコ

ミュニケーション経路に情報を組み入れる。 

― 情報内容に優先順位を付け，優先順位の低い項目のコミュニケーションは削除するか又は延期する。 

― コミュニケーションの内容に焦点を合わせ，光沢のある写真，技巧をこらした図形，並びに労力及びコストを上

げる可能性のあるその他の特徴を最小限に抑える。 

― 適切な報告頻度を選ぶ。例えば，報告書の発行は1年に1回ではなく2年に1回にするが，具合的なイニシアチ

ブに関する最新情報をインターネット上でより頻繁に提供する。 

― 信頼性を高めるために外部の保証が望まれる場合には，組織の報告書の第三者保証を行うために，ボランテ

ィアの顧問グループ又はその他のボランティアを利用し，保証活動を最も重要なデータに限定し，及び／又は他の

用件で既に組織内にいる既存の監査人に報告書の保証を依頼する。 

― 例えば，環境並びに変更及び安全に関する報告書，政府に報告されたさまざまな種類の情報，税務報告書に

記載されている慈善寄付，エネルギー及び燃料の請求書から判明するエネルギー消費量，並びにこのデータから

計算することが可能な関連の温室効果ガス排出，水道代請求書から判明する水使用量，並びに組織の戦略計画

からの主要な優先事項といったような，すでに見直され，簡単に利用できるパフォーマンス及びその他に関するデ

ータを利用する。 

― グローバル・レポーティング・イニシアチブ及びグローバル・コンパクトによって規定される，社会的責任に関す

る定期的な報告についての小規模組織のためのガイダンスといったような，特に中小組織のために作成された社

会的責任のコミュニケーションについてのガイダンスを利用する。  

― 情報の配布地域を狭め，情報配布の時間を長くする。 

― コミュニケーションの計画及び準備のために被雇用者を活用する。又はは社会的責任に関する無料のコミュニ

ケーション・サービスを進んで提供してくれる外部のコミュニケーション専門家の支援を求める。支援を要請するた

めに，専門のコミュニケーション会社に連絡を取る。 

 
7.6.4 社会的責任のコミュニケーションに関するステークホルダーとの対話 

7.2及び7.3で規定されているとおり，社会的責任課題に関してステークホルダーを関与させることに加えて，組織は，社会的

責任に関するコミュニケーションについてステークホルダーと定期的に議論することも望ましい。こうした議論は，組織が次を

行う際の助けになり得る。 

― 必要に応じてコミュニケーションを改善することができるように，コミュニケーションの内容，媒体，頻度及び範囲の妥当性

及び効率性を評価する。 
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― 今後行うコミュニケーションの内容に優先順位を付ける。 

― 保証に関するこのアプローチが使用されている場合は，ステークホルダーから報告された情報について外部保証を確保

する。 

― コミュニケーションに関する最良慣行を特定する。 

 

7.7 社会的責任の活動及び慣行の吟味 

IDTFへの注記： この細分した箇条は，7.xの後に改訂されている。7.xは，7.8になる見通しである。WD3に関するコメントが

盛り込まれ，信頼性及び保証に関するものはすべて削除されている。 

 

7.7.1 主要な考慮点 

組織の活動及び慣行の有効性は，定期的な評価及び吟味によって高めることができる。焦点は，慣行のパフォーマンス及び

活動の成果を追跡することに合わせられることが望ましい。吟味結果並びに活動の定期的な監視及びパフォーマンス測定

は，組織的な学習に備え，パフォーマンス向上を促し，経験及び能力の普及を促進するために，内部及び外部に伝達される

ことが望ましい。 

 

吟味結果の開示は，ステークホルダーにとっても学習のプロセスとなり，組織とそのステークホルダーとの間の信頼関係を強

化するであろう。ステークホルダーを吟味に関与させることは，対話及びフィードバックを伴う継続的なプロセスであり，リスク

及び機会に対する組織の認識をさらに高める。社会的責任に関する組織の全体的な目的及び具体的な目標を吟味する上

で，ステークホルダーからのフィードバックは貴重である。 

 

7.7.2 パフォーマンスの追跡 

パフォーマンスを追跡し，その活動を吟味することは，一定期間後及び定期的に，実施された慣行及び計画された行動に対

して起こったことについての情報収集を助けるプロセスである。 

 

組織は，具体的な目標との関連のみならず，単独の行動が組織の全体的な目的及び戦略に及ぼす影響との関連において

も，社会的責任に関する行動及びパフォーマンスを吟味することが望ましい。組織は，吟味の記録を維持することが望ましい。

組織は，適切な手段を用いてこの情報を関連のステークホルダーに伝達することが望ましい。組織は，他者に開示される情

報が，正確，完全かつ信頼のおけるものであることを検証することが望ましい。 

 

吟味では，次を検証することが望ましい。 

― うまくいったことは何か，そしてそれはなぜか？ – うまくいかなかったことは何か，そしてそれはなぜか？ 

― 何を変えればよかったか？ 

― 調整及び変更のためのアイデア 

 

吟味のための情報及びデータを収集する上で，組織はいくつかの難題に直面するかもしれない。課題及び行動によっては，

吟味に費用がかかるもの，定量的及び客観的吟味が困難なもの，利用できるデータが欠如しているものなどがあるかもしれ

ない。組織は，費用及び労力を，具体的なデータの収集がもたらす利益と比較して評価することが望ましい。 

 

パフォーマンスの吟味には，可能な限り，客観的な検証が可能な活動の吟味を含めることが望ましい。客観的な評価によっ

ては，入手するのが困難なものもある。そのような場合には，より包括的な吟味活動を始める前に初期の吟味のための適切

な指標を特定する開始点として，ステークホルダーからのアドバイスを利用することができる。 
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監視プロセス及び吟味には，組織の種類及び性質に合った一般的に受け入れられている社会的責任指標を利用することに

より，組織の社会的責任への誓約に対するパフォーマンス及びに重要かつ議論を呼ぶ課題を含めることが望ましい。 

 

組織は，社会的責任に関する活動及びパフォーマンスの情報を収集し，記録を保管し，トップマネジメントが見直すことがで

きるような形態でそれを提示することが望ましい。情報には，その時点では関連性のないものとして説明されたものを含め，

すべての社会的責任課題に関する成果を包括することが望ましい。 

 

7.7.3 改善の選択肢 

社会的責任慣行及び行動の成果に対する体系的吟味の結果には，改善されることが望ましい特定活動を含めることが望ま

しい。理想的な吟味では，分野及び成功並びに組織がパフォーマンスの改善が必要であると考える分野が特定される。 

 

吟味の結果は，マネジメントが問題を処理し，必要に応じて組織の声明書，目的，割り当て財源，目標及び行動計画を見直

す際にも使用されることが望ましい。大きな組織は，社会的責任のエキスパートを内部のマネジメントレビューチームに含め

ることにより，利益を得ることができる。 

 

組織の声明書，戦略，目的及び目標との不適合か特定された場合には，継続的な学習及び改善のためにこれが利用される

ことが望ましい。問題を克服するために，適切な措置が構築され，講じられることが望ましい。 

 

吟味の結果は，適切かつ建設的なフィードバックの提供を受けるために，組織のステークホルダーに伝えられることが望まし

い。組織は，ステークホルダーが示す反応にはすべて適切な時間内に応答することが望ましいし，ステークホルダーからのフ

ィードバック及び応答の両方を公開することが望ましい。 

 

ボックス xx 吟味すべき文書 

社会的責任パフォーマンスの吟味には，組織の性質及び規模に応じて，さまざまな種類の文書が含まれる場合が

ある。 

― 例えば，関連法令順守及び組織の誓約といった，定期的に評価される主要なパフォーマンス指針（7.5.4参照）

のデータ記録 

― 環境及び安全衛生監査の結果 

― サプライチェーン監査の結果 

― 倫理的な行動，統治及びその他の活動の評価結果 

― 成功及び失敗を含め，社会的責任の具体的活動の評価結果 

― 被雇用者，顧客，近隣住民，市民及びその他からの苦情に対する行動記録 

― 訓練の記録 

― 被雇用者及び顧客の満足度調査 

― 例えば，新聞からの，組織が一般にどのように認識されているかということを示す文書 

― 組織が賛同しているその他の規格，規範，ガイドライン，最良慣行に関する文書及びベンチマークへの準拠に

関する評価結果 
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ボックス 25 レビュー文書の種類 

組織の性質及び規模に応じて，次次を含む多くの［さまざまな］種類のレビュー文書が利用可能な場合がある。 

― 例えば，関連法令順守及び組織の誓約といった，定期的に評価される主要なパフォーマンス指標（7.5.4参照）

のデータ記録 

― 環境監査の結果 

― サプライチェーン監査の結果 

― 倫理的な行動，統治及びその他の活動の評価結果 

― 成功及び失敗を含め，社会的責任の具体的活動の評価結果 

― 被雇用者，顧客，近隣住民，市民及びその他からの苦情に対する行動記録 

― ［訓練の記録］ 

― ［健康の記録？］ 

― 被雇用者及び顧客の満足度調査 

― 例えば，新聞からの，組織が一般にどのように認識されているかということを示す文書 

― 組織が賛同しているその他の規格，規範，ガイドライン，最良慣行に関する文書及びベンチマークへの準拠に

関する評価結果 

 

7.8 信頼性の向上 

 

IDTFへの注記： 我々が当初策定したタイトルは，“組織の社会的責任アプローチの信頼性の向上”であったが，議論の後，

チームはこの細分した箇条を単に“信頼性の向上”と呼ぶことに決定した。これは，ステークホルダーの細分した箇条が単に

“ステークホルダーとの協働”と呼ばれるのとよく似ている。しかしながら，長いほうのバージョンが好まれるのであれば，“社

会的責任アプローチ”という言い回しが選ばれる。というのも，我々は，“アプローチ”は，組織の“誓約，戦略，実施，監視，評

価，報告，コミュニケーション及び改善”を含む可能な限り幅広い概念であると考えるからである。留意すべきは，フランス語

話者は，“社会的責任方針”に上記意味を含ませる傾向にある一方で，スペイン語話者にとっては“社会的責任方針”は“意

思”に限定され，必ずしも行動ではない狭い概念でもあるということである。 

 

7.8.1 主要な考慮点 

 

IS0 26000は，第三者認証を目的として作成されるものではない。 

 

IDTFへの注記： 244-245との一貫性を確認すること：“第三者適合性評価手段”は削除されることが望ましい。 

 

しかしながら，組織は，照合及び伝達されるデータ及び情報の信頼をマネジメント及び組織のステークホルダーの両方に対し

て高める適切な形態の保証を模索することによって，社会的責任アプローチの各要素の信頼性を高める。保証には，組織に

よって達成されたパフォーマンスの評価も含めることにより，組織がその全体的な社会的責任アプローチをいかにうまく実施

しているかを確認し，さらに改善すべき分野の特定を可能にする。 

 

IDTFへの注記：“保証”を定義に加えなければならない— 我々は，ここのヘルプボックスに提案を策定した。 
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7.で先に説明されたとおり（IDTFへの注記： この言い回しは，この細分した箇条が7.8となることを前提としている。さもなけ

れば，適宜言葉を言い換える必要がある），社会的責任アプローチには，組織の誓約，戦略，目的，目標並びに組織の活動，

コミュニケーション，ステークホルダーエンゲージメントのプロセス及びパフォーマンス評価活動が含まれる。 

 

ヘルプボックス：保証とは何か？ 

保証は，組織の具体的な報告の質に方向付けを与えうる内部又は外部評価であり，組織がその社会的責任誓約

を果たすことを可能にする本源的な能力，システム及びプロセスとともに，組織の実際のパフォーマンスの評価も

含まれる。保証には，ステークホルダーに対する組織の信頼性を高めるためにこの評価の結果を伝達することも

含まれる。 

 

7.8.2 信頼に基づく関係の有益性 

社会的に責任ある行動が既存の組織のシステム及び実際の業務に統合されているということを明示することは，組織のすべ

てのステークホルダーとの間に信頼に基づく関係を構築するプロセスを促進する。これは，次に，（例えば，交渉，契約，苦情

及び監視などにかかる）費用の低下の点から見てプラスの成果を生み出し，相互に利益をもたらす協調の機会を増やす。 

 

さらに，保証取得プロセスは，ステークホルダーの間の信頼性を高めることによって，社会的責任アプローチ及び全体的な有

効性を高めるための将来のパフォーマンス改善を促進する組織的な学習を可能にする。 

 

7.8.3 保証のレベル及び形態 

保証は，コミュニケーション（及び報告）から，社会的責任アプローチの実施を可能にする内部プロセス及びシステムまで，並

びに組織によって達成された実際の成果まで，社会的責任アプローチのさまざまな要素を網羅することができる。したがって，

保証は，さまざまなレベル及びさまざまな形態で提供されることができる。それらのさまざまなレベル及び形態の保証は，相

互排他的なものではなく，むしろ相互補強的なものである。 

組織は，次を含むさまざまなレベルの保証を模索することができる。 

― 伝達されるデータ及び情報（精度の管理） 

― 組織プロセス（信頼性の評価） 

― 社会的責任課題に関するパフォーマンス（達成されたパフォーマンスの評価及び改善すべき分野の特定） 

 

保証はまた，組織の保証に関する組織の具体的なニーズに合うようにさまざまな技能，能力及び方法を提供している人々及

び組織と係り合うことによって，さまざまな形態で入手することができる。したがって，保証は，内部スタッフから，専門の保証

請合い会社のみならず，NGO又は社会的責任のエキスパートまで，社会的責任課題に対する具体的な知識及び正当性を

提供する幅広い主体によって提供されることができる。組織は，例えば次の方法で保証を入手することができる。 

 

― 内部スタッフを利用して監査及びその他の統制を実施する。 

― 一般公開イベントを開催し，外部ステークホルダーとの対話を促進し，組織の社会的責任アプローチのさまざまな要素に

関するフィードバックを求める。 

― 戦略，目標又はパフォーマンス成果などといった組織の社会的責任アプローチの具体的要素を見直す任務を担う，ステ

ークホルダー委員会を設置する。  

― 外部監査 － 委託（‘第二者監査’）及び独立（‘第三者監査’）の両方を利用して，職場環境などといった社会的責任に

関連する具体的な側面を評価する。 
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― 社会的責任課題及び保証慣行に関する能力を有する外部エキスパート及び／又は組織からの報告，内在するシステム

及び実際のパフォーマンスに対する体系的な保証を模索する。 

 

各組織は，組織の背景，社会的責任アプローチにおいて特定された重要な課題及び目的に鑑みて，最も適切なレベル及び

形態の保証を選ぶことが望ましい。 

 

事例ボックス – 保証の形態 

正しい形態の保証を選択するにはどうすればよいか？ 

例1 - ヨーロッパのある製薬会社 

ヨーロッパのある中規模製薬会社が採用するSR保証に対するアプローチは，‘モジュラー式アプローチ’であり，

次のとおり要約することができる。 

基本的な考え方は，SR保証においては，さまざまな技能及び能力が必要であり，さまざまな組織が，さまざまな質

問に対する適切な回答を提供することができるということである。 

したがって，モジュール式アプローチは次のとおり表現される。 

― ハード・データ及び数値の保証を求める場合 =>プロの会計士の作業に依存する。 

― さまざまな事業活動において重要となる社会，倫理及び環境的課題の保証の場合 => 関連するすべてのス

テークホルダーとの対話を模索する。 

―全体的な社会的責任戦略に関するシステムの保証の場合 => 社会的責任のエキスパートの意見を仰ぐ。  

 

例2 - コスタリカのある中小組織 

コスタリカのある中小組織が採用するSR保証に対するアプローチは，‘統合アプローチ’であり，次のとおり要約す

ることができる。 

基本的な考え方は，SR保証においては，継続的改善及び組織文化を高めるためにさまざまな技能及び起業家能

力が奨励されるということである。 

したがって，統合アプローチは次のとおり表現される。 

― 認識及び統合 =>社会的責任原則及び主要課題の自己評価報告  

― 長所の特定 =>第二者又は第三者改善機会評価 

― 改善の分析及び優先順位付け =>行動機会特定計画の開発 

 

7.8.4 ISO26000と既存の社会的責任規格とのつながり 

対象とする目的のために一般的に受け入れられている，社会的責任分野で確立した規格に基づいて保証が行われる場合，

その採用される種類の保証の信頼性は，さらに高まる。 

 

組織の社会的責任アプローチの信頼性を高めるための規格には，主に2つの異なる種類が存在する。全体的な社会的責任

規格及び特定の社会的責任規格である。前者は社会的責任に対して全体的アプローチを取る一方で，後者はしばしば課題

に基づいているか（例えば，労働条件），若しくはある特定の活動（例えば，金融部門）又は組織のプロセス（例えば，報告）に

焦点を合わせている。 

 

全体的な社会的責任規格：この種の社会的責任規格は，組織がその全体的な社会的責任アプローチに関連する幅広い範

囲の社会的，環境的及び倫理的課題を見直す際の手助けとなるもので，組織とすべてのステークホルダーとの間の関係に

焦点を合わせている。 
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次は，こうした規格の国際レベルの例である。 

― UNグローバル・コンパクト原則：人権，労働，環境及び汚職防止の分野における企業行動を導くための10の一般原則 

― AA1000シリーズ：具体的な保証規格であるAA1000ASを含む，組織の持続可能性パフォーマンスを改善するための基

礎を提供する規格であり，その中核的原則である重要性，完全性及び反応性は，保証に関する全体的なアプローチに適用

される。 

― IDTFへの注記： 関連のある他の例は？ 

 

他にも，例えば，ドイツのバリューマネジメントシステム，フランスのSD21000，イタリアのQ-RESガイドラインなどのように，

地域又は国内レベルの全体的な社会的責任規格が存在する。 

（IDTFへの注記：これらは，膨大な数の実行可能な関連のある例のうちのほんのわずかであり，発展途上国から他の例があ

ればありがたい。ここで本文の中に長いリストを掲載する代わりに，別のヘルプボックスをここに追加することができる。） 

 

特定の社会的責任規格：これらは，特定の社会的責任課題又はプロセスに焦点を合わせた規格であり，広く受け入れられて

いる慣行の採用を明示することにより，組織の社会的責任アプローチの信頼性を高める。したがって，特定の社会的責任規

格は，組織の社会的責任アプローチを開発するためのガイダンスを提供するものであり，例えば次のような，組織の報告，マ

ネジメントシステム及び特定の社会的責任課題に対する実際のパフォーマンスに関する外部評価が包含される。 

― ISO14000：環境マネジメントに関する一連の国際規格で，環境マネジメントシステム及び補助的な監査プログラムの開

発のための枠組みを提供する。  

― SA8000：組織が，世界中のサプライチェーン全体にわたって倫理的な労働条件を管理し，実際のパフォーマンスを監視

及び改善するための助けとなる。 

― OSHAS 18001：組織が，安全衛生マネジメントシステムの監視及び改善を通して職場の安全衛生リスクを管理するため

の助けとなる。 

― GRI：組織がその経済的，環境的及び社会的パフォーマンスを測定するために利用することができる原則及び指標の枠

組みを提供するガイドライン。 

― 森林管理協議会規格：世界の森林の，環境的に責任のある，社会的に有益かつ経済的に実行可能な管理を促進する。 

― IDTFへの注記： 関連のある他の例は？ 

 

上記リストは既存の社会的責任規格についていくつかの例を提供するためのものであり，ISO26000によって承認された社

会的責任規格に関する網羅的なリストと見なされてはならない。組織が，社会的責任アプローチの信頼性を高める方法とし

て，ISO26000と併せて効果的に適用することができる国際的，地域的又は国内ベースの社会的責任規格及びイニシアチブ

が他にも多くある。  

IDTFへの注記： この細分された箇条に記載されたすべての規格が，国際規格及びイニシアチブを参照するために専門タス

クグループによって開発された基準に一致していることを確認すること。 

 

7.8.5 社会的責任パフォーマンスに関するコミュニケーション 

社会的責任に関するコミュニケーションの正確性，信頼性及び完全性を確実にすることは，公開報告書及びその他のコミュ

ニケーション形態の両方にとって重要である。公開報告書のためには，内部及び／又は外部当事者が，報告された情報並

びにその情報を収集及び報告するために使用されたプロセスを見直すことが望ましい。最低でも，報告書で網羅されている

すべての情報が，組織自体のスタッフ，好ましくは，報告書を作成した人たちとは無関係の人たちによる内部保証によって裏

付けられていることが望ましい。報告書の信頼性をさらに高めるために，組織は，外部のステークホルダーのような独立した

第三者による保証を求めてもよい。その他のコミュニケーションの正確性及び信頼性を保証するために，同様のプロセスにし
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たがってもよい。組織は，活動，製品及びサービスの社会的責任に関するクレームについて，ステークホルダーとコミュニケ

ーションを取ることが望ましく，こうしたクレームは，内部レビュー及び保証を通して検証されることが望ましい。信頼性を高め

るために，外部保証を通してこうしたクレームの検証を行ってもよい。 

 

こうした相互作用的コミュニケーションから，組織は，どのように改善を続けていくかを決定することができ，社会的責任アプ

ローチ及び全体的な有効性，並びにステークホルダーの間での信頼性を高めることができる。 

 

7.9 中小組織が実施するためのガイダンス 

7.9.1 主要な考慮点 

中小組織は，あらゆる国及び世界の地域の社会及び経済において，主要な役割を果たす。中小組織は，多くの場合，所有

者又は管理者の地域における役割に関する理念の一環として社会的責任を実行しており，多くの場合，その社会的責任活

動を正式に発表することはない。中小組織が集団で下した決定は，社会の持続可能な発展及び繁栄にとって重要な影響を

及ぼし得るため，中小組織はISO 26000にとって重要なセクターである。 

 

7.Xは，中小組織が，ISO 26000に馴染み，規格の実用的なガイダンスを組織の規模及び背景に応じて柔軟に実施する方

法を理解することを推奨するように意図されている。 

 

7.9.2 中小組織における実施のための一般的ガイドライン 

― 小規模組織の典型的な機能性に応じて，内部運営設定及び手順は柔軟でよく，正式に表明される必要はない。 

― 組織は，性質及び規模，並びにステークホルダーの認識に応じて課題を優先順位付けすることが奨励される。SMOが社

会的責任活動を計画する際には，7つの重要課題（7.2，特にヘルプボックス参照）のそれぞれを考慮することが望ましいが，

それらの課題の1つ1つについて行動する義務は負わない。 

― 実施のための集団的アプローチが奨励される。類似の状態で活動する2つ以上の小規模組織が，資源を共有して

ISO26000を実施してもよい。組織の集まりによって集団的行動が実施される場合でも，各組織は自身の行動に対して個別

に説明責任を負う。 

― 業界団体，商工会議所，（NGOのための）包括的組合などの集団組織は，自身のニーズ及び背景に基づいて，自身の

提案を開発することが奨励される。 
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附属書A （参考） 

 

IDTFへの注記： タイトル，内容及び本文は追って決定する。 
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提供されることが望ましいと考える。 


